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平成２４年第２回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期６月１３日（水）～６月２８日（木）    （会期１６日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ６月１３日 水 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案説明（午前１０時開 

 会） 

 ６月１４日 木 休   会 
・議会運営委員会（午後１時開 

 会） 

 ６月１５日 金 本 会 議 
・質疑・委員会付託（午前９時開 

 会） 

 ６月１６日 土 休   会  

 ６月１７日 日 休   会  

 ６月１８日 月 常任委員会  

 ６月１９日 火 常任委員会  

 ６月２０日 水 常任委員会  

 ６月２１日 木 本 会 議 

・一般質問（午前９時開会） 

〈一般質問予定者〉 

１．二宮一朗 議員 

２．松山 清 議員 

３．源 正樹 議員 

４．井関陽一 議員 

５．酒井宇之吉 議員 

 ６月２２日 金 本 会 議 

・一般質問（午前１０時開会） 

〈一般質問予定者〉 

６．兵頭 学 議員 

７．田中徳博 議員 

 ６月２３日 土 休   会  

 ６月２４日 日 休   会  

 ６月２５日 月 休   会  

 ６月２６日 火 休   会 ・討論通告〆切 

 ６月２７日 水 休   会  

 ６月２８日 木 本会議（閉会） 
・委員長報告（午後２時開会） 

・質疑・討論・採決 
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       平成２４年第２回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２４年６月１３日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２４年６月１３日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２４年６月１３日 

          午前１１時３６分 

１．出 席 議 員        

    １番  源   正 樹 

    ２番  井 関 陽 一 

    ３番  菊 池 純 一 

    ４番  田 中 徳 博 

    ５番  中 村 敬 治 

    ６番  二 宮 一 朗 

    ７番  兵 頭   学 

    ８番  小 野 正 昭 

    ９番  松 山   清 

   １０番  宇都宮 明 宏 

   １１番  松 島 義 幸 

   １２番  元 親 孝 志 

   １３番  沖 野 健 三 

   １４番  森 川 一 義 

   １５番  藤 井 朝 廣 

   １６番  浅 野 忠 昭 

   １７番  岡 山 清 秋 

   １８番  酒 井 宇之吉 

   １９番  兵 頭   勇 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

    ３番  菊 池 純 一 

    ４番  田 中 徳 博 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  井 上 謙 二 

   総務企画部長  河 野 敏 雅 

   産業建設部長  福 原 純 一 

   生活福祉部長  三 好 幸 二 

    

教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

   城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

     

        議  事  日  程 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （３番 菊池純一、４番 田中徳博） 

 ２ 会期の決定 

  （６月１３日～６月２８日 １６日間） 

 ３ 諮問第  １号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ３号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ４号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ５号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

 ４ 議案第 ８５号 西予市おイネ賞事業基金

条例制定について 

   議案第 ８６号 西予市特別職等の職員の

給与の特例に関する条例

制定について 

   議案第 ８７号 西予市印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 ８８号 西予市社会体育施設条例
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の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ８９号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９０号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広

域連合規約の変更につい

て 

 ５ 議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号） 

 ６ 議案第 ９３号 平成２４年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第 ９４号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第 ９５号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９６号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第 ９７号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第 ９８号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９９号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１００号 平成２４年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

１号） 

   議案第１０１号 平成２４年度西予市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

   議案第１０２号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

 ７ 報告第  １号 平成２３年度西予市一般

会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

   報告第  ２号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書の報告

について 

   報告第  ３号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計継続

費繰越計算書の報告につ

いて 

   報告第  ４号 平成２３年度西予市簡易

水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告に

ついて 

   報告第  ５号 平成２３年度西予市上水

道事業会計予算繰越計算

書の報告について 

   報告第  ６号 平成２３年度西予市病院

事業会計予算繰越計算書

の報告について 

   報告第  ７号 平成２３年度西予市病院

事業会計継続費繰越計算

書の報告について 

   報告第  ８号 専決処分事項の報告につ

いて 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 諮問第  １号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ３号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ４号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

   諮問第  ５号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

 ４ 議案第 ８５号 西予市おイネ賞事業基金

条例制定について 

   議案第 ８６号 西予市特別職等の職員の

給与の特例に関する条例

制定について 

   議案第 ８７号 西予市印鑑の登録及び証
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明に関する条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 ８８号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ８９号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９０号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広

域連合規約の変更につい

て 

 ５ 議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号） 

 ６ 議案第 ９３号 平成２４年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第 ９４号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第 ９５号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９６号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第 ９７号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第 ９８号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９９号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１００号 平成２４年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

１号） 

   議案第１０１号 平成２４年度西予市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

   議案第１０２号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

 ７ 報告第  １号 平成２３年度西予市一般

会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

   報告第  ２号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書の報告

について 

   報告第  ３号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計継続

費繰越計算書の報告につ

いて 

   報告第  ４号 平成２３年度西予市簡易

水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告に

ついて 

   報告第  ５号 平成２３年度西予市上水

道事業会計予算繰越計算

書の報告について 

   報告第  ６号 平成２３年度西予市病院

事業会計予算繰越計算書

の報告について 

   報告第  ７号 平成２３年度西予市病院

事業会計継続費繰越計算

書の報告について 

   報告第  ８号 専決処分事項の報告につ

いて 

 

  開会 午前１０時００分 

 

○議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまより平成２４年第２回定例会を開会い

たします。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より平成２４年第２回西予市議会定例会を開会し

ます。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんおはようございます。 

 それでは、平成２４年第２回西予市議会定例会

の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 
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 さきの臨時会で正副議長、各常任委員会及び議

会運営委員会の正副委員長の改選がされたところ

でございますが、山本前議長、浅野前副議長を初

め、各常任委員会委員の皆様におかれましては、

一方ならぬご支援、ご協力を賜り、まことにあり

がとうございました。心より厚くお礼を申し上げ

ます。 

 新しく議長に就任されました元親議長を初め、

小野副議長並びに各常任委員会委員の皆様方に

は、円滑な市政運営につきまして、これまで以上

に特段のご協力を賜りますようお願い申し上げま

すとともに、なお一層のご活躍をご祈念申し上げ

る次第でございます。 

 去る６月１０日の教育委員会におきまして、宇

都宮又重氏が教育長に任命され就任いただいてお

りますので、ご報告を申し上げます。私とともに

市勢発展のためにご尽力いただくことになります

ので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、現在新市立病院建設につきましては、皆

様のご協力のもとで平成２６年６月の開院を目指

して計画的に進めているところでありますが、今

年度から宇和病院の組織を見直し、新たに総長職

を設け、その総長に前委員長の曽我先生に就任い

ただき、新委員長に前副委員長の末光先生に就任

をいただきました。 

 また、今年度の診療体制につきましては、外科

３名、内科４名の常勤医師７名体制で診療を行っ

ておりますが、新病院の開院に向けた診療体制づ

くりとして優秀なドクターによる支援をいただ

き、医療の充実を図る努力をしているところでご

ざいます。 

 消化器内科では、特に高度な技術を要する内視

鏡手術や検査を得意とされる兒玉明洋医師が５月

１日付で常勤医師として赴任いただいたことにな

りました。支援の医師を含め、かなり高度な内科

医療や検査を行えるようになりました。さらに、

今月から元岡山赤十字病院の臨床教授でゴッドハ

ンドと称される内視鏡専門医の鶴見哲也先生に非

常勤医師として勤務をいただいております。 

 外科におきましては、呼吸器外科を専門とする

愛大の重松久之先生が５月から週１回、毎週１回

支援をいただいております。 

 また、整形外科では、新たに松山日赤病院から

毎月１回山本進先生が支援に来ていただくことに

なったことから、南松山病院からの支援医師によ

る外来を含め、月３回の整形外科外来を行うこと

ができるようになりました。 

 このように市民の皆様が安心できる利用体制の

充実を図りながら、新病院に向けての環境整備を

着々と進めているところでありますので、これか

らも皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。 

 さて、本定例会でございますが、議員の皆さん

から一般質問をお受けするとともに、人権擁護委

員候補者に係る諮問５件、条例制定２件、条例改

正４件、連合規則の変更１件、補正予算１１件、

予算繰り越しに係る報告７件、専決処分事項の報

告１件の計３１件を上程し、ご審議をお願い申し

上げるものでございます。諸議案の提案理由につ

きましては、上程の際にご説明いたしますので、

慎重にご審議をいただき、それぞれご了承、ご決

定を賜りますようお願いを申し上げます。 

 また、一般会計補正予算の説明の中で、私の３

期目の市政運営方針につきまして、既にお示しし

ておりますマニフェストを踏まえ、その所信の一

端を述べさせていただきたいと存じます。 

 以上、簡単でございますけれども招集のごあい

さつとさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

○議長 新たに教育長に宇都宮又重氏が就任され

ました。自席にて自己紹介をお願いいたします。 

 

○宇都宮教育長 おはようございます。 

 新たにということで、２カ月の空白期間がござ

いますが、６月１０日付で教育長に就任いたしま

した宇都宮又重でございます。 

 ２カ月前と同様に、三瓶町下泊から毎日２５キ

ロの通勤でここまで通うことになりますのでよろ

しくお願いします。新人でございますので、今後

ともお手やわらかによろしくお願いいたします。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 
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 今回の会議録署名議員に３番菊池純一君、４番

田中徳博君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から６月２８日までの１６

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から６月２８日までの１６日間と決

定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 日程第３、諮問第１号「人権擁護委員候

補者の推薦について」から諮問第５号「人権擁護

委員候補者の推薦について」までの５件を一括議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 諮問第１号から諮問第５号までの

「人権擁護委員候補者の推薦について」一括して

提案理由のご説明を申し上げます。 

 法務大臣から委嘱された本市の人権擁護委員の

うち、５名の方が平成２４年９月３０日をもって

任期満了となります。 

 その後任につきまして検討しました結果、明浜

町の酒井加予氏、城川町の神原美惠子氏の２名を

再任として引き続き推薦することとし、宇和町の

兵頭豊司氏、野村町の上甲悦子氏、三瓶町の佐藤

静男氏の３名を新任として推薦したいと存じま

す。 

 明浜町の酒井氏は、明浜町女子消防隊副隊長を

務められるなど広く地域に貢献され人望も厚く、

平成２１年１０月から人権擁護委員としてご活躍

をいただいております。 

 城川町の神原氏は、長年の学校勤務を通じて幅

広い地域住民との交流があり、人権思想の普及、

高揚に積極的に取り組んでこられ、平成２１年１

０月から人権擁護委員としてご活躍をいただいて

おります。 

 また、宇和町の兵頭氏は、長年にわたり学校現

場において人権教育の推進に努められ、子供、家

庭、女性、障害者問題など前向きに取り組んでこ

られました。 

 野村町の上甲氏は、旧野村町役場及び西予市職

員として長年にわたり勤務され、人権問題につい

て幅広い見識を持たれ、地域の実情にも詳しく、

地域住民の信頼も厚いものがあります。 

 三瓶町の佐藤氏は、旧三瓶町役場及び西予市職

員として長年にわたり勤務をされ、福祉、人権問

題などにご尽力をされました。退職後は地域の役

員、ボランティア団体などで活躍され、実直で温

厚な人柄は地域住民より信頼されています。 

 推薦に係ります５名の方は、それぞれ人格識見

が高く、広範な知識と豊かな経験から社会の実情

全般に通じておられ、人権擁護に深い理解があり

適任であると考え、人権擁護委員会委員法第６条

第３項に基づき議会のご意見を聞くものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより５件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 諮問第１号から諮問第５号までの５件は、会議

規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定をい

たしました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより諮問ごとに採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、諮問第１号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 
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  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、諮問第２号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、諮問第３号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、諮問第４号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、諮問第４号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、諮問第５号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、諮問第５号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第８５号「西予市

おイネ賞事業基金条例制定について」から議案第

９１号「愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変

更について」までの７件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 議案第８５号「西予市おイ

ネ賞事業基金条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 シーボルトの娘楠本イネは、江戸時代に西予市

宇和町卯之町で少女時代を過ごし、シーボルトの

高弟二宮敬作のもとで医学の基礎を学び、日本初

の産科女医となりました。女性が医師を志すこと

を理解されなかった時代に、さまざまな困難や境

遇を乗り越え強い志で医師への夢を実現させたイ

ネの偉業を顕彰し、イネの夢を後押しした町とし

て、全国の医学研究や医療活動に活躍する女性医

師や女子医学生を表彰し、奨励したいと考えてお

ります。 

 また、これとあわせまして、イネにちなんだ文

化歴史や観光面にわたる一連の取り組みを展開

し、西予市の特色のあるまちづくりとして継続し

て全国へ発信していく必要があるため、その事業

の経費に係る基金を新たに設けることといたしま

した。 

 本条例は、その効果的な運用を図るため、地方

自治法第２４１条の規定に基づき制定するもので

あります。よろしくご審議の上、ご決定いただき

ますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 議案第８６号「西予市特別職等の職

員の給与の特例に関する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 このたび、市政３期目を負託されるに当たり、

私はこれまでのまちづくりの基礎基盤づくりをな

し遂げ、さらに一歩前へ「誇れる・愛着のもてる

『いい実感』のある西予市」を目指し、マニフェ

スト２０１２として政策提言をさせていただきま

した。 

 その政策実現におきましては、新病院建設、し

尿処理場建設等の大型建設事業はもとより、一歩

前に進めるための新たな事業にも挑戦しなければ

なりません。特に、おイネ賞事業基金の創設につ

いて、関連事業の継続的な取り組みや、地域づく

りの核となる地区公民館のコミュニティー活動の

さらなる支援については、３期目を託された私に

とりまして新たな挑戦の足がかりとしてもその必

要性を強く感じているところであります。 

 一方、本市の財政運営においては、これまで徹

底した行財政改革に取り組み、市を挙げて歳出削

減、抑制に努めてきたところでありますが、本市

の財政状況は今後さらに厳しさを増すことが想定

されており、継続可能な財政基盤の確立が最重要

課題となっております。こうした状況を踏まえま

すと、新たな施策の実現のために、まさにみずか

らの身を削る覚悟が必要であり、特に市の理事者

たる特別職について率先して財源確保並びに施策

推進の条件整備に取り組む必要と責任があると考

えております。 

 本条例は、今後必要となる事業の財源確保を必
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要とするため、市長等の特別職の給与等を本年７

月から平成２８年５月までの市長在任期間中にお

いて、市長１０％、副市長７％、教育長４％を現

行の給料額から減額するための新たな特例を設け

るものであります。よろしくご審議をいただき、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 議案第８７号「西予市印鑑

の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 現在我が国に入国、在住する外国人住民につい

ては、外国人登録法に基づき、居住地の市区町村

において外国人登録票に居住事実及び身分事項の

登録がなされております。 

 今回住民基本台帳法の一部を改正する法律等が

平成２４年７月９日から施行されることに伴い、

外国人登録法が廃止され、適法な在留資格を持っ

て中・長期間在留する外国人住民は、住民基本台

帳法の適用対象として住民票に登録されることに

なります。 

 この法改正に伴い、総務省で定められておりま

す印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正される

ことから、外国人住民の印鑑登録に関し所要の整

備を行うものであります。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第８８号「西予市社会体育

施設条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市立宇和中学校の校舎東側にある建物は、

宇和町民柔剣道場として利用されておりますが、

旧町時代より施設使用料が無料であったことか

ら、使用料を徴収しておりません。公の施設であ

る社会体育施設は、利用者の一定の負担のもと市

民に平等、公平に提供することが妥当であること

から、今回受益者負担の適正化を図るため、類似

施設と同様の使用料を定めるものであります。 

 続きまして、議案第８９号「西予市乙亥の里条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 市では、市民の福祉を増進することを目的とし

て、さまざまな施設を設置し住民サービスの向上

に努めるとともに、利用者に応分の負担を求める

ため、受益の程度に応じた使用料を定めておりま

す。また、各種団体の活動支援を行うとともに施

設利用率の向上を図るため、施設ごとに使用料の

減額、免除制度を定め、運営しているところであ

ります。 

 しかしながら、西予市乙亥の里につきまして

は、市または市教育委員会主催事業等により公共

的な目的で行われた事業に適用する免除規定しか

定められていないことから、今回少年健全育成活

動や生涯スポーツ活動等を行う団体に適用する減

額規定を新たに定めるものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 清水消防本部消防長。 

 

○清水消防本部消防長 議案第９０号「西予市火

災予防条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、火気使用設備並びに火気使用器

具の取り扱いに関する省令の一部改正に基づき、

新たに急速充電設備が加えられたことに伴い、本

条例の一部を改正するものであります。 

 今回火気使用設備として追加された急速充電設

備は、電気自動車などへの充電が十数分程度の短

時間でできるため、今後ガソリンスタンドと同様

に車両の出入りに便利な場所に普及することが考

えられます。近年の電気自動車の増加に伴い、設

置が進められている急速充電設備の特性を踏まえ

て広く注意を促す必要があります。 

 本条例では、火を使用する設備の位置、構造及

び管理の基準について定めておりますが、これに

急速充電設備を追加して一定の規制を加え、火災

危険を排除することを目的として、本条例の一部

を改正するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 議案第９１号「愛媛県後期

高齢者医療広域連合規約の変更について」提案理
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由のご説明を申し上げます。 

 住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入

国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に

基づき、日本国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律が平成２

４年７月９日から施行されることにより、外国人

登録制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳

法の適用対象に加えられることになります。この

法改正に伴い、愛媛県後期高齢者医療広域連合で

は、共通経費に充てる関係市町の負担金の額の算

定方法のうち、後期高齢者の人口割合については

住民基本台帳及び外国人登録原票に基づくものと

定められていることから、外国人登録原票の文言

を削除する改正を行うものであります。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第９２号「平成２

４年度西予市一般会計補正予算（第１号）」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第９２号「平成２４年度西予市

一般会計補正予算（第１号）」について提案理由

のご説明を申し上げますとともに、３期目の市政

に当たり、その所信について述べさせていただき

ます。 

 さきの市長選挙におきまして、私は無投票当選

の栄に浴させていただきました。このことは、８

年間の私の市政に対し市民の皆さんから一定の評

価をいただき、新たな４年への信託を与えていた

だいたものと思っております。無投票当選に慢心

することなく、時代の変化に対応できる市民目線

に立ち、大局的な判断で市政を進めていく気概を

新たにしているところであります。 

 広報せいよ６月号にも書かせていただきました

けど、日本経済はいまだデフレ経済から脱却でき

ず、政治は日本を主導すべき政権政党が機能しな

いまま羅針盤のない航海をしている状況にあり、

日本の立ち位置は不確定なものとなっておりま

す。そのような中、地方分権の一層の進展によ

り、四国でも広域連合に向かって一歩踏み出すこ

とが予想されておりますが、地方政府化しつつあ

る現実に冷静に対応して西予市の進むべき方向を

より具体的に進めていくことが必要であります。 

 西予市の現状を分析しますと、少子・高齢化や

人口減少など全国の過疎地域に見られる共通の課

題を抱えておりマイナス思考になりがちでありま

すが、視点を変えると、豊かな自然環境や独自の

歴史文化など、まだまだ不思議な魅力や未発見の

魅力があり、西予市の新たな可能性を追求できる

と確信しています。 

 私は、西予市を一歩進め、その施策を体現する

ために市民の皆様との約束したマニフェスト２０

１２を提示させていただきました。 

 その基本理念は、「誇れる・愛着のもてる『い

い実感』の持てる西予市」づくりであります。マ

ニフェストでは、新市建設計画の基盤事業の実

行、再生可能エネルギーへの挑戦、減災のまちづ

くり、魅力あふれるまち創造・発信、いい生活実

感のある産業のまちづくり、次世代をはぐくみ豊

かに年を重ねるいい実感のまち、身近でいい実感

の行政を目指す、不易流行の文化と学びのまちの

８つの西予市づくりと、それを実現するための４

２の政策を提言いたしました。 

 西予市政３期目の負託にこたえるため、４年間

になし遂げなければならない課題は山積していま

すが、それぞれの人が喜び地域が輝くことで市民

の一体感を醸成し、誇りと愛着を持てる西予市づ

くりを進めていかなければなりません。 

 私の役割は、西予市の基礎基盤をなし遂げるこ

とにあります。今ある市民のマンパワーや資源を

集結し、職員の能力を高め、西予市を一歩前に進

めるべくあらゆる努力を傾注する覚悟でありま

す。一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 さて、今回の補正予算でございますが、４月１

日付の人事異動による人件費の組み替えと早急に

対応すべき課題、またどうしても今回計上しなけ

ればならない案件につきまして計上し、既決をい

ただいております歳入歳出予算にそれぞれ４億

５，７９０万７，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を２３６億１，７９０万７，０００円と

定めるものであります。 

 その主な内容でございますが、総務費では、東

日本大震災被災地への人的支援のため、漁港関係

の災害復旧業務に精通する技師１名の職員派遣に

係る経費。これにつきましては、気仙沼市からあ
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えて職員の指名がありました。非常に優秀な職員

であるということで、この方をぜひ派遣していた

だきたい、１名派遣いただきたいということを言

われました。この思いは非常に私どもはありがた

く、職員の能力の高さを評価いただくとともに、

その職員が被災地に果たす役割の重大さを改めて

感じたところでもあります。 

 市有地の用地測量委託経費を計上しておりま

す。総額で４，３８０万８，０００円の減額とな

っております。 

 次に、民生費では、児童手当法の一部を改正す

る法律の施行により児童手当制度へ移行されるこ

とに伴い、子ども手当から児童手当へ一部組み替

えを行っております。総額で１，７２０万９，０

００円となっております。 

 次に、衛生費では、汚泥再生処理施設建設予定

地に係る物件補償費等の算定業務及び施設整備基

本計画の策定支援業務の委託経費、南予水道企業

団の地方債の繰上償還に係る経費を計上しており

ます。総額で２，０３０万５，０００円となって

おります。 

 次に、労働費では、求職者に対して７カ月間の

緊急的、一時的な就労の機会を提供し、さまざま

な就業体験により人材育成を図り、求職活動の支

援を行うための経費を計上しております。総額で

１３５万９，０００円となっております。 

 次に、農林水産業費では、増加する野生鳥獣に

よる農作物への被害を防止するため、鳥獣害防止

施設の資材費に係る補助金、葉たばこ廃業後の転

換作物の円滑な導入、定着のための機械整備に対

する補助金、集落営農組織の確保、育成を図るた

めの補助金、圧密木材開発調査研究事業に係る補

助金、林業専用道４路線の開設に係る工事費の増

額及び第三セクター、民間事業者が行う高性能林

業機械導入及び木材加工流通施設整備に対する補

助金を計上しております。総額で３億１，９２２

万４，０００円となっております。 

 次に、商工費では、ジオパーク推進協議会に対

する補助金等、大相撲巡業西予市野村場所実行委

員会に対する補助金、カーボンオフセット推進に

向けオフセットクレジット認証取得後のクレジッ

ト販売等に係る経費、有機ゆず製品開発に対する

補助金を計上しております。総額で２，２６９万

９，０００円となっております。 

 次に、土木費では、集落避難路保全斜面地震対

策事業として４カ所に係る整備経費、市道４路線

に係る維持修繕経費を計上しております。総額で

１０万８，０００円の減額となっております。 

 次に、消防費では、東日本大震災の教訓を生か

した原子力災害対策を含む実効性のある地域防災

計画を作成するための支援委託経費、当初市単独

事業として計上しておりました津波対策のための

避難路整備費を県補助金として増額した経費を計

上しております。総額で２，５０９万９，０００

円となっております。 

 次に、教育費では、学校保健安全法による学校

環境衛生基準のうち、教室等の環境に対する環境

衛生検査を実施するための経費、西予市ゆかりの

日本初の女性医師楠本イネを題材とした演劇「幕

末ガール・ドクトルおイネ物語」を市内の小・中

学生に対して観覧させるための経費、小学校統合

に向け野村小学校北校舎のトイレ改修費及び明浜

地区小学校統合校舎建設の基本設計委託費、愛媛

国体競技施設整備費として成年女子ソフトボール

の競技施設整備に係る経費を計上しております。

総額で７，３８２万１，０００円となっておりま

す。 

 次に、諸支出金では、日本初の女性医師楠本イ

ネの偉業を顕彰、継承するとともに、おイネによ

るまちづくりを展開するための基金積立金を計上

しております。総額で２，０２１万５，０００円

となっております。 

 以上、歳出予算の概要でございましたけれど

も、続きまして主な歳入予算についてご説明をい

たします。 

 まず、国庫支出金では、常備消防施設整備事業

において国の補助が不採択となったことに伴い、

消防施設費国庫補助金１，１６７万７，０００円

を減額しております。 

 次に、県補助金では、鳥獣被害防止総合対策事

業費県補助金４，８００万円、森林蘇生緊急対策

事業費県補助金１億２，７４４万１，０００円、

集落避難路保全斜面地震対策事業費県補助金７２

０万円、緊急津波対策推進事業費県補助金１，０

００万円を計上しております。 

 次に、財産収入では、立木売却収入８４７万

２，０００円を計上しております。 

 次に、市債では、常備消防施設整備事業におい

て国の補助金が不採択となったことに伴う財源調

整により、消防費１，１７０万円を増額計上して
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おります。 

 この上、歳出に対して不足する財源措置とし

て、財政調整基金２億１，９２７万３，０００円

の繰り入れを行っております。 

 以上、説明をいたしましたけれども、詳細な点

につきましては担当課長から補足説明をさせてい

ただきますので、よろしくご審議を賜り、ご決定

をいただきますようお願い申し上げます。 

 

○議長 道山財政課長。 

 

○道山財政課長 それでは、予算書に沿って補足

説明をさせていただきます。 

 １４ページをお開きください。 

 ２款１項１目総務課庶務事業１０２万４，００

０円でありますが、これは東日本大震災被災地へ

の人的支援に係るもので、昨年度消防職、医療、

看護職、保健師、下水道、漁港技師の専門職及び

一般行政職１６名を派遣しておりましたが、今回

宮城県気仙沼市から派遣要請があり、漁港技師職

員１名を６月１日から来年３月末日まで派遣する

ための経費であります。 

 ２８ページをお開き願います。 

 ４款２項３目汚泥再生処理施設整備事業５９７

万５，０００円でありますが、適正で公正な補償

を行うため事業予定地に存在します建物等の調

査、営業その他の調査業務の委託及び施設整備基

本計画の策定を行うに当たり、専門的知識を有す

る業者に業務発注仕様書案の提示等について、技

術的、専門的立場で支援用務を委託する経費であ

ります。 

 ２９ページをお開きを願います。 

 ３項１目２４節投資及び出資金９１１万９，０

００円でありますが、南予水道企業団が地方債の

繰上償還を実施するため、そのうちの明浜、三瓶

上水道に係る元金相当額であります。 

 ３０ページをお開き願います。 

 ５款１項３目未就職卒業者等就業体験事業１３

５万９，０００円でありますが、緊急雇用創出事

業として求職者に緊急的、一時的就労の機会を提

供し就業体験によりビジネススキルを習得させ、

求職活動の支援を行うことを目的として、学校卒

業後５年以内の未就職者１名を西予市教育委員会

生涯学習課で７カ月間雇用する経費であります。

財源は、緊急雇用創出費県補助金を充当しており

ます。 

 ３２ページをお開き願います。 

 ６款１項３目１９節葉たばこ廃作関連緊急対策

事業補助金３３８万８，０００円でありますが、

葉たばこ廃作後の転換作物の導入、定着のため、

東宇和農業組合を事業実施主体として７戸がカボ

チャ生産のための動力噴霧器１台ほか２機種６台

を、また、ＧＦＳ薬草生産組合を事業実施主体と

して２０戸がミシマサイコ生産のための畝立て用

小型管理機１台ほか６機種１２台を整備する経費

について補助を行うものです。財源は、葉たばこ

廃作関連緊急対策事業費県補助金を充当しており

ます。 

 集落営農育成強化対策事業補助金５７３万２，

０００円でありますが、地域農業を支える集落営

農組織に対して育成強化支援事業として研修会等

開催経費、また経営発展条件整備事業として瀬戸

生産組合へトラクター１台、ロータリー１台の導

入に対して補助を行うものであります。財源は、

集落営農育成強化対策事業費県補助金を充当して

おります。 

 鳥獣被害防止総合対策事業補助金４，８００万

円でありますが、本事業は施設整備に係る資材相

当額を補助するもので、今年度は鉄筋さく３１件

について補助するものであります。今回当初見込

み以上の事業要望があり、その不足分に係る補助

金であります。財源は、鳥獣被害防止総合対策事

業費県補助金を充当しております。 

 ３４ページをお開き願います。 

 ２項２目森林蘇生緊急対策事業２億２，７４４

万１，０００円でありますが、林道専用道４路線

の事業単価が当初のメーター５万円からメーター

１０万円に変更になったことに伴う工事費の増加

部分であります。また、株式会社エフシーが高性

能林業機械を導入、菊池木材が木材乾燥機を整備

することに対して補助を行うものであります。財

源は、森林蘇生緊急対策事業費県補助金を充当し

ております。 

 １９節圧密木材開発調査研究事業補助金５０万

１，０００円でありますが、需要の高い２次加工

製品を供給できる体制を構築し、西予市産材の利

用増大を図るため、西予地区林材振興会議が行う

圧密木材開発のための調査研究事業に対して補助

を行うものであります。 

 ３６ページをお開き願います。 
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 ７款１項４目ジオパーク調査研究事業１００万

円でありますが、官民一体による活動により日本

ジオパーク認定取得に向けてジオパーク推進協議

会を立ち上げ、現在計上しています予算の一部を

ジオパーク推進協議会補助金へ組み替えるもので

あります。また、ジオポイント紹介マップやパン

フレット作成のための航空写真の撮影経費及びホ

ームページ、観光物産展等で西予ジオパークを紹

介するためのパノラマ映像撮影経費であります。 

 大相撲巡業事業５００万円でありますが、１６

０年以上続く乙亥大相撲を初め野村町では古くか

ら相撲文化が根づいており、その文化を後世に継

承しさらに発展させるとともに、相撲のまち西予

市を全国に発信することを目的として、１０月２

６日、大相撲西予市野村場所を開催するための経

費を実行委員会へ補助するものであります。 

 ３８ページをお開き願います。 

 ６目カーボンオフセット推進事業５６２万４，

０００円でありますが、当初モニタリング調査の

みでありましたが、５月９日に西予市地域活性化

循環型社会づくりと連動した森林整備活用プロジ

ェクトが登録され、これを受けましてクレジット

販売促進のための経費であります。 

 新技術地域支援開発事業３００万円であります

が、株式会社城川開発公社がユズの果皮を活用し

有機ユズコショウほか、城川有機ユズの新たな分

野でのブランド化を目指した製品開発事業に対し

て補助するものであります。財源は、財団法人地

域総合整備事業団の助成金を充当しております。 

 ４０ページをお開き願います。 

 ８款１項２目がけ崩れ防災対策事業１，２４０

万円でありますが、急傾斜地の崩壊防止のための

山どめ工を野村惣財久地区、城川呉野々地区にお

いて実施するための経費及び今後の工事着手のた

めの野村旭地区、城川川向地区に係る設計委託費

であります。財源は、集落避難路保全斜面地震対

策事業費県補助金、市債、寄附金を充当しており

ます。 

 ２項２目道路橋梁維持修繕事業１，１４９万

８，０００円でありますが、野村市道小振線の路

側擁壁の足元崩壊、市道赤木佐須線の裏山崩壊の

復旧に係る測量設計、城川市道本村吉之沢線のア

ンカー工の修繕工事、市道寺田下線舗装補修工事

の経費であります。 

 ４３ページをお開き願います。 

 ９款１項４目１３節災害対策マネジメント委託

料７６５万５，０００円でありますが、東日本大

震災を踏まえ、原子力災害対策を含む防災計画の

見直しを行うに当たり、計画書作成に当たって専

門的知識を必要とするため、その支援を専門機関

へ業務委託する経費であります。 

 災害用資機材・施設整備事業１，０００万円で

ありますが、津波対策のための避難の整備事業を

当初市単独事業として計上していましたが、県の

補助を受け、事業費を増額して実施するものであ

ります。財源は、緊急津波対策推進事業費県補助

金を充当しております。 

 ４４ページをお開き願います。 

 １０款１項２目教育委員会事務局運営事業１，

５９０万６，０００円でありますが、学校保健安

全法に基づく学校環境衛生検査のうち、教室等の

環境に係る学校環境衛生基準検査実施のための委

託経費及び検査に必要な備品並びに消耗品費の購

入経費であります。児童・生徒豊かな体験事業７

２９万１，０００円でありますが、市内の５年生

以上の小学生及び中学生全員に対して、日本初の

女性医師楠本イネを題材とした演劇「幕末ガー

ル・ドクトルおイネ物語」観覧のための入場料及

びバスの借り上げ料でございます。 

 ４６ページをお開き願います。 

 ２項３目小学校施設整備事業１，９４２万５，

０００円でありますが、野村地区小学校統合につ

いては一部地区において同意を得ていませんが、

平成２７年４月１日統合に向けて、統合拠点校で

あります野村小学校の北校舎トイレを南校舎解体

前に改修するための経費であります。明浜地区小

学校統合校舎建設事業７８５万６，０００円であ

りますが、これまでの地元説明会で平成２７年４

月１日統合について関係保護者の同意が得られた

ことから、今後統合校舎の建設を円滑に進めるた

め、基本設計を委託するものであります。 

 ５５ページをお開き願います。 

 ７項５目愛媛国体施設整備事業７６２万３，０

００円でありますが、平成２９年第７２回国民体

育大会が愛媛県で開催され、西予市では相撲と成

年女子ソフトボールが開催されます。そのうち、

成年女子ソフトボールの会場になります宇和球場

及び宇和運動公園多目的広場について整備のため

の測量設計及び基本設計を委託する経費でありま

す。財源は、愛媛国体競技施設整備費県補助金を
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充当しております。 

 １３款２項１目おイネ賞基金事業２，０００万

円でありますが、西予市ゆかりの日本初の女性医

師楠本イネの偉業を継承し、女性医師を推奨する

まちとして西予市を継続的に全国発信するため、

西予市おイネ賞事業基金を設置するものでありま

す。 

 なお、歳入につきましては、市長が金額を含め

てご説明を申し上げましたので、省略をさせてい

ただきます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩といたします。（休憩 午前１０時５

３分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１１時

１０分） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第９３号「平成２

４年度西予市授産場特別会計補正予算（第１

号）」から議案第１０２号「平成２４年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」までの１０件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 議案第９３号「平成２４年

度西予市授産場特別会計補正予算（第１号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人事異動による人件費の調整及

び事業収入の増に伴う授産場長の給与等の負担割

合を変更するもので、歳入歳出それぞれ３５９万

５，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を

２，４８５万円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、施設授産場費の一般管理

費で人事異動に伴う人件費を３５９万５，０００

円増額いたしております。歳入では、一般会計繰

入金を３５９万５，０００円増額いたしておりま

す。 

 続きまして、議案第９４号「平成２４年度西予

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、事業管理予算からご説明申し上げます。 

 今回の改正は、人事異動及び児童手当制度への

移行に伴う人件費の調整並びに特定健康診査等の

事業におけるシステム改修を行うものでありま

す。 

 補正予算書の４ページをお開きください。 

 ４ページの歳出につきましては、総務管理費の

人件費を１３４万９，０００円減額し、特定健康

診査等の事業費の電算関係委託料を４９万２，０

００円増額いたしました。３ページの歳入につき

ましては、他会計繰入金を８５万７，０００円減

額いたしました。これによりまして、既決いただ

いております歳入歳出予算からそれぞれ８５万

７，０００円を減額し、事業勘定予算の歳入歳出

予算総額を５９億３，９２０万２，０００円と定

めるものであります。 

 次に、診療施設勘定予算についてですが、今回

の改正は、診療体制の見直しに伴う予算の調整及

び人事異動に伴う人件費の調整などであります。 

 それでは、診療所別にご説明いたします。 

 １４ページをお開きください。 

 １４ページ、狩江診療所の歳出では、一般管理

費の人件費を５万２，０００円減額し、１３ペー

ジの歳入では、一般会計からの繰入金を５万２，

０００円減額し、歳入歳出予算の総額を６，６８

２万１，０００円といたしました。 

 ２０ページをお開きください。 

 次に、２０ページ、高山診療所の歳出では、一

般管理費で人件費を５４万２，０００円減額、医

療用機械器具費事業で備品購入費を２３万１，０

００円増額、１９ページの歳入では、一般会計か

らの繰入金を３１万１，０００円減額し、歳入歳

出予算の総額を９，９２０万８，０００円といた

しました。 

 ２６ページをお開きください。 

 次に、２６ページ、土居診療所の歳出では、一

般管理費で人件費を２，３９９万７，０００円減

額、代診医委託料等を７７９万３，０００円増額

し、２５ページの歳入では、一般会計からの繰入

金を１，０８０万７，０００円、杉之瀬出張診療

所からの繰入金を５３９万７，０００円減額し、

歳入歳出予算の総額を１億１，５０５万２，００

０円といたしました。 

 ３５ページをお開きください。 

 次に、３５ページ、杉之瀬出張診療所の歳出で

は、当診療所の休診に伴い、一般管理費を６５５

万９，０００円、医療用機械器具費等を７５万

５，０００円減額し、３３ページの歳入では、診
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療収入を８０６万５，０００円、諸収入などを９

万３，０００円減額、一般会計からの繰入金を８

４万４，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を

８４万５，０００円といたしました。 

 最後に、４０ページをお開きください。 

 次に、４０ページ、二及診療所の歳出では、一

般管理費で人件費を５９万２，０００円減額し、

同額を予備費に増額計上するものです。これによ

る歳入歳出予算の減額はございません。 

 続きまして、議案第９５号「平成２４年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正の主なものは、人事異動に伴う人件

費の調整によるもので、歳入歳出予算をそれぞれ

４２０万６，０００円減額し、歳入歳出予算の総

額を６億１，１７９万４，０００円と定めるもの

であります。 

 歳出につきましては、一般管理費で職員給与費

等を４２０万６，０００円減額いたしました。歳

入につきましては、事務費に係る一般会計繰入金

を４２０万６，０００円減額いたしております。 

 続きまして、議案第９６号「平成２４年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第１号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人事異動及び児童手当制度の移

行による人件費が主なものであります。 

 補正の内容につきましては、歳入歳出それぞれ

３３０万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を５０億８，６４６万３，０００円と定める

ものであります。 

 内訳としまして、歳出では、総務費の総務管理

費で人事異動に伴う人件費を３９０万４，０００

円を減額し、介護認定審査会費で嘱託職員の雇用

に伴います賃金等を５９万５，０００円増額いた

しました。歳入では、一般会計繰入金を３３０万

９，０００円減額いたしております。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 議案第９７号「平成２４年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、人事異動及び児童手当制度の移

行に伴う人件費の調整によるもので、歳入歳出予

算をそれぞれ２３５万４，０００円減額し、歳入

歳出予算の総額を４億４，６３４万６，０００円

と定めるものであります。 

 歳出につきましては、施設管理費で職員給与費

を２３５万４，０００円減額いたしました。歳入

につきましては、事務費に係る一般会計繰入金を

２３５万４，０００円減額いたしております。 

 続きまして、議案第９８号「平成２４年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、人事異動及び児童手

当制度の移行に伴う人件費の調整、宇和浄化セン

ター並びに野村浄化センターの建設工事に係る事

業費を変更するもので、歳入歳出予算からそれぞ

れ３７８万９，０００円を減額し、歳入歳出予算

を１１億２，４６６万１，０００円と定めるもの

であります。 

 歳出では、事業費の施設整備費で職員給与費３

７８万９，０００円を減額し、事業費の委託料組

み替えにより、野村浄化センター建設工事費３，

０００万円を減額し、宇和浄化センター建設工事

費を３，０００万円増額するものであります。歳

入につきましては、一般会計繰入金３７８万９，

０００円を減額いたしております。また、宇和浄

化センター及び野村浄化センター建設工事に係る

事業費の変更に伴い、継続費の年度割額の補正を

行っております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 議案第９９号「平成２４年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、人事異動及び児童手当制度の移

行に伴う人件費の調整を行うもので、歳入歳出予

算からそれぞれ１６３万７，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を２億７，５３１万８，００

０円と定めるものであります。 

 歳出では、総務管理費において給料等の人件費

１６３万７，０００円を減額いたしております。
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歳入につきましては、一般会計繰入金１６３万

７，０００円を減額いたしました。 

 続きまして、議案第１００号「平成２４年度西

予市上水道事業会計補正予算（第１号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 第２条の収益的収入及び支出につきましては、

人事異動及び児童手当制度の移行に伴います補助

金、職員給与費の調整を行っております。収入に

おきましては、繰り出し基準に基づきます一般会

計補助金３万円を増額し、総額を６億６６３万

８，０００円といたしております。また、支出に

おきましては、給料、手当、法定福利費等８３５

万７，０００円を減額し、総額を５億７，３５２

万２，０００円といたしております。 

 次に、第３条では、職員給与費の減額補正に伴

いまして、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費を８２７万４，０００円減額し、

１億２，０７４万７，０００円といたしておりま

す。 

 次に、第４条では、他会計からの補助金として

子ども手当補助を１３６万６，０００円減額し、

総額を３１万８，０００円とし、新たに児童手当

補助を追加し１３９万６，０００円を増額いたし

ております。 

 続きまして、議案第１０１号「平成２４年度西

予市病院事業会計補正予算（第１号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、新病院の建設事業に

係る工事請負費及び来院医師に係る賃金及び旅費

等を増額するものでございます。 

 第２条の業務の予定量では、宇和病院へ新たに

月１回整形外科医師の支援を得られることとなっ

たことから、年間外来患者数を３００人増と見込

むものでございます。また、主な建設改良事業と

して、新病院建築費を９億９，７８９万８，００

０円、宇和病院の医療機器備品購入費を７０万円

増額するものでございます。 

 第３条の収益的収入及び支出では、収入につき

ましては、平成２４年度の診療報酬改定により入

院収益の増収及び整形外科外来の増収等で１，５

８４万円の増額を見込み、病院事業収益の総額を

３０億２，９９３万９，０００円といたしており

ます。支出につきましては、来院医師の賃金及び

旅費並びに土居診療所からの配置がえとなった看

護師の給与費など合わせまして医業費用を１，４

９２万６，０００円増額し、病院事業費用の総額

を３０億２，７８５万円といたしております。 

 第４条の資本的収入及び支出では、資本的収入

につきましては、新病院建築に伴う出資金８９９

万８，０００円を増額し、新病院建築費及び医師

住宅建築関連経費の財源として、企業債９億８，

８９０万円を増額いたしました。これにより、資

本的収入の総額を１９億１，５６５万６，０００

円といたしております。資本的支出につきまして

は、４月の人事異動による人件費７７６万７，０

００円及び企業債並びに一時借入金の支払い利息

１２３万１，０００円を増額いたしました。 

 また、病院本体を竣工目標である平成２６年３

月までに完成させるため、病院本体工事の着手時

期を早め、今年度分の予定出来高を２０％から４

０％に修正したことから、工事請負費７億５，８

００万円を増額するとともに、医師住宅建築に係

る工事管理業務委託料３３０万円及び工事請負費

２億２，７６０万円の増額により建設改良費９億

９，８５９万８，０００円を増額し、資本的支出

の総額を２０億６，６１１万８，０００円といた

しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額を補てんする財源につきましては、第４条

本文括弧書きのとおりに改めております。 

 第５条の継続費の補正では、新病院建設事業に

おいて、年度割額を表のとおり変更いたしており

ます。 

 また、第６条では、新病院建設に伴う企業債の

借入限度額を１７億１，１３０万円に変更し、第

７条では、予算第９条に定めた議会の議決を経な

ければ流用することのできない経費のうち、職員

給与費について２，１２６万６，０００円を増額

し、１８億９，５７６万６，０００円といたして

おります。 

 次に、議案第１０２号「平成２４年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、人事異動及び児童手当制度への

移行に伴い、収益的収入及び支出を補正するもの

であります。 

 第２条では、施設運営事業で収入、支出にそれ

ぞれ５４万４，０００円を増額し、収益的収入及
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び支出の総額を４億４，９５０万４，０００円と

するものであります。 

 第３条では、他会計からの補助金として子ども

手当補助を５９万６，０００円減額し、総額２２

万６，０００円とし、新たに児童手当補助を１１

４万円増額するものであります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、報告第１号「平成２３

年度西予市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

について」から報告第８号「専決処分事項の報告

について」までの８件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 道山財政課長。 

 

○道山財政課長 報告第１号「平成２３年度西予

市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て」、報告第２号「平成２３年度西予市公共下水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて」、報告第３号「平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計継続費繰越計算書の報告につい

て」、報告第４号「平成２３年度西予市簡易水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て」、報告第５号「平成２３年度西予市上水道事

業会計予算繰越計算書の報告について」、報告第

６号「平成２３年度西予市病院事業会計予算繰越

計算書の報告について」、報告第７号「平成２３

年度西予市病院事業会計継続費繰越計算書の報告

について」一括して提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 平成２３年度西予市一般会計、公共下水道事業

特別会計、簡易水道事業特別会計、上水道事業会

計及び病院事業会計における各事業のうち、平成

２３年度から平成２４年度への継続及び繰越明許

費につきまして、地方自治法施行令第１４５条第

１項及び第１４６条第２項並びに地方公営企業法

第２６条第３項の規定により繰越計算書を添えて

ご報告申し上げるものであります。 

 以上、報告７件よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 報告第８号「専決処分事項

の報告について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 この専決処分の報告につきましては、地方自治

法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決

により指定された市の義務に属する損害賠償の額

の決定及び和解について別紙のとおり７件の専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

りご報告申し上げます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより８件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質疑がないようでありますので、以上で

質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号「平成２３年度西予市一般会計繰越

明許費繰越計算書の報告について」から報告第８

号「専決処分事項の報告について」までの８件に

ついてはこれを承認することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ６月１５日は午前９時より質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時３６分 
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１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  松 山 一 郎 
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   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

   

 城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

  

１ 議案第 ８５号 西予市おイネ賞事業基金条

例制定について 

   議案第 ８６号 西予市特別職等の職員の

給与の特例に関する条例

制定について 

   議案第 ８７号 西予市印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 ８８号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ８９号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９０号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広

域連合規約の変更につい

て 

 ２ 議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２４年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第 ９４号 平成２４年度西予市国民
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健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第 ９５号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９６号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第 ９７号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第 ９８号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９９号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１００号 平成２４年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

１号） 

   議案第１０１号 平成２４年度西予市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

   議案第１０２号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

 ３ 陳情第  １号 伊方原発の再稼動を認め

ないことを求める陳情 

   陳情第  ２号 林道内場樽線における土

砂崩落箇所の早期災害復

旧と地元負担金の軽減に

ついて 

   陳情第  ３号 林道長谷～田之筋線建設

に係る受益者負担金軽減

の陳情 

   陳情第  ４号 城川帰楽苑「火葬場」の

改修と増築について 

   陳情第  ５号 西予市立宇和病院移転後

の跡地利用に関する陳情

書 

 ４ 意見書第 ８号 「緊急事態基本法」の早

期制定を求める意見書

（案） 

   意見書第 ９号 災害廃棄物の広域処理の

推 進 を求め る 意見 書

（案） 

   意見書第１０号 北朝鮮による拉致問題の

早期解決に向けた積極的

で強力な行動を求める意

見書（案） 

 

本日の会議に付した事件 

 

 １ 議案第 ８５号 西予市おイネ賞事業基金

条例制定について 

   議案第 ８６号 西予市特別職等の職員の

給与の特例に関する条例

制定について 

   議案第 ８７号 西予市印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 ８８号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ８９号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９０号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広

域連合規約の変更につい

て 

 ２ 議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２４年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第 ９４号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第 ９５号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９６号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第 ９７号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計補
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正予算（第１号） 

   議案第 ９８号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９９号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１００号 平成２４年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

１号） 

   議案第１０１号 平成２４年度西予市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

   議案第１０２号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

 ３ 陳情第  １号 伊方原発の再稼動を認め

ないことを求める陳情 

   陳情第  ２号 林道内場樽線における土

砂崩落箇所の早期災害復

旧と地元負担金の軽減に

ついて 

   陳情第  ３号 林道長谷～田之筋線建設

に係る受益者負担金軽減

の陳情 

   陳情第  ４号 城川帰楽苑「火葬場」の

改修と増築について 

   陳情第  ５号 西予市立宇和病院移転後

の跡地利用に関する陳情

書 

 ４ 意見書第 ８号 「緊急事態基本法」の早

期制定を求める意見書

（案） 

   意見書第 ９号 災害廃棄物の広域処理の

推 進 を求め る 意見 書

（案） 

   意見書第１０号 北朝鮮による拉致問題の

早期解決に向けた積極的

で強力な行動を求める意

見書（案） 

 

  開議 午前９時００分 

 

○議長 改めまして、皆さんおはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 ただいまから日程順に質疑を行いますが、質疑

は大綱のみの質疑にお願いいたします。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第８５号「西予市おイネ

賞事業基金条例制定について」から議案第９１号

「愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更につ

いて」までの７件を一括議題といたします。 

 まず、議案第８５号「西予市おイネ賞事業基金

条例制定について」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第８６号「西予市特別職等の

職員の給与の特例に関する条例制定について」に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第８７号「西予市印鑑の登録

及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定

について」から議案第９０号「西予市火災予防条

例の一部を改正する条例制定について」までの４

件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２１番梅川議員。 

 

○２１番梅川光俊君 議案第８８号についてちょ

っとお聞きをしたいと思っとります。 

 これは社会体育施設条例の一部を改正する条例

制定ということで、使用料をいただくという条例

であろうと思っておりますけれども、この宇和の

体育施設というのは社会教育の施設ですか、それ

とも学校教育のための施設ですか、ちょっとまず

そのことをお聞きしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 梅川議員の質問にお答えしま

す。 

 今、条例に出しております施設につきまして

は、社会体育施設でございます。 

 以上でございます。 
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○議長 ２１番梅川議員。 

○２１番梅川光俊君 これは社会体育施設条例の

一部でございますけども、学校の中にある武道館

の話じゃないかなともと思うんですけども、ほか

にも武道館という施設があるんですけども、その

辺との、ここだけが使用料を出していってあとに

ついても、ほかの件についてはどのようになって

いるのかというのをちょっとお聞きしたかったの

で、お願いをしたいなと思いますが。 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 宇和町民柔剣道場、これは宇和

中学校の敷地内に旧町時代から存在するものです

が、昭和５０年１２月に建築されたもので、主に

社会体育の武道、柔剣道等に使われている施設で

ございます。 

 また、類似施設としましてはそれぞれ、城川中

学校の――これは中学校の学校教育施設ですが―

―柔剣道場、それから宇和中学校にも新たに建築

しました体育館内に柔剣道場が――これは中学校

の施設でございますが――設置されております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第９１号「愛媛県後期高齢者

医療広域連合規約の変更について」に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、議案第９２号「平成２

４年度西予市一般会計補正予算（第１号）」から

議案第１０２号「平成２４年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計補正予算（第１号）」までの

１１件を一括議題といたします。 

 まず、議案第９２号「平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号）」に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 ８番小野議員。 

 

○８番小野正昭君 私はご案内のように、さきの

５月１５日まで産業建設常任委員長をさせていた

だきました。 

 そこで、このたび補正をされております３４ペ

ージ、６款２項２目林業振興費のうちの森林蘇生

緊急対策事業２億２，７４４万１，０００円につ

いて質問をいたします。 

 まず１点目は、この４路線とお聞きをしており

ますけれども、地区及び事業名は何か。 

 それと、１メートル当たり５万円が１０万円、

すなわち倍額になったのはその理由、工法の変更

か。まずこの２点をお聞きをいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまのご質問について

お答えします。 

 １点目の４路線の路線名と事業名であります

が、日の地線、セバ谷蔭ノ地線、小松大野ケ原

線、宮の谷中津川線、いずれも林業専用道路の開

設工事事業であります。 

 ２点目の単価の増額のことでありますが、５万

円から１０万円となった理由でありますが、林業

専用道路というのは開設後は林道台帳に登載され

る、作業道としては最高級のものであります。こ

れまで低い単価で開設した道路が山腹崩壊等で非

常に災害、そういうものが多かったために特例的

な措置がございまして、県のほうで安全を期する

ためにも限度いっぱいの単価でやってもよろしい

ですということがあったということで、今回安全

のためにもレベルの高い道づくりが必要というこ

とで、高額のほうを選択しました。 

 以上でございます。 

 

○議長 ８番小野議員。 

 

○８番小野正昭君 今、部長の、いわゆる４カ所

の件で宮の谷線ということが言われましたが、あ

との３カ所は当初の予算の中であるわけですよ

ね、計画の中に。その４カ所目は、城川町の野井

川の、これ何と読むんでしょうかね、専用道、雨

包支線開設工事。この４件が当初の森林蘇生緊急

対策事業だったと思います。そこで宮の谷線とい

うのはちょっとないように思うんですが、その辺

のところをお聞かせ願いたいのと。 

 工事としてよくなることは大変結構なんですけ

れども、ただ当初の事業費と補正の額を合わせま

すと、当初の事業費が私が言いましたこの４路線
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であれば２億円ですね。それで、補正を上げまし

ても少し金額が違うんではないかなという疑問が

１点あります。当初私が思っております森林蘇生

対策事業の２路線の事業費は、４路線で２億円、

それからこのたび補正を２億３，０５２万２，０

００円というふうなことになるんですかね、それ

からその節のほうでは２億２，７４４万１，００

０円。足しますとちょっとおかしんではないかと

いう疑問が１点。 

 それで一番聞きたいのは、さきの１２月議会で

産建委員会としては、西予市の林道に対する地元

負担金が他の市町と比べて高いと、これに対して

軽減を図ってほしいとの要望がありました。それ

につきまして、さきの３月議会で委員長報告の中

で各近隣の市町の例を出しながら報告をしました

ところ、時の産建部長から、そのように前向きに

検討して見直しをしますと、こういう答弁が確か

にあったように記憶をいたしております。 

 そこで心配されるのは、５万円から１０万円に

上がるのは結構なことですけれども、それにつれ

て地元負担金との兼ね合い、この辺がどうなっと

るのか。さらにまた、今後、私が要望しました地

元負担金の軽減について、その後検討されたのか

どうか。この点お聞きをいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 申しわけございません。１

点訂正させていただいたらと思います。 

 先ほどの路線名ですが、私の記録ミスでござい

まして、４本目は雨包支線でございます。失礼を

いたしました。 

 それから、単価が倍になるじゃないかというお

話でございますが、基本的に単価が５万円なら５

万円、１０万円なら１０万円ぴったしで道路とい

うものはやるものじゃなくて、そこまで上げても

いいですよということでございます。 

 そうですから、１０万円を採択した場合でも、

つまり８万円になるかもしれないし、実施すれば

９万円になるかもしれない、それをそうすると延

長が延びていくということになります。つまり事

業にとっては、何が何でも１０万円でやらないけ

ないということではなくて、必要なとこには必要

な金をかけて、少しでも延長を延ばせるなら延ば

していくと。これはこういうことであります。 

 今回の路線については、当初の森林蘇生事業て

いうのは国の復興木材安定供給等対策として森林

整備加速化・林業再生基金事業というのが平成２

１年から２３年度まで予定してあったわけです

が、昨年それが期間延長されまして、平成２６年

度まで。各都道府県にそのための基金が１，４０

０億円ほど積み増しされたということで、県のほ

うもこの事業が延長された。それを受けてやって

いる事業でございまして、２分の１は国庫補助で

ありますが、２分の１については震災復興の特別

交付税措置ということでありまして、この路線に

限っては地元負担は発生しないというふうに理解

しております。 

 それから、林業林道全体の負担金のあり方につ

いてでございますけれども、この点については私

の現在理解しておる範囲では、趣旨はよくわかり

ますが、周辺の状況とも勘案しながら、しかも他

の事業とも兼ね合いがございますので、慎重に検

討していかなければならないというふうに考えて

おります。趣旨のほうはよく理解できると思いま

す。 

 

○議長 ８番小野正昭議員。 

 

○８番小野正昭君 私の質問の中で１点、事業費

の総額が少し当初の予算から、１０万円にして倍

になったんですけども、総額的にちょっと金額が

合わないのではないかという質問の答弁がなかっ

たように思います。 

 それともう一点、最後の地元負担金の部長の答

弁は、私が当初３月の折に委員長報告としての当

時の部長の答弁はもっと前向きな答弁をいただい

たように記憶をしております。少し答弁が後退を

したのではないかなと。当時の部長の答弁を聞い

て、ご案内のように西予市は７５％が自然林、６

５％が人工林で、森林が基幹産業の一部で、いわ

ゆる担当の農家の方々は若干ほっとした思いを、

今の答弁を聞いて、あらこれまた後ろに下がった

なというふうに受けとめられるんですけれども、

ここで一々数字を言うていいかわかりませんが、

ご案内のように私の記憶では、西予市は１５％、

近隣で一番安いところは市町名は上げませんが

４．５％、ほとんどが５％、こういう状況であり

ます。 

 その数字を上げて要望をしましたところ、よく
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わかっとりますと、そのような結果１０％内に抑

えるようにというふうな答弁があったように記憶

をしておりますが、再度検討をお願いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今、小野議員のご質問について私の

ほうから答えさせていただきます。 

 今、福原部長、ちょっと慎重に、初めて部長に

なられたものですから、まず離陸するのに慎重に

離陸をされたんだと、このように思うわけであり

ますが、私は小野議員の話を十分わかっておりま

す。そういう方向で今動いて、私は指示しており

ますので、そういう方向の中で今、検討中という

ことでご理解いただいて結構。このように思って

おります。 

 それと、この森林蘇生の緊急事業の細かい数字

については、余り頭に入れる必要はないと、これ

は行政側の中で任せてほしいと、このように思い

ます。私の考え方は、愛媛県の中で大分私どもの

西予市にこの事業をとらさせていただいておりま

す。ことし、来年、再来年まで１２か１４やった

かな、ぐらい私どものところはいただくような流

れを今つくっております。そして、地元に林業の

再生をやるということと仕事がふえるというよう

な両方をもって、今動いております。その辺は寛

大に考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

 ９番松山清議員。 

 

○９番松山清君 ３６ページの７款１項商工費の

中の観光費で、大相撲巡業５００万円というのが

あります。これは全員協議会のほうで詳しく説明

されておりますので、十分議員のほうはわかって

おることでありますが、開かれた議会を目指して

やっていく中で本会議の討論あるいは質疑をしっ

かりとしていくということで、改めて市長にお伺

いいたしたいと思います。 

 今回、大相撲巡業事業というのは野村の大相撲

という文化の伝承という意味においては非常に重

要なことであり、合併後２年目においても巡業事

業を行いました。そして、先般は一期座によりま

す「二宮敬作の生涯」という演劇などがあり、そ

ういったことにも市の予算を割いて文化的なもの

を市の中で実践していく、そして市長の言葉をか

りますと文化度の高いまちづくりをしていくとい

ったようなお話がありました。 

 それで、私は市長の方針についてお伺いしたい

わけですけども、こういったことに対して、一期

座の公演や大相撲巡業というのは出てくるわけで

ございますけども、それについてやはりもうちょ

っと短いスパンでもっといろんなことをやってい

くべきであるのではないか、そしてそういったこ

とを計画的にやって、そういった取り組みが必要

なのではないかということを思っております。こ

ういったことは、市がやっぱりリードしてやって

いかないとなかなか民間でもできないことであり

ますし、そういった文化的なものをもっと高めて

いくということに関して、市長のお考えをお伺い

いたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 私は、基本的な考え方は文化度を高

めるということで不易流行という言葉を使ってお

ります。やはり大事なものはずっと後世に残して

いく力、そしてまた新しいものを取り入れて変え

ていく力。不易流行で文化度を上げていきたい、

そういう言葉であらわしておるところでございま

す。 

 そういう中で、今ほどのご質問でございますけ

れども、大相撲、私どもには天下に日本全国に誇

れる乙亥大相撲があります。この１６０年の伝統

で積み重ねられたこの乙亥大相撲というのはすご

いもんであります。私も毎年、乙亥大相撲にあい

さつをさせていただくときにこのすごさを身にし

みて感じておるところでありますが、それ以外に

もいろいろな文化が西予市の中にあります。 

 例えば、朝日文楽であったり俵津文楽であった

り、そういう中でことし、朝日文楽に対するご提

案等々もさせていただいておるところでありまし

て、そういういろいろな伝承文化、私どもは歴史

的な文化遺産をしっかり今は引き継いでいく必要

があるというのが根本的な考え方でありまして、

その中で今ご提案のように、もっと短いスパンで

いろいろなことをやられたらどうかということは

おっしゃられますけども、結構私どもやっておる

んじゃないかなと思っております。新聞等に取り
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上げられて、あるいは各報道にも取り上げていた

だくのが結構多いのは、愛媛県の中でよく言われ

ますけども、西予市結構いろんなことをやってお

るなと言っていただけます。これは案外、内部に

おると少ないと思われるかもしれませんが、外か

ら見ると結構やっておるんではなかろうかなと思

います。 

 そういう意味で、財政的なものやもろもろのこ

とを考えながら、やれるものは積極的に今後とも

議員のご提案のとおりやっていきたい、このよう

に思っております。 

 以上です。 

 

○議長 １９番兵頭勇議員。 

 

○１９番兵頭勇君 まず、市長に２点ばかりお尋

ねをしておきたいというふうに思います。 

 直接補正の金額についてとやかく言うのではな

いわけですが、最初に土木費につきましてお尋ね

をしておきたいというふうに思います。 

 ちょうど我々先般、市議会議員の選挙におきま

して洗礼を受けて地域の代表、住民の代表として

この場で物が言える状況になりましたので、特に

今回の選挙で自分なりに感じましたことを、市長

に一つお伺いをしたいというふうに思います。 

 ちょうどまず最初に、市道の管理状況でありま

すが、特に野村城川地域におきましては周辺とい

いますか、僻地におきましては、まず今回の選挙

で特に行きました範囲では空き家が多い、老人世

帯が多い、そういう状況が加速しておると思いま

す。５年後、１０年後にはどのような市になるの

であろうかというような、私は心配をいたしまし

た。 

 そこで、地域の方の声を聞きますと特にお年寄

りの方は、道路の市道の管理が悪い、なぜ改良を

しなはらんのなと、早うから部落長さんにも言う

ておるんですが一向に、市の担当へ行きますと予

算がないのよと、金がないのよと、これは予算が

ないけん一つこらえてやってというような返答で

終わると。また、部落長さんが行かれますと担当

のほうが、検討をしてはみますと言いますが、２

年たっても３年たったて返事はないぞと。こうい

うようなことの不満が一番聞こえます。 

 そういうことで、やはり自分なりの考えです

が、理事者も年に前期、後期ぐらいに分けて地域

全体をそれぞれ担当が、諸国を回った水戸黄門で

はありませんが、諸国をもうて状況を知るという

こともやっていただきたいという地域の声が多く

ありました。 

 それと、２点目には福祉問題ですが、生活福祉

バスが来てはおるんですが、うちらの地域には出

ろう思うたて１時間半か２時間かかるんよと、そ

こまで行くに。そういうようなことで、毎日来い

とは言わんが週に一、二遍ぐらいはやはり巡回し

てくれるような高齢者対策というものを考えても

らえまいかと。これも、昨年の９月の議会の際に

計画書が５年計画で出ました。それを見ましても

５年計画です。財政的な問題もあろうと思います

が、その辺もやはり周辺は高齢化が進んでおる、

足がない、冬場じゃったら８時までにバスのとこ

ろへ行くには夜が明けるのを待って出るぐらいに

せなんだら相半で二、三分休んでいかないけん、

足が悪いけん行けんのよというような状況です。

そういうような中で、やはり地域の声というもの

を酌み取っていただくようなこともやっていただ

きたい。せっかくの本会議でございますので、感

じましたので特に言っておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 一般質問的な質問なんで、ちょっと

私も戸惑いながら、これを受けていいのかどうか

判断しながら、議長に指名してもろうたんです

が、判断していいですね。 

 

○議長 ぜひお願いします。 

 

○三好市長 答えていいわけですね。 

 

○議長 はい。 

 

○三好市長 そうしたら、一応一般論的な予算審

議という回答の中で回答をさせていただくという

ことで、答えをさせていただきますが。 

 土木費につきましては、私どもできるだけいろ

いろなところの要望を受けながら淡々とやらせて

いただいておるというのが、まず訴えをさせてい

ただきたいと思います。細かいところについても

う少し、すべてがきょう言われてあしたやれると



－26－ 

いうわけではありません。したがって、細かい声

については拾い上げてはいますけれども、きょう

言われてあしたやれるっていう予算を出せること

はなかなかできないということで、計画的に私ど

もは土木費を費やしながらやっておるということ

だけはご理解をいただきたいなと思っておるわけ

であります。 

 それと、年間２回ぐらい理事者がいろんなとこ

を回れということでありますが、これについては

本当に貴重なご意見でございますから、それにつ

いては当然やることについてはやぶさかではあり

ませんし、また個人的には結構私は回っている、

結構、議員の方以上に恐らく細かいとこをわかっ

ておるつもりでございますが、ほかの者も一緒に

今後とも回っていけるようにはしていきたいな

と、そのようには思っておるところでございま

す。 

 福祉については、細かくはまた部長のほうが話

しますけれども、ディマンドタクシーの計画をそ

れぞれのところにやりながら今、交通体系をつく

っておるところでありまして、まずは今は惣川に

入りました。今度は遊子川のほうに今入っておる

ところでありまして、そういう計画については順

繰りやれるところについて今進めておるというこ

とだけご理解をいただいたらと思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 今の福祉バスの関係でござ

いますが、今、議員さんも言われましたように計

画をしております。今、市長も申しましたように

ことしは城川の遊子川のほうを取り組んでいると

ころでございます。言われるように計画が５年で

長過ぎるというようなこともありますが、できる

だけそういうふうな方向で前倒しができないか検

討をしてやってみたいと思っております。補助を

もらいながらやるというようなこともありますの

で、検討の兼ね合いもありますので、その辺はご

理解をいただいたらと思います。 

 答弁といたします。 

 

○議長 暫時休憩といたします。（休憩 午前９

時２９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前９時３０

分） 

 ほかに質問はございませんか。 

 １１番松島義幸議員。 

 

○１１番松島義幸君 ４６ページなんですがね、

教育費。 

 教育長は１週間ほど前に選任されましたので、

できれば教育部長に答弁をお願いいたします。 

 これの学校建設費なんですが、明浜地区小学校

統合校舎建設事業で７８５万６，０００円、これ

は何か設計料と私お聞きしたと思うんですが。平

成２７年４月に明浜町明浜小学校の統合と、私は

これに対しては大賛成であります。私も明浜町全

体に統合がここまで進んでいたのかなと知らなん

だもんでお聞きするわけです、別に反対ではあり

ませんので。 

 私は今から約１０年前に、私の４女が高山小学

校のときにどうしても中学校が統合したいと、そ

れはどうしてだと子供に聞きましたら、私はどう

してもバレーがしたいと、今の小学校では生徒数

が１７名でバレーのチームができないと、お父さ

ん何とかならんかと言われたことがあるんです

よ。それを聞いて私、やっぱり子供は子供の中に

育てないけないなという思いを今でも持っており

ます。統合に対しては今も言うように、私は大賛

成であります。 

 しかし、やはりこれは明浜町全体の問題であり

ますので、ここまで来たということは慎重にやっ

てきたのであろうと、このように思っておるんで

すが、そこらの流れを少し聞かせていただいたら

と、このように思っております。 

○議長 教育長のご指名でございますが、いかが

いたしましょうか。部長で結構ですか。 

 教育部長。 

 わかりました。 

 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 明浜の統合についての流れにつ

いてご説明申し上げますが、まず平成２４年、こ

としですが、２月２９日に関係保護者を一堂に会

した懇談会を開催いたしました。また、３月２６

日には関係小学校のＰＴＡ役員、保育所保護者会

の役員との懇談会を開催をいたしました。それを

経まして２４年４月１５日、各小学校ＰＴＡ総会

において現在の俵津小学校に新校舎を建設して、
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平成２７年４月１日に統合という保護者の現在理

解を得ることができました。今後は地区住民の皆

様にもご理解を得られるように、これから説明会

に参る考えでございます。そういった現在の流れ

でございます。順次、地区説明会については今、

日程調整をして、今月末からそれぞれ明浜地区に

またお伺いして住民の皆さんと十分に統合につい

て話し合いを進めていくと、そうしてご理解をい

ただくと、そういう進め方でおります。どうかご

理解いただきたいと思います。 

 

○議長 １３番沖野健三議員。 

 

○１３番沖野健三君 ３６ページの商工費の大相

撲巡業についてお伺いいたします。 

 私も平成１７年、今から７年前に大相撲の巡業

が開催されましたけども、そのときのことを思い

出すんですが、そのときは非常に相撲人気が低迷

しておりまして、本当に乙亥会館がいっぱいにな

るんだろうかというような心配をいたしました。

議員の中で、もう残った券は議員で全部買い取れ

やというようなことも言っておったんですけど

も、券が１週間で完売されたというようなことを

思い出します。 

 そこで、私は２点お伺いしたいんですけども、

前回は入場料を弱気になったといいますか、非常

に相撲人気がなかったために安く販売したという

ことがあります。それで、今回はどのようにされ

るのかということ。 

 そしてもう一つは、巡業が２日前にこの西予市

に入ってこられて、丸々１日あいたんですね。そ

の１日は施設とかいろんな市民の方との交流がさ

れたというようなこともあったんですけども、今

回の巡業としてはどのようなスケジュールで来ら

れるのか。その２点についてお伺いいたしたいと

思います。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまのご質問について

お答えします。 

 １点目の入場料の件でございますが、今回は平

成１７年の実績を踏まえましていろいろと今は市

の段階で検討しております。最終的には実行委員

会というものができまして、実行委員会で正式に

決定されるというように考えておるんですけど

も、それにしても基礎になる考え方がなくてはな

らないということですが、前回の件を踏まえまし

て若干上げてはどうかなというふうに考えている

ところでございます。ただ、抱える人口、その集

客圏域というのが非常に遠くなったりしますの

で、大相撲協会の規定もあるようでございます。

それを超えたりするようなことは到底できません

が、そこらを踏まえながら前回よりは若干少し高

目に、高目にするとそうしたら集客のほうはどう

なるのかということになりますが、これは官民一

体となってあらゆる広報、広告手段を用いながら

券の完売に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それと２点目でございますが、今回の予定は１

泊というふうに聞いております。１泊、そういう

ことです。よろしくお願いします。 

 

○議長 １３番沖野健三議員。 

 

○１３番沖野健三君 新しい新任の部長ですので

余り嫌みは言いたくないんですけども、予算を５

００万円というふうに組まれるんだったら、入場

者数が約２，４００というふうに決まっとるんで

すから、なぜ５００万円にしたかとような説明も

要るんですよ、本当はね。そして、やっぱり試算

をせないけない。やっぱり巡業には大体２，００

０万円要るというのはわかっとるんですから、あ

との１，５００万円をどう賄うかというようなこ

とも、試算をしてそして５００万円という予算を

つけたと、足らなんだらまた追加せないけないん

ですからね。だから、できたら行政側としては、

なぜ５００万円をつけた、１，５００万円はこう

いうような入場料と入場者数でこういうふうに値

段を決めたというようなことを、さきにやっぱり

試算をしておいたほうがええんじゃないかという

ふうに思っております。今後よろしくお願いいた

します。 

 

○議長 答弁はよろしいですか。 

  （１３番沖野健三君「結構です」と呼ぶ） 

 ６番二宮一朗議員。 

 

○６番二宮一朗君 １点だけお伺いいたします。 

 予算書３０ページの労働費、緊急雇用創出事業
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費の未就職卒業者等就業体験事業。きのうご説明

いただいたときにはたしか１名とお聞きしたと思

うんですけれども、それが１名なのかということ

と。 

 この対象者はどういうふうにして決められるの

かと、募集をされるのか職安からなのかというと

ころ。 

 そして、ここの目的にありますような求職活動

の支援というのはどのようなものを考えておられ

るのかというところだけの質問でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 労働費でございますけども、雇

うのは生涯学習課でございますので答弁をさせて

いただきます。 

 雇用の予定は１名でございまして、平成２４年

９月から平成２５年３月までを予定しておりま

す。 

 募集については、ハローワークを通じて募集を

行いたいと思っております。 

 支援ですけども、生涯学習課においていろいろ

な職業体験をすることによって、さまざまな体験

を通して個人のスキルアップを図っていただい

て、働く喜びを感じたり労働意欲を高める、そう

いった支援を行っていきたいと、そのように考え

ております。 

 

○議長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ２１番梅川光俊議員。 

 

○２１番梅川光俊君 端的にちょっと経過をお願

いしたいんですが、カーボンオフセット推進事業

というのが今回の補正に載っております。今まで

の進捗状況を少しお知らせ願いたいのですが、よ

ろしいですか。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまのご質問について

お答えします。 

 ２３年１２月にこのプロジェクト計画書を作成

して提出いたしておりまして、この５月、こと

し、２４年５月９日に環境省のほうでプロジェク

ト計画としてはよろしいですという登録をしてい

ただきました。それを受けまして今後、今後です

けども、今後のことを少し触れますと、これから

モニタリング作業、実際に山に入ってこの山はＣ

Ｏ２をどれぐらい吸収できるのかという測定に入

ります。 

 以上でございます。 

 

○議長 １７番岡山清秋議員。 

 

○１７番岡山清秋君 大綱のみと言われましたの

で、私は産建におりますので、総務関係のほうで

１点だけ確認をさせていただきます。 

 といいますのは、５５ページにありますが国民

体育大会費、この中の今回初めて出てきました国

体施設整備事業の中で設計等々のことが出てまい

りました。これにつきましては今回は県単分であ

りますので、県支出金等々を使ってやられますけ

れども、国体については宇和球場が１つと多目的

広場の改修、２つの改修を全面的にやらなければ

いけないということになっておるだろうと思って

おりますけれども、今回はこれはどちらのほうな

のか。 

 また、そろそろ両方の絵というものがかけてい

るんではなかろうかと思いますが、我々も一応、

愛媛国体を成功させようと言っている身でありま

すから、もうそろそろ具体的な内容等々について

も知らせていただきたい、見せていただきたい、

できておるのならば配付をしていただきたいと思

いますが、そこが１点と。 

 これからの計画としてどのような計画をされる

のか、どういう段階でやっていかれるのか、それ

ぞれ予算等々もあるかと思いますけれども、国、

県の予算等々については、この国体については以

前も質問にあったかと思いますけれども、どのよ

うな財源方法で整備をしていかれるのか、そこら

あたりわかる限りで構いませんけれどもお知らせ

いただきたい。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 今回の補正でございますけど

も、愛媛国体施設整備に伴う県の補助率というの

が明確になったため、このたび西予市で開催され
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る成年女子ソフトボール競技施設整備のための宇

和球場及び宇和運動多目的広場の測量業務及び基

本設計を計上するものでございます。そこで、国

体の円滑な運営ができるように、中央競技団体の

指摘事項とか、また関係諸団体のご意見を聞きな

がら国体終了後も有効に活用できるような、そう

いったどのような施設にすべきかという基本設計

について今回計上するものでございます。 

 今後どのように進めるかということでございま

すけども、この基本設計によってでき上がったも

のに対しまして有効な補助等、また起債と活用で

きるものを十分に活用していきたいと。そのため

にこういった基本設計をつくりまして、今後十分

に検討していきたい、そのように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 １７番岡山清秋議員。 

 

○１７番岡山清秋君 ただいまの答弁なんですけ

れども、総体的にはこの国体に関して両施設とも

に総体的な予算というものはどれぐらいになっと

るんですか。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 総体的な金額については、まだ

基本設計等ができておりませんのでつかむことは

できませんけども、あくまでも今ある施設を有効

に活用すると、また身の丈に合った施設をつくっ

ていくと、そういう考えでおります。 

 今後、基本設計によってどれぐらい金額がかか

るものか、またそういった結果が出ました折にお

知らせをさせていただきたい、そのように思って

おります。 

 以上でございます。 

 

○議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようでございますので、ここで暫時

休憩といたします。（休憩 午前９時４７分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

０５分） 

 次に、議案第９３号「平成２４年度西予市授産

場特別会計補正予算（第１号）」から議案第１０

２号「平成２４年度西予市野村介護老人保健施設

事業会計補正予算（第１号）」までの１０件に対

する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２１番梅川光俊議員。 

 

○２１番梅川光俊君 １つだけ、関連でございま

すけども、お聞かせ願いたいと思いますが、ちょ

うど厚生常任委員会にことしから属するんですけ

ども、その辺を含めながら国民健康保険特別会計

の基金状況をお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 梅川議員のただいまの質問

にお答えします。 

 現在の基金残高ですけども、正確な細かい数値

はないんですが、７０万円ぐらいの基金残高とい

うふうになっております。 

 以上です。 

 

○議長 田中徳博議員。 

 

○４番田中徳博君 授産場施設の運用についてお

伺いしたいんですが、現在、三瓶に１カ所あっ

て、業務内容としては手袋をつくられているとい

うお話を伺っております。また、宇和にも老朽化

した倉庫があってその施設がありますが、そこら

のこれからの運用について何か企画等ありました

らお伺いしたいんですが。よろしくお願いしま

す。 

 

○議長 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 ただいまの田中議員のご質

問に対して回答いたしますが、まず三瓶授産所に

つきましては現在、ご指摘がありましたように手

袋加工を中心とした事業を、今運営させていただ

いております。 

 宇和授産所につきましては、ちょっと年数が少

しあいまいですけども、合併前ぐらいで、平成１

６年前ぐらいに既に休止というふうな状況になっ

ております。ただ、施設の内容といたしまして、

耐用年数の関係がございますので、私が社会福祉

課長をしておりました時期にはまだ耐用年数が来
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ておりませんでしたので、施設の処分ということ

につきましては処理できてないというふうなこと

でありますけども、今後休止状態というふうなこ

とでございますので、ただこの本庁舎がつくられ

る前に一時的な仮倉庫というふうなことで、倉庫

の用途として使った時期がありますけども、今も

それももう既にその役目を果たしておりますの

で、今休止状態というふうなことでなっておりま

す。 

 以上です。 

○議長 よろしいですか。 

  （２１番梅川光俊君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ないようでございますので、以上で質疑

を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案１８件につ

いては、お手元に配付いたしております委員会付

託表のとおり、各常任委員会に付託いたしたいと

思います。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、陳情第１号「伊方原発

の再稼動を認めないことを求める陳情」から陳情

第５号「西予市立宇和病院移転後の跡地利用に関

する陳情書」までの５件を一括議題といたしま

す。 

 これらの陳情５件につきましては、お手元に配

付いたしております陳情文書表のとおり、各常任

委員会に付託をいたします。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、意見書第８号「「緊急

事態基本法」の早期制定を求める意見書（案）」

から意見書第１０号「北朝鮮による拉致問題の早

期解決に向けた積極的で強力な行動を求める意見

書（案）」までの３件を一括議題といたします。 

 これらの意見書の３件につきましては、お手元

に配付いたしております意見書文書表のとおり、

総務常任委員会に付託をいたします。 

 各常任委員会においては、各議案及び陳情並び

に意見書について十分に審査を行い、最終日の本

会議において、委員会審査の経過と結果について

各常任委員長の報告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ６月２１日は午前９時から一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１０時１１分 
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       平成２４年第２回西予市議会定例会会議録（第３号） 
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    １番  源   正 樹 

    ２番  井 関 陽 一 

    ３番  菊 池 純 一 
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   １７番  岡 山 清 秋 

   １８番  酒 井 宇之吉 

   １９番  兵 頭   勇 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  井 上 謙 二 

   総務企画部長  河 野 敏 雅 

   産業建設部長  福 原 純 一 

   生活福祉部長  三 好 幸 二 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

    

城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

       

      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

 

○議長 改めまして皆さんおはようございます。 

 本日は梅雨前線の活発な動きに伴いまして大変

な雨になっておりますが、早朝よりこのように多

くの皆さんに傍聴いただきましてまことにありが

とうございます。心から御礼申し上げたいと思い

ます。 

 それでは、これより会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

をしてください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、６番二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 おはようございます。 

 公明クラブの二宮一朗でございます。議長より

許可をいただきましたので、６月定例トップバッ
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ターとしての一般質問をさせていただきます。 

 私たち市会議員は、去る４月２２日の市議会議

員選挙において、市民の皆様の負託を受け、この

議場に入らせていただいております。 

 また、三好市長におかれましても、２期８年間

の実績を信任され無投票という形で３期目の出発

をされました。そしてこの議場には新たに部課長

また新しい支所長、新しいメンバーで今定例会か

らスタートをするわけです。ともどもに西予市民

の皆様のためにいい議会になれるように努力をし

ていきたいと思いますので、今後ともどうかよろ

しくお願いをいたします。 

 今回の一般質問は、市長が３期目に当たり西予

市マニフェスト２０１２でいろいろ政策提言を、

またお約束をされております。全部を検証すると

いうのは時間がありませんので、その中から私な

りに市民の皆さんの声を聞いたりした中で、市民

の皆さんに私が質問するというよりも、市民の皆

さんにわかりやすく説明していただければいいの

かなという思いでマニフェスト２０１２から大き

く３項目を質問させていただきますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 まず１点目、２０１２マニフェストの中の再生

可能エネルギーへの挑戦という項目の中で、バイ

オマス・風力・小水力・そして太陽光の実現可能

分野から投資・支援というふうにたしかあったと

思います。今言ったバイオマス・風力・小水力・

太陽光の実現可能分野とは、またどういうことな

のかということと、それぞれに今の市長や行政の

中で見込みというのがあるのかどうかをまず最初

にお伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 新しい市議会議員体制となって最初の一般質問

での定例議会でございます。本日の一般質問に期

待をし、関心を持たれている市民の方も多いとこ

のように拝察いたします。 

 また、本日は早朝から多くの方が傍聴をいただ

いております。一般質問に対する議員の支援者の

方々、また本日の議論を期待される方々がきょう

は傍聴に来ていただいておるものだとこのように

思っております。早朝からの傍聴、まことにあり

がとうございます。 

 私どももあしたの西予市をつくるために大切な

一般質問の日であります。真摯に対処していきた

いとこのように思っておりますので、きょう、あ

すよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、まず最初に、二宮議員の西予市マニ

フェスト２０１２に私が掲げたものでございます

が、これに対するご質問をいただいてまことにあ

りがとうございます。私もこれについては言いた

いことが大分ありまして、またよろしくお願いい

たします。 

 まず、最初のバイオマス・風力・小水力・太陽

光の実現可能分野からの投資・支援、あるいは実

現可能な分野について、具体的にはどんなものが

あるというご提案やと思いますが、本市では低炭

素社会構築に向けて温室効果ガスを抑制し、循環

型まちづくりを推進しておるところでございまし

て、再生可能エネルギーの普及に取り組んで、平

成２１年度でバイオマスタウン構想を作成させて

いただきました。その具体的な政策として、昨年

森林資源を有効活用した木質ペレット製造施設を

整備しまして、新庁舎、游の里温泉、農業用ハウ

ス、市内教育施設等の空調施設あるいはボイラ

ー、ストーブなどの燃料として木質ペレットを利

用して二酸化炭素の削減に取り組んできたところ

でございます。今後実現可能な分野はどういう分

野があるかということになりますと、家畜排せつ

活用型の畜産ふん尿のバイオマス発電所あるいは

太陽光、これは太陽光はことしから予算にって

か、もう市民の方に活用いただくように予算化を

したところでもございます。 

 また、風力発電あるいは小水力発電等々があろ

うかと、このように思っております。 

 以上の状況でございます。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 バイオマスにつきましては、平成２１年度から

ということで進んでいるということは我々も理解

をさせていただいております。今回再生可能エネ

ルギーへの挑戦というふうなタイトルなんで、も

う少し大きな構想というのがあるのかなと。例え

ば梼原町であれば環境都市宣言をされて、２０５

０年には自分の町ですべてのエネルギーを１０

０％やるんだというふうなことで風車であると
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か、または森林資源の循環活用、先ほど言われた

ようなことであるとか、いろんな取り組みを今さ

れてますけども、そういうふうな私はイメージと

いうか、西予市もそういうふうな方向で向かうの

かなというふうなことを思ったのが１点と、そし

てこの近隣でもこの最近ニュース見ております

と、メガソーラーですか、メガソーラーの誘致と

いうのが県内でもあちこち何か新聞等で目にした

ような思いがありますので、西予市も広い土地が

ありますし、または先ほど言った風力にしても大

野ケ原とかそういう適しているんじゃないかなと

我々が思うような土地もあります。そして小水力

につきましても、ゼロメーターから１，４００メ

ーターのこの地域ですから、いろんな場所で可能

性があるんじゃないかと私自身は思ってて、そっ

ちのほうにそういういろいろな積極的に誘致活動

とかをされるのかなというイメージをしておった

んですけども、今言ったような誘致活動というふ

うな方向というか、計画はあるんでしょうか、ち

ょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今のご質問についてお答

えをさせていただきます。 

 梼原町が環境都市宣言をされたということにつ

いては、私どもも以前から知っておりますけれど

も、そういうイメージづくりをするっていうこと

は非常に大事だと私も思っております。特に私ど

もは原子力発電所の問題があります。伊方の問題

があるわけでありますから、そういう中で今後エ

ネルギー問題を含めて、あるいは安全な地域をつ

くるためにどうしたらいいかということになりま

すと、行き着く先は再生可能エネルギーへの挑戦

になろうかと、このように思っておるわけであり

ます。その具体的な考え方といたしまして、今ほ

ど言われますように、メガソーラー等々について

は、何ぼか引き合いっていいますか、ご相談もい

ただいておることもありますけれども、まだ具体

的に一歩踏み出しておる段階ではありません。 

 また、風力発電についても、これも今話はあっ

ておるような段階でありまして、その会社は風力

調査もされるようなことも聞いております。これ

についても今後の課題でありますが、大野ケ原に

つきましては、以前からそういう話があった中

で、残念ながら大野ケ原自身が県の自然公園とい

うことで全然前へ向いて進まないという経過がご

ざいました。これは愛媛県の今後の自然公園に対

する認識をどう変えていくかによって変わってく

る可能性もあろうかと思いますが、現段階では非

常に難しい。私どもはそういう中で西予市として

は、例えば先ほど言われましたような実現可能な

小水力のことにつきましても、今回も少し予算化

のことも入れておりますけれども、あるいは一番

の目の前に私どもは今やりたいということは、バ

イオマス発電所をつくっていきたい。それにつき

ましては、農協と私どもの西予市等と中心とし

て、それに向かっていくことが可能性があるんじ

ゃなかろうかなという考えを持っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 今バイオマスの発電所というお話が出ましたの

で、ぜひそれを中心として、積極的なやっぱり行

政の取り組みの姿勢を市民の皆さんに見せると。

先ほど伊方原発の件も市長言われましたけども、

本当に国民全体が今原子力発電所の再稼働等に関

して関心を持っている中で、我々本当に地元と言

ってもいい、この３０キロ圏域のメンバーは特に

そうじゃないかなと。そういう中で原子力発電所

に近い我々西予市のほうがいろんな発信を、そう

いう再生可能エネルギーに向けて進んでるんです

よという、やっぱり発信をすることが私は大事じ

ゃないかなと。そのためには、先ほど言われたバ

イオマスの発電所もそうですし、できれば太陽光

にしても家庭用だけじゃなくて、そういうメガソ

ーラー的な、また外からの民間企業の誘致という

意味でもそういうふうな取り組みを積極的にぜひ

行っていただきたいなと考えておりますけども、

もう一回その取り組みの姿勢といいますか、思い

を市長、発言いただいたらと思いますので、今の

点を。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、思いと言われましたの

で、私の思いを語らせていただきますけども、や

はり再生可能エネルギーに向けていかないといけ
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ない時代に入ってきておるという、私も強い信念

もあります。恐らく今の状況をずっと考えてみま

しても、国の底のほうに孜々としていく。そして

そっから新しい産業を生み出していく産業分野と

して考えられていく流れになっていくと思いま

す。 

 もう一つは、私どもの地域は、いわゆる地産地

消の再生可能エネルギーへの挑戦であろうかと思

います。地域密着型の再生可能エネルギーと言っ

てもいいんではないかと思いますが、そういう方

向で私どももバイオマスタウン構想も掲げてやっ

ておるところでもございまして、可能なものにつ

いてはどんどん挑戦をしていくということにした

いと思います。その投資については、また議会に

もご相談をさせていただきますけども、その折に

はご賛同いただきますようにお願いを申し上げた

いと思います。 

 以上です。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 我々から見てしっかりかたい行政運営をされる

三好市長ですから、しっかり前へ足を地につけた

政策で進んでいただけるものとご期待をしており

ます。ぜひよろしくお願いをいたします。 

 それでは次に、２つ目の質問でありますが、マ

ニフェスト２０１２の中の魅力あふれるまち創

造・発信ということで、ジオパーク構想というこ

とを市長ずっと言われております。そのジオパー

ク構想の、市長はずっと言われとるんですけど

も、さてこのジオパークが認証されて西予市に、

また市民の生活にどういうふうないい変化がもた

らされるのかなというイメージがなかなかわかん

のですよという市民の皆さんの声が大分ありま

す。私説明がなかなかしにくいので、今回の一般

質問で取り上げさせていただいて、市長の、今ま

でもお話はされとるんでしょうけども、より具体

的なお話を聞かせていただければなと思っており

ます。 

 まず、認証を受けるためにはどういうことが必

要かということで、市長は昨年有珠山のジオパー

クの大会でしたですか、多分参加されておりまし

た。私もこの質問をするのにインターネットを見

ておりましたら、どうも写真が、市長が写られと

る写真もちょっと載っておりまして、ああ市長来

られとるんよというふうにちょっと認識はしたん

ですけども、そこへ参加された感想であるとか、

今後どういうふうな認証のために西予市としての

活動が必要かというところをお話しいただければ

ありがたいなと思っております。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、第２番目の質問でありま

すジオパーク構想の関係でございますけれども、

これについて私のほうから答えさせていただきま

す。 

 まず、ジオパーク構想っていうジオの問題をな

かなか住民の方がまだまだ周知されてないという

ことも承知もしておりますし、また広がりつつあ

るなということも感じております。そういう中で

私どもはこのジオパークを、私の考えは、西予市

を売り出していく担い棒にしていきたいという考

え方でございます。だからジオパーク構想という

担い棒の中で、あと担うものとしては、そこにあ

る文化であったり、あるいは産業であったり、食

であったり、いろいろなものをそこで担っていっ

て、西予市自身をこそっと外に発信できるのがジ

オパーク構想ではなかろうかなと思っておりま

す。特にその中で、住民に対してどういうことを

アピールしていくかについては、今後担当をこと

しからジオパーク推進室をつくりましたので、そ

の担当者を中心としていろいろな会合等々にご説

明をしていきたいなと思っております。そういう

ことを通じて住民の方々がジオパークに対する認

識やこの地域の価値というものをわかっていただ

いて自信になったと、そういうのがジオパークの

認証に向けての強い力になるんではなかろうかな

と思っております。 

 それと、昨年私は、今言われました北海道の洞

爺湖畔にあります有珠山等々のジオパークの日本

の委員会、総会に参加をさせていただきました。

世界ジオパークになっておるところと日本ジオパ

ークで認定をされておるところが集まってやられ

る総会でございますけれども、その折に私どもは

その年から日本ジオパーク委員会の準会員として

の認めをいただいておる段階でございまして、こ

のことが次のステップになるんではなかろうかな

と、このように思っております。 
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 以上、まず答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 私も先ほど言いましたよう

に、有珠山の大会とかジオパークのこと、日本ジ

オパークとはとはということでちょっと調べさせ

ていただいたら、今ジオパーク実際に認定をされ

ているところをずっと見てみると、我々が昔から

教科書等で習ったり、知ってるところが相当多い

です。有珠山にしても、有名なところです。日本

人がだれもが知っとるんじゃないかなと、あそこ

だったらこうよなというふうなことで有名なとこ

ろがそういう登録をされているところが多いんじ

ゃないかなと思うんですけど、西予市が認証を受

けるために、例えばどこを――先ほど言われたジ

オパーク自身で西予市を売ると言われたんですけ

ども、そのジオパークが認証されるためにどこを

売りにしてというか、認めていただく場所の中心

なのかなというところをもう一回ちょっとお聞き

したいんですけども。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、お答えをさせていただき

ます。 

 どれをメーンにして売るかということだと思い

ますけれども、ごらんのとおり、ここには黒瀬川

構造帯というのが通っております。一説では４億

５，０００年前の日本列島の最も古い地層の中の

一つであると言われる地層が通っております。と

ころどころに地下から地表に出ておるところが何

カ所かあります。この黒瀬川構造帯自身は、もう

地質学を勉強される方はもう皆知っておるという

ぐらい地質学にとっては重要な地層だ。そういう

ことを考えますと、例えば今まで教科書に載って

おるようなフォッサマグナ等々に匹敵するような

ところではなかろうかなと私は思っております。

例えばゴンドワナ大陸移動説という地質学者の説

によれば、黒瀬川構造帯はオーストラリアにあっ

たゴンドワナ大陸がこちらに地殻変動で動いてき

た可能性があるということになりますと、非常に

魅力的になろうかと思います。その黒瀬川構造帯

のところに、例えば岡成という野村の地には、そ

こでサンゴの化石が出る。２億５，０００万年前

の地層のところでサンゴの化石が出るというよう

なロマンを考えますと、子供たちに話しますと、

非常に喜々として聞いてくれます。そういうもの

を表へ出すことによって、ほかのところに負けな

いようなものになるんじゃないかなと思います。

だから黒瀬川構造帯、リアス式海岸、大野ケ原

等々のすばらしい地形を持っている、いろいろな

地形的な地理的な条件を持っておる私どもを売り

出す大きな力がここにあるんじゃなかろうかな

と、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 今市長の黒瀬川構造帯のお話

を聞いただけでも、私自身は、あっ本当すごいこ

とやなというふうに確かに感じました。ただ日本

全国の人にこれをどう発信していくかというのは

またちょっと別の話かなとちょっと思っとります

し、例えば４年前ですか、私たちの地元なんです

けども、笠置古墳を発掘されて復元されて、あの

ように今立派にできとります。市長はこれができ

たときにも、笠置古墳を西予市のランドマークと

して活用していきたいというふうな話をたしかさ

れたと思いますし、それともう一点は、卯之町の

中町の町並みが重伝建に認定をされまして、重伝

建の町並みを中心に、さて卯之町がどう変わって

いくのかなというふうな期待も市民の皆さんの中

にはあったように思いますし、私自身は特に笠置

古墳については、これがランドマークになってい

ろんな古墳であったりとか、西予市また宇和町、

いろんなところに発信できるんかなという思いで

ちょっと期待をしとったんですけれども、その後

の動きがなかなか見えないというのも一つです

し、先日ちょっと地元で農業されてる数人の方と

いろんなお話をしてまして、笠置古墳の話を僕が

こうしますと、宇和の人ですよ、宇和の人で石城

の人ではないんですけども、宇和の人でほかの地

域の人なんですけども、知らないんです。えっ、

そんなんがあるんですかと。多田の人、田之筋、

まだ３０代と４０代の人ですけども、そんな認識

なんかなと。私はよそからお客さんとかが見えた

ら、時間があるときは必ずあそこへ連れていきま

す。そしてあの風景を見ていただいたり、夕焼け

を見ていただいたり、また九州の見えるあの風景
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等にまた感動していただいたり、そして６世紀ぐ

らいからですか、お米づくりがここの石城平野で

されてたんですよというふうな話をすると、ほう

というふうにいろいろ感心をしていただきます。

私なりには小さいですけども、地元をアピールし

たいなという思いでいろいろそういう活動をさせ

てもらっとるんですけども、何かどうも行政とい

うか、市のほうで、今までやられた中でも、この

西予市の中でさえそういう状況なのに、ジオパー

クというのが本当に推進室をつくられてどういう

ふうに進んでいくのかなっていうのが、ちょっと

いまだにまだイメージ的に僕の中にわかないとい

うことで今回この一般質問をさせていただいたん

ですけども、これも市長、もう一回強い思いとで

きれば具体的なものがあればもう一度ご発言をい

ただきたいなと思っております。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今のご質問についてお答

えをさせていただきますが、要はアピールの仕方

の問題だと思うんです。実際問題として、今ほど

言われるように弱い側面もあるのかなという気も

いたします。だから私どもが今回ジオパークにつ

いてはジオパーク推進室をつくらせていただいて

強力的にそれを推し進める方向をやろうというこ

とにさせていただきました。今ほどお話になられ

ました中町の重伝建のところについては、去年の

暮れからことしの３月にかけての例のＡＮＡの四

国遊遊の旅については、６，０００人強の方々が

来ていただいて、昨年の倍来ていただきました。

こういう仕掛けをしたのがようやくこんだけ実っ

てきておるのかなという気がいたしておるところ

でございまして、一朝一夕にすべてできるわけで

はありません。ある程度のスパンを置いてだんだ

ん認識が深まってくるというのがあろうかと思い

ます。特に強力的に言われた笠置峠古墳について

は、この地域は古墳文化として、九州から近畿地

方に行く重要なポイントであったことも確かであ

りまして、それを私どもがしっかり後世に伝える

必要があります。恐らく九州から南海ルートの古

墳文化のここが拠点であったと、このように思っ

ておるわけでありまして、それをどのようにアピ

ールするかということになろうかと思いますが、

これについては、今後古代ロマンの里構想と田園

ロマンの里構想を合体をさせて、古代とコウノト

リが来る地域を合体をさすことによってもっとも

っとアピールしていくことが必要でありましょう

し、それが今後取り組んでいかなくてはならない

と思っております。そういうことも含めて、先ほ

ど言いました担い棒としてジオパーク構想があっ

て、そこに担ういろいろなもんがそういうもんだ

という認識でおりますので、ぜひともまたご理解

のほどをお願いをしたいと思います。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 西予市、５町が合併して、本

当にいい地域がそれぞれにたくさんあるというこ

とで、分散し過ぎてなかなかアピールの仕方も難

しいのかなというのを私も感じておるところです

けども、今言われたように今回のジオパーク構想

は、今までのそういうふうなちょっとなかなか日

の目――いいんだけども余り知られてなかったと

か、日の目を見なかったというようなところも集

約をしてやっぱり外にアピールしていけるよう

な、そして一日も早く市長が言われとるようなジ

オパークの日本ジオパークの認証が受けれること

を我々もできる限りのサポートをしていきたいと

思っておりますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

 それで次、ジオパークは終わりまして、２番目

の同じ魅力あふれるまち創造・発信の中で、大学

生が来るまち発信というのがあったと思います

が、これについて具体的にはどういうふうに考え

ておられるのかを質問といたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、大学生が来る町の発信の

イメージでございますけども、ごらんのとおり、

本市では海から山までの多様な地域資源が豊富に

存在しております。地質や地形、動植物、遺跡や

古墳、民俗文化、農林水産業など、大学生の研究

や研修につながるさまざまなテーマがあるんでは

なかろうかなと思っております。 

 また、市内の施設を活用して運動部などの合宿

等も想定でき、大学生のニーズに合った情報提供

や支援を行い、また受け入れる側としてのスキ

ル、ノウハウ等々も市民の皆さんで磨いていただ
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くことで大学生が来る町、可能な、十分あり得る

ものだとこのように考えておりまして、大学生が

来ることによって、やはり地域の若返りのイメー

ジがドーンと来るんじゃなかろうかなと、このよ

うに思っております。 

 以上です。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 今のお話は、本当そのとおり

だなと思います。ただこれの問題なのは、どうい

うふうにして発信をされるのかなと。どういうル

ートで大学生をこちらの西予市のほうに来ていた

だけるようにするのかなというところで、具体的

な計画等があればお教え願いたいなと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 どういう手段、ルートでやるかとい

うことだと思いますけども、これはなかなか難し

いところでございまして、ただ私どもが今年から

そういう方々を対象にして合宿補助金を予算化さ

せていただきました。既にその関係でもお問い合

わせがありまして、例えば愛媛大学の理学部の地

質学研究の方が３７名と教授等々の先生３名を合

わせまして２日間で８０泊ですか、というような

ことが既に予約に入っておるわけであります。こ

ういうことを含めていろいろな県内の大学あるい

は四国の大学、あるいはその周りの大学等々につ

いて合宿制度があるということ等を含めてＰＲを

進めていきたいと、このように思います。 

 以上です。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 全国にはそういう学生等が合

宿に行かれる町というのがたくさんあると思うん

ですけれども、久万高原町も何かその一つだと思

いますし、全国的に言えばラグビーと言ったら菅

平とか、そういうふうに、もう町全体にイメージ

ができてるというところもあると思います。今市

長が言われた地質とかというのもあると思います

し、ただ西予市はこれですよというのを何か絞っ

て、競技であったり何か絞ったほうがいいんじゃ

ないかなと。漠然と合宿する制度がありますよだ

けでは、なかなか僕は弱いようにちょっとイメー

ジ的に思いますんで、ぜひ何か、場所は本当にた

くさんありますし、考えたらいいところがたくさ

んあるんですけれども、何に使ってもらうのかな

と、どの種目に使ってもらうのかなと、どういう

部門で来ていただくのかなというのをやっぱり具

体的にしてアピールするということと、もう以前

から言っとるように、ホームページでの発信なの

かというと、ちょっと厳しいなというのもありま

すし、そういう先ほど言われました発信の方法も

ぜひしっかり研究をしていただいて、私自身は本

当に大学生に来ていただければ、西予市、お年寄

りの多い中で気持ちがやっぱり――若い人が多い

ということは、やっぱり気持ちが若返りますの

で、本当にいいことじゃないかなと思いますの

で、ぜひ推進をしていただきたいなと思います。 

 それでは、ちょっと時間もあれなんで、３点目

に行きたいと思います。 

 ３点目、身近でいい実感の行政ということを掲

げられております。これは昨年からの地域づくり

交付金をメインとしたそれぞれの地域、地域内分

権の一層の推進ということで市長書かれておりま

すけども、地域をそれぞれの地域、昔でいう校区

を昭和３０年代の元気な地域に戻したいという市

長の思いだと思うんですけれども、まずことし、

今年度地域づくり交付金１，０００万円だったで

すか、増額をされまして力を入れられておるのは

よくわかるんですけども、今後我々地元からした

らもう少しやっぱり交付金的なものはふやしてい

ただきたいなと、１，０００万円ではなくて。で

きれば最初の年度の倍ぐらいはやっぱりあるとい

ろんなことができるんじゃないかなというのは、

それぞれの地域で出る話なんですけれども、そう

いう方向性をちょっともう一回お聞きしたいと思

います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今ほどのご質問について

お答えをさせていただきますが、私どもは今回交

付金制度を、地域づくり交付金制度を昨年発足を

させていただいて、徐々にその認識が広がってき

ておるんではなかろうかなと、このように思って

おります。そういう中で地元のいろいろな協議を

した段階で、もっとちょっとふやしてほしいとい
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う強い要望がございましたので、今年度２４年度

から１，０００万円を今ほどご質問があったよう

にふやしまして総額８，５００万円にさせていた

だいたところでございまして、それを２７それぞ

れの組織に地域内分権としてやっていただいてお

るところでございます。私の考え方は、以前もお

話をさせていただきましたけれども、地域振興の

ための基金を２０億円積み立てる予定で、今もう

１６、１７億円近くになったと思いますが、２０

億円のうちの１０億円をこれに充てたいという発

想をしておるわけでございまして、今のご案内の

とおり８，５００万円のうちの約４，０００万円

近くは以前のほかにいろいろやっておった事業

を、いわゆる事業仕分けをして、事務事業の全面

見直しをした中から浮いたお金を４，０００万円

でありますから、残りの４，５００万円等々は先

ほど言いました１０億円のお金の基金から出して

いく制度制をつくっておると。となりますと、今

後ある程度まだふやせる余地が十分あると思って

おります。それは何年度までにこの事業をやって

いくかという発想の中に出てくるんだと思います

し、すぐ５年で全部使ってしまうというのは、余

りにも酷でありますから、１０年あるいは１５年

とか、そういうスパンで使っていったらいいでは

なかろうかなと、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 それで、その中でやっぱり組

織をしっかり充実させていくためには、やっぱり

公民館をどのように、公民館を中心として充実を

させていくかという点と、以前もここで質問をさ

せてもらいましたけども、そういう地域づくりの

組織の情報交換の場というのが必要なんじゃない

かと。先ほど言われた将来ふやす余地はあります

よということであれば、そのお金を僕もふやす前

に、組織をしっかり、それぞれの組織がしっかり

したものになって、それぞれのしっかりした計画

をそれぞれの地域でやっぱり立てていっての予算

だと思うんで、そこを早く２年目、３年目のあた

りで集中してやっていただきたいなと、私個人的

には思ってるんですけども、昨年もちょっと質問

しました地域への情報発信の方法とか、地域づく

りの組織同士の情報交換の場とかというのは、考

えられておられるのかどうか、質問をいたしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、公民館の充実とあわせま

して情報発信等々についてのご質問だと思います

ので、お答えさせていただきます。 

 まず、今回の地域づくり交付金制度をするに当

たって、公民館の位置づけは非常に重要であろう

と思っております。いわゆる公民館と連携をしな

がら地域づくりをやっていくということになろう

かと思いますが、これにつきましては、公民館の

いわゆる人材の問題があろうかと思いますので、

これについては今ほど国のほうにも制度化をされ

て中にもかかっておりますけども、それを活用し

て、といいますのは、定年制の延長問題が国の中

であるわけであります。それを重ね合わせます

と、私どもは再任用制度を拡充をさせていただき

まして職員の人材活用をしていきたい。それは公

民館に再任用をする職員を公民館に配置していっ

たらいいんではなかろうかなということを考えて

おるところでございます。 

 地域との情報の発信、交換でありますけれど

も、まず知るということから始めるということが

大事でございますから、情報提供できる限り努め

ていきたいと思っております。地域づくりの組織

と協議しながら研修会や講演会など、あわせてお

互いの事例の発表・交換などやっていきたいな

と、このように思っております。 

 そして、５月号から各地区の取り組みを今広報

せいよで掲載をしておるところでございまして、

今後こういうことを掲載をしていきたい、このよ

うに思っております。 

 また、職員に対する問題でございますが、ケー

ス・バイ・ケースで地域担当者を通して情報の提

供をしていきたいなと、このように思っておりま

す。 

 それと、各地区の計画でございますが、計画を

つくって強力的に進められておるところと計画が

ちょっともう一歩かなというところとが見受けら

れます。それについては、その地域に担当職員も

それぞれ配置をしておりますので、担当職員もバ

ックアップしながら計画書等々を作成いただくよ

うな流れを進めていったらなと思っております。 
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 以上です。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 次に行かないと時間がないん

ですけど、ちょっと最後にもう一点、今のマニフ

ェストの関係と今の市長の答弁に関して。 

 公務員の再任用という話をされて公民館を充実

させようという計画というのをお聞きしましたけ

れども、民間も今団塊の世代の方々がいっぱい定

年になられて、まだまだ元気で優秀な、いろんな

特技というか、持たれた方がたくさんおられるわ

けです。できたらそういう人も各地域で再任用と

いうか、公民館長に準ずる形で採用していただく

と、もっともっといろんな地域のいい知恵という

か、発想が出てくるんじゃないのかなと、公務員

の方も優秀ですけれども、民間ももっと優秀な人

もそれぞれの分野でおられると思いますので、ぜ

ひお考えをいただきたいということと、このマニ

フェスト全体をちょっともう一度総括というか、

５月号に２００８の最終評価表というのもありま

すけれども、私だけでなくて市民の皆さんの感じ

られとるところも含めてですけども、市長のマニ

フェストは本当にこれが実現できればいい西予市

になるんだろうなとイメージがわきます。けど

も、実際に今回の２００８の評価でもあるよう

に、思いとはやっぱりなかなか先ほど言ったよう

に、思いと現実は違うんですけども、大事なの

は、やっぱり総論賛成・各論反対になったらいけ

ないなということやないのかなと。総論というの

は、やっぱり市長のマニフェストであり、三好市

長の考え方、各論というのを言えば、例えば担当

です、部、課であったり、それを担当される職員

の方、市長の思いがそこにつながってるのかとい

うところがやっぱり一番大事で、市民はやっぱり

そこを――市民と接するのは担当の人ですから、

そこでええ違うやないかというふうなことは多々

聞くわけです、意見として。そういうところをど

ういうふうな、マニュアルというたら変ですけど

も、行政としての市長の伝わり方というか、職員

への、そういうふうなところはどういうふうに考

えておられるか、ちょっと最後にご質問いたしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、２点ご質問があったと思

いますが、最初のご質問の民間の方々の人材の活

用という点でございますけれども、本当に民間の

方で、例えば定年になって帰られる方、優秀な方

が多いということも私ども存じております。そう

いう方々が市のいろいろなところで、何ていいま

すか、一緒に仕事をしてもらえるようなことがあ

れば、それはいいことであろうと思っておりま

す。ただ先ほど言いましたのは、定年制の延長は

これは避けて通れない事態でありまして、６０歳

過ぎて部長、課長のままにずっとおっていいのか

な。いわゆる若い人の頭を押さえてしまうという

ことであると思いますから、それに対しては６０

歳過ぎたら部課長をやめて、定年制は延長します

から、再任用でその方々が行く場所としては、地

域おこしに努めていっていただきたいという思い

であの考えを言ったところでございます。 

 また、民間の方々の活用については、別の問題

として考えていく余地はあろうかなと、このよう

に思っておりますが、ただ財政的な問題はありま

すので、その限度をしっかり考えておかないとい

けないと思っております。 

 それと、私のマニフェストに対する考え方とそ

れを職員がどれだけ理解をしてやっていただいて

おるかということに対するつながりの問題をご質

問をいただいたと思いますが、結構理解をいただ

いておるんです。ただそれの実現性については、

半ばのやつも結構２００８もあったんではなかろ

うかなと思いますけども、職員評価でいいますと

７５％を超えた評価でいったと思います。だから

住民の評価も大体７０％ぐらいの評価をいただい

たかなと思っておりますから、ローカルマニフェ

ストとしてつくった２００８としては、いわゆる

成功分野に入っていったかなということで、全国

のマニフェスト協会からもいわゆる優秀賞をいた

だいた、昨年優秀賞をいただいたところでござい

まして、何とか今度２０１２についても、今ほど

ご指摘のあったようなことで職員にも周知しなが

ら思い実現にやっていきたいと思います。ただそ

の前段では西予市の総合計画なりあるいは合併の

ときにつくった西予市まちづくり計画、新市建設

計画がありますので、それをあわせながらマニフ

ェストも進めていくということでやっていったら

と、このように思っております。 

 以上です。 
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○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 もうぜひ今回は７５％ではな

くて１００％を目指して取り組んでいただきたい

なと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 続きまして、大きな２つ目の質問に移らさせて

いただきます。 

 防災・減災について質問をいたします。 

 昨年の３・１１を受けまして、６月、９月、１

２月の議会においても、私も西予市のいろんな防

災対策を質問させていただきました。その中で一

番多く言わせていただいたのは自主防災組織じゃ

なかったかなと思っております。あのときに自主

防災組織の名簿もまだ掌握されてない危機管理室

とかという、ちょっと手厳しい言葉も使って言わ

させていただきましたけども、その後もう１年３

カ月がたったわけですけども、その後３・１１を

受けて、まず自主防災組織に関してどのような取

り組みの変化があったのかという点をお伺いした

いなと。もう時間がちょっとありませんので、何

項目かまとめて質問したいんですけれども、今ほ

ど言いました役員名簿等はもう掌握をされておる

のでしょうかというのが１点。 

 ２点目は、運営上の課題解決に対して、自主防

災組織の運営上の課題解決に対して行政としてど

ういうふうに取り組まれておるのかをお伺いいた

します。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 今のご質問についてお答え

をいたします。 

 自主防災組織の名簿の把握ということでござい

ますが、現在ちゃんと把握をさせていただいてお

ります。 

 それから、自主防災組織の運営の課題に対する

取り組みの状況ということでございますが、西予

市の場合は、海から山からいろいろ状況によって

その対応が変わってまいります。まず、ことし早

急にやらなければならないと思っておりますの

は、一番最初は自主防災組織の横の連携をやろう

と思っております。まず、全体の連絡会を開催い

たしまして、そしてその後防災訓練等の現実の訓

練にいたしましては、海のほうの訓練、そして山

のほうの訓練、山津波、海の津波、そういうとこ

のほうの分野に分けての防災訓練をやっていこう

と計画をいたしておるところでございます。その

際には、またご協力をお願いしたらと思います。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 役員名簿を掌握されていると

いうことで、一安心をいたしました。 

 ただ２番目の組織の運営上の課題解決と言いま

したのは、あのときも質問したんですけれども、

自主防災組織自身が１年交代、役員が。１年交代

というのがなかなか問題なんじゃないかなという

ふうなことで、そうじゃない地域ももちろんある

んですけども、そうじゃない地域はしっかりいろ

んな計画を立てられて避難訓練とかされてると思

うんですけれども、１年交代のところは、もうあ

っという間に終わるんです。前も言いましたけど

も、自分が役員だったことすらわからなかったよ

うな役員がたくさんおりまして、そこが問題なん

です。そういう組織がどのぐらい６６組織の中に

あるのかという把握とそこを指導していく、前回

の答弁のときにですか、地元住民のほうから積極

的にできた組織ではないのでという答弁がたしか

あったと思います、当時の総務部長の答弁で。だ

とすれば、そこを指導するのが僕は行政じゃない

かなと思いますんで、そういうところをもう一点

お聞きしたいのと、今言われた連絡協議会、これ

もできれば早くしたほうがいいんじゃないかとい

うご提案をさせていただきました。されるように

なっとるんで安心なんですけども、連絡会の避難

訓練の話とか、今されましたけども、それ以外で

どういうふうな内容をされようとしているのか、

この２点をお伺いいたします。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 今の自主防災組織の役員の

関係でございますけれども、これは、まず私ども

と国の政策も含めましてですけれども、やること

は、まず組織を立ち上げるということ、そしてそ

の次は、組織の充実を図っていくということにな

ろうかと思います。現在６８組織ありまして、そ

のうちの６５組織ができております。率にすると
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９７．８％ぐらいになろうかと思いますけれど

も、やっとそういうとこになりました。これを１

００％に近づけると。もうほかの自治体で１０

０％のとこもできておりますので、そういうとこ

ろに力を入れることと、それから指導者です。役

員さんですが、まずさっき言いましたように、ま

ず今度の地域づくり交付金事業も同じですが、役

員さん、最初は持ち回り的な役員さんにならざる

を得んのかなという気もいたしておりますけれど

も、今後は専門性のある地域を引っ張っていけ

る、そういう方に指導者になってほしいなという

気持ちもありますので、その方向でお願いをした

り協力していただいたらという気をいたしており

ます。 

 もう一点の質問はどういう…… 

  （６番二宮一朗君「連絡協議会の内容」と呼 

  ぶ） 

 内容ですか。 

  （６番二宮一朗君「連絡協議会、どういうこ 

  とをされるのか」と呼ぶ） 

 連絡協議会の内容ですが、そういう防災訓練の

お願いもしながら、まず役員さんの役割、そして

自主防災組織とはどういうことか、そういうこと

で、中でどういう位置づけでこの自主防災組織が

できているのかという根本的な一番最初の把握を

していただくというようなところに力を入れて進

めていきたいなという気はいたしております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮一朗議員。 

 

○６番二宮一朗君 ぜひ段階的にはなろうと思い

ますけども、一歩一歩前進をさせていただければ

ありがたいなと思います。 

 次に、２番目に津波避難所の総点検ということ

をちょっと上げとったんですけども、きのう総務

常任委員会のほうで、所管視察である程度確認さ

せていただきましたので、これは割愛させていた

だいて、３番目の要援護者の避難対策の進捗状況

というところで、これも今まで質問をさせていた

だきましたけども、きのうの話でも出ましたけれ

ども、やっぱり弱い人、体の弱い人、お年寄り、

子供さんが本当一時避難場所に逃げることが一番

今心配なんですという現場の声も聞かせていただ

きました。そのためには避難支援プラン等の作成

はされておるんですけども、それをどう生かして

いくかというところが問題なんだと思います。そ

れで、要援護者の登録状況、または登録の推進の

状況、そしてできました支援プランを自主防災組

織とかそれぞれ区長さんとか、あと民生児童委員

さんとの情報の共有をどうされているのか、この

点をお伺いします。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 この点については、私のほ

うからまた説明をさせていただいたらと思います

が、今の登録状況でございますが、２４年４月末

で対象者６，５５３名のうち２，５４３名が登録

をしていただいております。このことにつきまし

ては、民生児童委員さん全員とそれから自主防

災、高川地域の地域づくり会のほうに提供をいた

しております。全員登録していただきたいわけで

すけれども、個人的な考えもおありだと思います

ので、１００％というのは無理かもしれません

が、行政からお願いをしていく登録のやり方とい

うのにはちょっと限度があるんかなと思っており

ますが、中では地域の区長さんや地元の方々が声

かけ合いをしていただいたら登録が進んでいると

いうような事例もありますので、この辺のところ

であすの我が身のことでございますので、進めて

いきたいなということで計画をいたしておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○６番二宮一朗君 今部長おっしゃられたとお

り、行政から押しつけ的にお願いするのはやっぱ

り限界もあろうかなと思います。本当に自主防災

組織であったり、それぞれの区長さんにやっぱり

お願いをして、こういうことが必要ですよという

ことを先ほど言った連絡会の中ででも、または区

長会等の中でも行政のほうからやっぱり発信をし

ていって、自発的にやっぱりやっていただけるよ

うな仕組みをつくっていくというか、それが仕掛

けをつくっていくというのが僕は大事じゃないか

なというふうに思います。ぜひそういうふうに進

めていただきたいと思います。 

 それと、危機管理室、今年度から課というふう
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に昇格をさせてスタッフも増員をされました。去

年まで３人だったんですか、それがふえたという

ことで、今後西予市の危機管理というか、防災の

いろんな対策に対して、今までと違う、こういう

ことができますよというふうなことがもしあれば

ちょっと１点だけお話をいただきたいなと思いま

す。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 今議員さん言われましたよ

うに、昨年までは室でありました。ほんでことし

から課に昇格をいたしましたが、課に昇格をいた

しましても、課長の兼務がなくなって専属、それ

から臨時職員を１人配置したということでござい

ますけれども、まず一番は、昨年の３・１１の東

日本大震災を受けまして、それまでは防災計画も

ちゃんといたしておりまして、そして大雨洪水警

報、そういうところでの危機意識というようなこ

とで進めておりましたので、軌道に乗っておった

わけですけれども、それに加えて今度は原発そし

て津波と地震、そういうようなとこの想定外の分

が入ってきましたので、ことし１年かけて防災計

画の見直しとか、そして先ほど言われました自主

防災組織の連絡会とかというようなもの、それか

ら機器材、一時避難所の機器材の購入の入札等々

いろんな事務が山積しております。これが兼務で

は、課長の指揮者の兼務では難しいというような

ことも私も感じておりましたので、ことしはそれ

がスピーディーにできる体制が整ったのではなか

ろうかと思っておりますし、もう早速課長のほう

が４月早々、一時避難所の明浜・三瓶の８４カ所

の現地視察をすぐ担当として見て回って、その現

状把握をしたとか、そしてそこに置く防災倉庫、

そういう入札も８４基のうちの６０基入札をして

もう配備できる体制をとっております。そして今

度の来週ごろですか、今度はテントの入札をやる

というようなことも進めておりますので、スピー

ディーに早く地元の要望に対応する体制がとれて

きたのではなかろうかと思っておりますし、その

ように頑張っていきたいと思っているところでご

ざいます。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 済みません、時間が来まし

た。最後一言だけ。 

 ありがとうございました。本当危機管理室、西

予市の安全・安心、市民の皆さんの生命を守る基

地になると思いますのでしっかり充実をさせてい

ただいて、市民の安全のために働いていただけれ

ばありがたいなと思っております。 

 西予市の減災対策については、もう一点残っと

ったんですけれども、残念ながら時間がありませ

んので、次回また質問内容を考えてやり直しをさ

せていただくということで、今回の一般質問を終

わらせていただきたいと思います。大変にありが

とうございました。 

 

○議長 ここで暫時休憩といたします。（休憩 

午前１０時０２分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

１５分） 

 次に、９番松山清君。 

 

○９番松山清君 平成２４年第２回定例議会にお

きまして一般質問の機会を得ましたので、通告に

基づき質問をいたします。 

 三好市長初め理事者の皆様におかれましては、

一般質問で取り上げられました案件に関して真摯

に取り組まれ、一つ一つではありますけれども実

現していっていただいてることに関して敬意を表

する次第であります。私もこれまで市議会に携わ

りまして一つ一つのことが実施されて予算がつい

ていくことにおきまして、まちづくりに携わって

いるという一つの実感を感じているところでござ

います。現在のところでは、国のほうの諸問題の

ほうから述べさせていただきたいと思います。 

 国のほうでは、消費税１０％への増税がほぼ決

まりつつあるようで、国民生活もますます大変な

状況に追い込まれていくのではないか。そしてそ

の結果として経済が落ち込んでいくという悪循環

へとつながらないか心配しているところでござい

ます。今の国政を見ていると、成長戦略を描けな

い国会・日本はなってしまっており、世界をリー

ドする分野や産業、科学の発展などからどんどん

おくれをとってしまっているのではないかと感じ

られ、あれほどたくさんの国会議員が一人一人の

職責をきちっと果たしているのか、もっと少数精

鋭の国会や国のシステムを再構築しなければなら
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ない時代となっているのではないかと痛切に感じ

てしまいます。 

 先週末、大飯原発の再稼働が決定されました。

ことし５月５日からは北海道電力の泊原発３号機

が定期検査のため停止してから全国の５０基の原

発はすべてとまっていましたが、約２カ月ぶりに

原発が動き始めようとしているところでありま

す。それらの流れの中で中村知事の３日前の発

言、それを歓迎する山下伊方町長の発言などか

ら、次は伊方原発が再稼働するのじゃないか、そ

のとき西予市はどう対応するべきかなどについて

質問をいたしたいと思います。 

 まず初めに、伊方原発への対応でありますけど

も、大飯原発再稼働の際には、国は関西広域連

合、とりわけ橋下大阪市長の考えを優先させた側

面があったように思います。それだけ周辺自治体

に配慮をし、関西世論の影響を気にしておりまし

た。それは当然のことではありますけども、伊方

原発の場合、２０キロ圏内では宇和町石城、多田

地区までが該当し、３月に原子力安全委員会がＵ

ＰＺ緊急防護措置区域とした３０キロ圏内は三

瓶、宇和、明浜及び野村の渓筋地区までが含まれ

ます。我が市のこれらの地区は、原発事故に備え

て防災対策準備地域となりましたが、それに指定

された以上、住民としてもそれなりの覚悟を持っ

て日々の生活を送らなければならないわけであり

ます。それらを踏まえて西予市の原発再稼働につ

いての対応方針はどうお考えなのか、市長の考え

をお伺いいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員の第１番目の質

問についてお答えをさせていただきます。 

 自治体首長の第一の責任は、住民の生命・財産

を守ることであります。今回の福島第一原発事故

で学んだことは、原子力の安全神話の崩壊、それ

とたとえ経済効果が期待されたとしても、リスク

の大きな政策は大きな犠牲を払う可能性の覚悟が

要るということであります。 

 しかし、住民の犠牲の上に経済が優先されてい

いわけではありません。そして自治体は、私たち

の未来であります大切な子供たちの生存権を守

る、保障する義務があります。西予市としての方

針は、国、電力会社からの原発の安全基準の明示

とその国民的な理解、安全管理の徹底、情報の開

示、また日本のエネルギーに占める原発の必要性

等について国民の十分な理解が得られたときに初

めて再稼働できるものと考えております。それら

のハードルを超えることなく再稼働はすべきでな

いと考えております。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 今の市長の答弁については、私

も全く同じでありまして、特に経済を優先して再

稼働ありきという考え方は、これは絶対避けなけ

ればならない、そういったことがやはり住民が理

解してということは、これは大前提だと私も考え

ておりまして、大変安心いたしました。その方針

でぜひ今後の対応をお願いしたいと思います。 

 住民感情としては、今多くの方がこの原発の再

稼働について語るわけですけども、その中では否

定的な意見が多くて、再稼働させるべきではない

という意見が耳に届いております。やはり原発事

故に対する恐怖、安全神話の崩壊、福島原発事故

に対する対応のまずさなどがあり、伊方原発を再

稼働をするための道のりは長いと考えるのが妥当

だと思っております。住民が納得するということ

が重要で、西予市民の不安を払拭することなく原

発稼働ということはあってはならず、国や自治

体、電力会社がそれぞれの役割をしっかり果たし

て安全・安心を確保するというのが条件となると

私は思っております。その中の一つに脱原発、つ

まり原発依存をゼロにする、または自然エネルギ

ーなどの再生可能エネルギーへの切りかえ及び導

入の道筋を示していくなどということも含まれか

つ重要なことであると考えるのですけども、この

道筋について理事者はどう考えられるか、お尋ね

したいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 道筋の問題でございますけれども、

当然再稼働の反対への住民の方も非常に多いとい

うこともあろうかと思います。今回伊方原発の再

稼働決定につきましては、まだどういうようにな

るかわかっておりません。そういう中で、恐らく

関西電力の大飯原発とは条件・リスク・取り組み

内容など置かれている状況は非常に違いがあると
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いうこともまず考えなくてはならないんではなか

ろうかなと思っております。西予市においては、

安全・安心を最優先させる愛媛県の姿勢と同じ

く、近隣の市町村とも連携を図りながら情報とも

に共有して、責任を持った対応をしていきたいと

思います。いわゆる脱原発の方向性の中にまた発

想も変わってくるんではなかろうかなと思っては

おるところでございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 その中で私が期待するのは、恐

らく原発再稼働やむ得ない状況になると思いま

す。そういうふうになったときに、やはりこの原

発はあと例えば１０年使うけども、その後は新し

いエネルギーにかわりますよ、あるいは先ほどの

市長のお話にもありましたようにバイオマス発電

とかそういったエネルギーでの依存度を高めます

よといったようなことをぜひ高めていただきた

い。太陽光発電もありますし、風力発電もあると

思います。ただそれがすべてではないということ

も考えられますので、そういった新しいエネルギ

ーへの転換への道筋、これもしっかり示してほし

いということを考えておりますので、その点も新

しい市の方針、そういったものの中で市民に対し

て説明を果たしていっていただきたいと思うわけ

ですけども、理事者の考えはいかがでしょうか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今後の対応の中で脱原発、新エネル

ギーへのいわゆる再生可能エネルギーの方向性と

いうことについての市民へ対するアピールと、そ

ういうことだと思いますけども、先ほどの二宮議

員のご質問のところでもちらっと触れさせていた

だきましたが、私どもはやはり西予市としては再

生可能エネルギーの方向に市としてはシフトをし

ていく。恐らく国の中でも集中から分散という一

つの方向性をエネルギーはやっていかれる方向に

行くんじゃなかろうかなと思っております。した

がって、そのことが行われるとやはり再生可能エ

ネルギー、地域密着型の自然エネルギーも西予市

としては方針をしっかり持ってその方向に地産型

のエネルギー開発というとこへ行き着く方向に持

っていきたいなと、このように思っております。 

 以上です。 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 ぜひそれをしっかりと市民、住

民に知らせていただいて、安心できるようなエネ

ルギーの転換といいますか、流れをつくっていた

だきたいというふうに思うわけでございます。そ

れで、今の原発についてでございますけども、原

発というのが、もうあれは１９８０年ごろに稼働

したのではないかと、伊方原発はそのころ稼働し

たのではないかと思っております。私もちょっと

学生時代に大変原子力発電所に興味がありまし

て、伊方原発の建設の途中に見学に行ったりもし

たんですけども、その当時耐用年数は幾らですか

と聞いたら、３０年と聞いた記憶があるわけでご

ざいます。それが今では４０年というようなこと

が定説になっておるようでございますけども、国

のほうではそれを何かの条件をつけてさらに延長

するというような発想がありまして、そういっ

た、いつまであれがあるんだろうかというような

ことが不安をあおる結果につながっていると思い

ます。仮に４０年としたら、運転開始を４０年た

てば運転を停止し、廃炉にするという約束を近隣

自治体とか住民としなければならないのではない

のかというふうに私は思うわけでございます。ず

るずると運転を引き延ばすということは、住民と

してはちょっと理解できない、納得できないこと

であります。例えば、伊方原発の運転と同時期で

あります１９７６年から７８年に運転を始めまし

た浜岡原発１号機、２号機というのがあるそうで

すけども、これらは運転を終了いたしまして、こ

れから２０年かけて、平成４５年に廃炉にすると

いうような計画が今進められております。時期を

区切って伊方原発も廃炉にし、新たに原子炉を建

設し直すのか、他のエネルギーへの転換を図るの

か、そういったことも我々住民サイドのほうから

電力会社のほうに説明を求め、また私たちもそう

いったことを行動することによって市民が安心し

たエネルギー確保ができるんじゃないかというふ

うに考えますが、自治体としてそういったことを

言っていかないと、電力会社のほうからは、いつ

いつやめますということは言わないでしょうし、

今の段階では、まだそれがはっきりしてないと思

うわけでございます。そういった自治体としての

行動に対して市長はどう考えるのか、お伺いした

いと思います。 



 

－45－ 

○議長 三好市長。 

○三好市長 耐用年数の問題については、非常に

これはなかなか難しい問題でもあろうかと思いま

す。今ほど４０年というようなことを言われまし

たが、今例えば４０年で今の総電力量の能力をず

っとやっていったら、今の原発の数からして２

０％が減ぜられるのが２０２１年、５０％が２０

２９年、すべてがあれになるのが４０年です。２

０４９年だと言われておりますが、そういう流れ

になったときの問題点もまた別にあろうかなと、

このようには思っております。 

 電力発電所の関係につきましては、１市１電力

会社との問題じゃないと認識しております。今回

の福島第一原発事故を受けて立地市町村、立地都

道府県だけじゃなく、すべての地域の問題である

と考えております。国の方向もたびたび変更され

るなど、どの市町村もどの情報を信用してよいの

か困惑している状況でもあります。今後できる限

りの情報収集に努めて当市としての意見をしっか

り持ちながら、何よりも住民が安心できる方向で

結論を導き出せるようにしてまいりたいと思って

おります。 

 原発の対応につきましては、近隣各市町村との

連携は必要でありますが、廃炉の問題は国が責任

を持って基準を定めその処理等を決定すべきであ

るもんでありまして、自治体の判断には適さない

と、このように思っております。 

 以上、答弁とします。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 自治体の判断では確かに難しい

ということ、それはもう理解できます。そういう

中で、やはり住民が福島第一原発の事故で安全神

話が崩壊した今、やっぱり不安を持たないための

説明責任といいますか、電力会社の説明責任、こ

れはどれぐらいもつんですよとかということはし

っかりやっぱり伝えていかなければならない情報

ではないかというふうに私は考えております。 

 それで、次の質問も関連するわけですけども、

原発サイドは設備を更新しているので老朽化して

いない。つまり耐用年数というのは今決められて

ないんですよ、実際には。４０年という一つの数

値はありますけども、先般電力会社が西予市に原

子力発電所についての説明に参りました。５階の

会議室で私どもも聞きましたけども、私そのとき

に耐用年数についてどう考えているのかという質

問をいたしました。そのときの役員、電力会社の

役員の答えは、機械装置は補修をしたり交換をし

たりしているので新品になっているんですという

ような答えでございましたけども、それはそう到

底納得できる答えではなくて、むしろ私が聞きた

かったのは、タービンとか配管類とか計器などと

いうのは交換できて新しくなるかもしれませんけ

ども、やはり原子炉とか原子力格納容器、建て屋

などがどうなっているのかということであったわ

けです。当然それに対して答えというのはないわ

けですから、適当にごまかした答えしかできない

のだなというような印象を持ちました。コンクリ

ート建造物に関しては耐用年数は一般的に５０年

と言われており、原発もそれ以上運転することは

信じられないような気が私はいたしております。

今現在首都高でも道路や橋などでも年月が経過し

たものは老朽化が進んでいるのは、もう国民みん

なが知っていることであります。原発でも同じこ

とで、原子炉の厚い鉄板が運転により薄くなると

いうことも聞きます。ですから、適切な時期に原

発の更新や廃止も必要と考えております。そこを

わかりやすく住民に理解を求めるためにやはり耐

用年数についてははっきりと示されるべきだと思

われます。 

 それで、理事者の考えは、これはもう自治体に

はなじまないということで、その年数を我々がど

うこういうことはできないとは思いますけども、

そういったことをはっきりさせた上であの原発が

あと１０年使われるのか、２０年使われるのか、

そういったことに関しては、やはり今言う原子炉

や建て屋の耐用年数等々がありますので、ぜひと

もこれをはっきりさせてくださいということは市

の方から、西予市だけではなくて、やはり近隣の

大洲市、宇和島市、そして八幡浜市、伊方町、し

っかり協議をしていただいて、今後の計画とかそ

ういったものが全然今は示されておりませんの

で、そういうことに関してもぜひとも住民に知ら

せていただきたい、そう思うわけですけども、市

長のお考えをお伺いいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今の原発の設備の更新の
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関係でございますけども、これは非常に難しい問

題でありまして、新たな原子力規制法案をめぐっ

てご案内のとおり民主・自民・公明３党で修正協

議をされております。原発を稼働から４０年で廃

炉にする条文に見直し規定が盛り込まれるなど、

原発の耐用年数については、いまだ確定的な期限

が示されてないというのが現状と思います。これ

はやっぱり専門的な知見といいますか、そういう

のが必要であろうと思うんです。だから先ほども

申しましたとおり、この問題については国の責任

で明確にすべきであって、市町村からはそういう

要望等々は今後も議会もやられるでしょうし、行

政側も要望することはやぶさかではありませんけ

れども、やはり国が示すべきだと私は思います。

やはり今国が逃げたらいけない、このように思う

わけであります。 

 以上です。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 市長のおっしゃることはごもっ

ともだと思います。その中で、私も住民のほうか

ら当然我々議員に対してもあの伊方の原発、再稼

働させるのかどうかということは住民はわからな

いので議員にも言ってまいります。ですから我々

にも説明責任があるし、市としても住民に対する

説明はある程度できることはしていかなければな

らない。耐用年数に関してはもちろん国が決める

ことでございますけども、西予市としてはこうい

う考えを持っておる、そういったことをやっぱり

機会があるたびにぜひ市長の口が伝えていただき

たいし、やっぱり市長がいろんなところで発言さ

れたことを住民は非常に気にしておりますので、

それは議会ともども今後しっかりと取り組んでい

きたいというふうに思うわけでございます。 

 原発の問題は以上にいたしまして、次に通学路

の安全についての質問に移ります。 

 ４月２３日の朝、京都府亀岡市の歩道で集団登

校中の児童９名と保護者１人の列に無免許による

１８歳の少年が運転する車が突っ込み、そのうち

３名が死亡するという痛ましい事故が発生いたし

ました。６月５日には今治市において男子中学生

２人がはねられる重症というような通学中の事故

が発生しており、これらはほんの一例で、しょっ

ちゅう通学時の事故は起きているという現状があ

ります。 

 そこで、西予市内の通学上危険箇所というのが

いろんなところにあると思うんですけども、こう

いった事故があるわけですから、西予市でそうい

った事故が起こってほしくない、そう願うのはも

うだれしも同じことだと思います。現在市のほう

で通学上危険箇所をどういう形で把握して、どの

程度把握しているのかをお尋ねいたしたいと思い

ます。 

 

○議長 宇都宮教育長。 

 

○宇都宮教育長 ただいまのご質問でございます

が、危険箇所の把握につきましては、各学校にお

きまして毎年度年度当初に通学路点検を実施いた

しております。この点検の中で通学路の危険箇所

の把握に努めておるということでございます。 

 また、１学期中にＰＴＡや防犯協会の協力を得

まして、校区内の危険箇所の点検も行っていると

ころでございます。日常的にも教職員の登下校指

導や保護者の皆様方、地域の皆様方からの情報を

収集しておりますので、可能な限り危険箇所の把

握を行っているという状況でございます。ちなみ

に現在教育委員会のほうで把握している通学上交

通の危険箇所の箇所数でございますが、小学校・

中学校合せて１２５カ所という箇所を把握してお

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 １２５カ所あるということでご

ざいますけども、それが例えば具体的にどのよう

な箇所と考えられているのか、それに対してどの

ような対策をしているのか、わかればお聞かせ願

いたいと思います。 

 

○議長 宇都宮教育長。 

 

○宇都宮教育長 ２点ご質問あったかと思います

が、どのような箇所かというのは、手元にはそれ

ぞれ持っておりません。基本的には、通学路が狭

い、交通量が多いというのが基本になるかと思い

ます。通学路において基本的な条件とした見通し

がよいかどうか、それから交通量が少ないかどう
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か、それから歩道が車道と分離されているかどう

か、こういうものが基本になってますんで、そう

いうものが十分に確保されてないというのがほと

んどかというふうに理解しております。 

 それと、安全確保の問題ですが、通学路の安全

確保、物理的な条件ばかりでなく、安全を考える

上で設備面でなく、子供の安全の意識向上、環境

面についても考慮しなければならないということ

で実施いたしているところでございます。子供に

対しましては、安全教育、安全教室の実施による

歩き方とか自転車の乗り方指導、それから日常的

かつ継続的な安全指導を実施する中で安全行動へ

の理解や安全意識の高揚など、子供自身で危険回

避できるような能力の向上を図っているところで

ございます。環境的な面につきましては、見守り

隊、スクールガード、交通安全協会、ＰＴＡ等に

よります見守り活動や交通安全指導員の皆様など

による子供の安全を守る取り組みがご存じのとお

り各地で実施されているところでございます。こ

のような安全確保上非常に重要なソフト面もござ

いますので、これらとともに総合的な対策で安全

の確保と検証を今後とも続けてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 今おっしゃられたような非常に

問題な場所は西予市には、西予市内に限らず日本

全国いろいろございまして、これといってそれに

対する直結するような対策というのはなかなかな

いわけでございますが、その中におきましても、

例えば先生や保護者の方々が登校時に出ていろい

ろと子供たちの安全を守っているといったような

姿に対しては、大変敬意を表するものでございま

す。やはり子供たちが事故を起こしてほしくない

という願いはある一方で、現実的には、例えばト

ラックのタイヤが突っ込んだりとかクレーン車が

突っ込んだという事故も過去に聞いております

し、いつそういうことが西予市で起こるかもわか

らないわけでありますが、そういったことが起こ

るたんびに、次起こらないようにどうしようかと

いうふうに、身近にそういった危険はないかとい

ったことを考えるわけでございますけども、特に

子供たちに責任があるわけではないのに事故に巻

き込まれたといったようなことに関しては、罪の

ない子供たちを守る方法をもっと考えれないのか

と思うわけでございます。それで特に亀岡市の事

故については、子供たちが大変気の毒でならない

わけでありますけども、そういった事故が起こっ

た後に市として通学や安全に関して見直したこと

はあるのでしょうか。 

 

○議長 宇都宮教育長。 

 

○宇都宮教育長 議員のおっしゃられた痛ましい

事故の後を受けて６月の最初に文部科学省のほう

から通学路の安全の徹底依頼ということで通知を

受けております。私どものほうもこれを受けまし

て、各学校に道路の状況や地理的な状況を含めて

通学路の見直しや通学方法の検討ができないか、

さらなる改善ができないかというふうにお願いし

て調査を依頼しているところでございます。設備

面につきましては、現在文部科学省、国土交通省

及び警察庁の３省庁が連携して、通学路における

緊急合同点検調査実施要領というものが作成いた

しております。この要領に基づき先ほど申しまし

た調査検討をしておりますので、この期限が私ど

も６月と定めておりますので、それを受けまして

学校側が危険だと、学校だけでは対応できないと

いうような箇所がございましたら、この３者、で

きるだけ３者に、道路管理者、警察、私ども、さ

らには、できるだけ地元の住民の皆様も加えた上

で現地でおいて合同調査をした上で対策を練ると

いう対応を現在考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 ちょっと私、そういうことまで

やられておるというのは知らなかったもので、そ

ういったことをやっていただけたら大変安心でき

ると思うんですけども、やはり行政がある程度リ

ーダーシップをとってそういった安全を守ってい

かなければならないという面もあるかと思うんで

す。学校サイドあるいは保護者がやらなければな

らない問題もあると思いますし、子供たちがきち

っと整列に並んで歩かなければならないとか、そ

ういったこともあるかと思います。そういった中

でやはり設備などに関しては、ぜひとも行政に整



－48－ 

備していただきたいと、こう思っとるわけでござ

います。 

 それで、そういう中で、やはり道路に関してな

んですけども、小・中学生や高校生あるいは自転

車通学生などが同時に３つの学校の生徒が通る道

路を通勤の車の通り抜けといいますか、そういっ

たのが通っている例が、ちょうど宇和町内の商店

街にあるわけでございます。そこが私は大変危険

だなと思っておるわけですけども、小学校へ行く

ところは時間帯朝の７時半から８時半ぐらいまで

は車は入っていけないなどというような対策はと

られており、これは大変効果があるんではないか

と思うわけでございますが、そういうようなとこ

ろに関して進入禁止とかそういった措置をとるこ

とができないのか、それについてちょっとお尋ね

したいと思います。 

 

○議長 宇都宮教育長。 

 

○宇都宮教育長 確かに通学時間帯に通行を制限

するということは、子供たちにとって安全が格段

に向上できるものになろうかと思います。ただこ

の件に関しましては、警察や公安委員会の関係が

あります。また、ましてや地元の方々につきまし

ては、その道路が生活道であるということも関連

しますので、慎重な対応が必要かと思います。で

ございますから、先ほども申し上げましたとお

り、学校だけで解決できないそういう問題につい

て、道路管理者、警察を交えて現地で話し合いを

してどう対策を練るかということを指導をいただ

きながら教育委員会、学校としての交通安全対策

案をそれぞれつくってまいりたいというのが現在

の考えでございます。なかなか１つの道を通行ど

め、時間制限というのは、対外的、地元の問題も

ございますし、困難な点もあろうかと思いますの

で、そのような答弁でご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 教育長からの答弁いただきまし

たが、これに関しては教育部門だけではなく、や

はり道路管理者として市道の場合は市のほうで積

極的に取り組んでもらわなきゃいけない。それで

もし進入禁止にできないのであれば、例えば啓蒙

する看板ですよね、安全確保するための。そうい

ったものはきちっと立てるということなんかは可

能じゃないかと思うわけですけども、特に危ない

のがやっぱり宇和中から下松葉のあたりとかなん

かは、私の身近でも、これ何とかならないのかな

と、やはり通り抜けの車が非常に多い。これはや

っぱり日ごろから５６号線の混雑化を何とかした

いということは、常に長い間議会の中でもテーマ

となっておることなんでございますけども、そう

いう中で市の管理者のほうでそういった朝の時

間、通学路ですよといったような看板とかの充実

を図っていくことは大変有効なんではないかと思

うわけですけども、そういう看板設置などによる

安全確保はできないのか、理事者の考えを伺いた

いと思います。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 道路管理者の立場からとい

うことでございますので、私のほうからただいま

のご質問についてお答えさせていただきます。 

 先ほどもありましたように、道路というものは

あまねく通る、それを使用する人すべての方を安

全じゃなくちゃならないと思うわけです。看板一

つ立てるにしましても、やはりなかなか公安それ

から地域の方、どこへ立てるのか。立てたらいい

ことはわかっておっても用地とか道路の機能上不

適切な場所、いろいろあります。これは地域の安

全協会あるいは地域の皆様と今後協議しながら可

能なものは前向きに取り組んでいけたらいいとい

うふうに考えております。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 ぜひ、まず商店街の中の危険な

ところ、一番あると思いますので、それに対して

は取り組んでいっていただきたい、そう思いま

す。 

 次に、小学校の再編と学校の跡地利用について

お伺いいたします。 

 現在の小学校再編につきましては、当初の計画

から若干おくれているところがあるというふうに

聞いておりますけども、当初計画されまして計画

がずれてきたり、現状進んでいっているところに
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ついてお尋ねしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ご質問の学校再編における当初

計画と違っているところはという質問でございま

すが、平成２１年１０月に策定いたしました西予

市小学校再編計画における最終的な再編目標時期

といたしまして、明浜地区が平成２４年４月１日

となっておりますが、進捗状況によりまして、現

在では保護者、地域の皆様の同意が得られた後、

できるだけ早い時期に統合の計画となっておりま

す。 

 宇和地区では、（仮称）宇和下小学校の統合が

段階的な統合を経て平成３３年４月１日、（仮

称）宇和上小学校の統合が平成３１年４月１日と

なっております。現在の計画のとおりでございま

す。野村地区におきましては、平成２６年４月１

日、城川地区では段階的な統合を経て最終的に平

成２５年４月１日となっておりますが、進捗の状

況からり野村・城川地区においては、当面の目標

としてそれぞれ１年先送りになっている状況でご

ざいます。 

 統合の時期が決定していますのは、現在三瓶地

区のみでございます。唯一関係校の調印が終わり

まして統合が決定している三瓶地区では、当初計

画の平成２５年４月１日が、東日本大震災の関係

もありまして新校舎の建築が１年延びたために平

成２６年４月１日に変更になっております。他の

地区では統合の時期が決定していない状況でござ

いまして、再編計画における統合時期の早い地域

において再編計画に沿って保護者や地域の皆さん

の賛同を得るべく協議を続けている状況でありま

して、当初計画の再編時期からは少しずつ先送り

傾向となっている状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 現状についてご報告いただきま

して理解することができました。 

 計画と実施とがずれてくるというのは、これは

私はやむを得ないことではないかと、こう思うわ

けでございますが、その原因というのは何かとい

うことをお尋ねしたいんですけども、やっぱり一

般論としては地域的なやっぱり気持ちといいまし

ょうか、心情的なものがあるのは、これは十分理

解できるわけでございますけども、一方ではやは

り子供たちのスポーツとか音楽とかいろんな集団

的な活動をしていく中では、統合を早くしてほし

いという方もその中にはおられると思うわけでご

ざいます。ですので、やはり理解が得られること

は、もうもちろん重要なことで、それが必須条件

とは思うんですけども、そこらに対してそれ以外

の原因など、一般論以外の原因などありましたら

お聞かせ願えたらと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 学校再編が計画から若干おくれ

ているという原因は何かということでございます

が、教育委員会におきましては、保護者や地域の

方々に再編計画を押しつけるというのではなく、

ご理解をいただいた上で十分に話し合ってご理解

をいただいた上で進めるという方針をとっており

ますので、話し合いまた協議を重ねながら小学校

の再編を現在推進しているところでございます。

進め方といたしましては、まず関係校の保護者と

の協議、そこで過半数の賛同を得られましたら、

次に地域の皆さんとの協議に入ることとしており

ます。その中にはいろいろな統合についてのご質

問と不安な点とを出し合いながら話し合いをして

いるところでございますが、現在は再編計画に対

して保護者の皆さんの賛同をいただけるように積

極的に説明会とか懇談会を進めているところでご

ざいます。 

 しかしながら、中には賛同を得ている校区の保

護者もございますが、統合関係校の保護者全体の

過半数の賛同を得るには、今後も引き続き協議を

重ねていく必要があるということから、現在先送

りになっているのが主な要件でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 賛同がなかなか得られないとこ

ろがあるということ、それは十分理解はできるわ

けでございますが、それで積極的にやはり取り組

んで教育部局のほうでこれもリーダーシップとっ

てやっていただかないと、一年一年と延びていき

ますので、今言われた１年おくれというところは
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しっかり守って意気込んでやっていただきたいと

思うわけでございます。 

 それで、最終的に宇和上小学校、宇和下小学校

というのがあるわけでございますけども、それが

今、これは当初の計画どおりということですが、

まだまだこれは先の話と思うんですけども、今前

の計画がおくれていくことによって、最後のとこ

ろまでおくれると、そういったことがないのか、

あるいはもうちょっと前倒ししてやりながら最後

は協議のほうを進めていきながら最終的には目標

どおりに終わらせるということが必要じゃないか

と思いますし、前段でいろいろやった経験とかノ

ウハウが蓄積すると思いますので、最後の再編計

画の最後は、やはり計画どおり終わらせていって

ほしいなと思うわけですが、そこらに対しての見

通しはいかがでしょうか。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 仮称でございますが、宇和上

小、宇和下小の最後の再編に与える影響等につい

ての質問でございますが、小学校の再編計画は、

計画区域が旧町単位で計画の推進としておりま

す。その関係で宇和上・下小学校の再編計画に与

える影響は少ないものと考えております。今後そ

れぞれ今までに培ってきた経験・ノウハウを生か

しまして、宇和地区におきましても西予市小学校

再編計画に沿って保護者や地域の皆さんと今後十

分に協議を重ねながら推進をしていきたい、その

ように考えております。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 それでは、再編のほうは、スケ

ジュール、最終的には予定どおりで終わらすとい

うことでぜひ頑張っていただきたいと思うわけで

すが、再編とあわせまして跡地利用についてちょ

っとお尋ねをしたいと思います。 

 厚生常任委員会で所管調査をしたわけでござい

ますけども、三瓶町下泊小学校の校長室等を下泊

診療所として使う計画があるということを現地で

確認いたしました。このような廃校利用再利用は

住民にとっても望ましいことであり、このような

場所を中心にコミュニケーションの場や今後の福

祉の場が提供されていくのではないかという期待

感を持ったわけでございます。 

 そこで、やっぱりそういった取り組みとあわせ

て再編計画も進めてほしいなと私思うわけでござ

いますが、既に廃校となっている跡地の活用の見

直し、あるいはそれをどのように考えているのか

をお伺いしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 跡地についての活用計画につい

てのご質問でございますが、跡地利用につきまし

ては、基本的には今後廃校となる学校施設の跡地

利用については、地域の皆さんに市教委といたし

ましてはいろいろな全国の先進地の具体的な跡地

の活用事例、そういったものを提供しながら、地

域としてはどのように跡地を利用活用していきた

いかなど十分に協議を重ねられましてご意見、ご

要望をいただく中で、市としては支援のあり方を

今後検討し、跡地利用を推進していきたいと、そ

のように考えております。 

 そこで、下泊小学校の跡地利用でございます

が、屋内運動場及びグラウンドについては、現在

社会体育施設として活用をしているところでござ

います。校舎につきましては、今年度校舎の一部

を改造して来年４月に診療所を開設する計画でご

ざいます。 

 以上、そのように廃校となった学校施設の有効

活用を今後十分に図っていきたいと、そのように

考えております。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 跡地活用についてですけども、

今の答弁でございますと、地域を中心に考えてい

ただきたいというようなご答弁でございましたけ

ども、やはりそれも積極的に地域の声を聞きなが

ら、あるいは今のお答えにありましたように情報

提供をしながら活用していかないと、それがその

ままになってしまうというような心配をしており

ます。例えば明浜西中とか惣川の小学校や例えば

ほかにも支所などもあると思いますけども、そう

いった跡地利用がいろんな面において潤滑に進ん

でないんではないかというようなところを見受け

られるわけでございますが、そういったことにな

らないように、小学校については積極的に跡地利
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用については地元に対して行政がリーダーシップ

をとって取り組んでいただきたい。例えば福祉施

設などに利用するのが相当であるというような、

私はそういう考えがあるわけですけども、ケアハ

ウスのようなそういった老人施設などに利用でき

ないのか、そういったことを一緒になって考え

て、それを提供しながらやはり再編の話も進んで

いけば、もう少し地域の皆様も小学校の統合につ

いても理解が含められると思います。ですので、

今ほど部長の答弁にございましたので、答弁は要

りませんけども、そういった活用を積極的に再編

とあわせてやっていっていただくようにお願いし

たいと思います。 

 それでは続きまして、最後の伊賀上野田バイパ

スの取り組みについてご質問いたしたいと思うわ

けですけども、これにつきましては、西予市合併

してからよりもむしろ合併前の時代に非常に盛ん

に議論されておりまして、宇和町の中では悲願で

あったと言ってもいいぐらいいろいろと議会の中

でも議論がありました。それの現状をどう今西予

市としてとらえられているのか、市長の考えをお

伺いいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 伊賀上野田バイパスの今日

の現状ということについて私のほうからお答えを

させていただきます。 

 この構想につきまして、平成１３年３月策定の

宇和都市計画マスタープランにおきまして、一般

県道宇和明浜線伊賀上バイパイ交差点から一般県

道宇和高山線に接続する南側外周道路を整備し、

新たな産業拠点などと有機的に連絡することを主

眼とした迂回ルートとして位置づけられておりま

す。 

 また、新市になりまして平成１９年３月策定の

西予市都市計画マスタープランにおきましても、

市街地外周道路の検討として位置づけておりま

す。これに関連する改良工事等につきましては、

平成１７年３月に主要地方道宇和明浜線伊賀上バ

イパスが供用開始されておりますが、その後本ル

ートの延長は具体的に進展していないのが現状で

ございます。 

 

○議長 松山清君。 

○９番松山清君 今おっしゃられたようにこのル

ートに関してちょっと地域の住民の声をどう考え

るかということをお伺いしたいんですけども、や

はり合併前に比べると地域からの声というのがな

かなか市に届きにくくなっているということは、

実態としてあると思います。 

 しかし、やはり住民の声を一人一人聞いてみる

と、やはりこれ絶対欲しいのよというのが地域の

方々の声であります。合併の際、一たん沈下して

しまった声を出していないということが考えられ

るわけでございますが、本当に必要でないのか、

それが重要だと思います。つまりもうみんな必要

でないと考えているのか、必要だと考えているの

か、それが重要だと思うわけであります。 

 そこで、やはりそういったことも行政もある程

度リーダーシップをとっていかなくちゃいけない

と思うわけですけども、今の段階ではなかなかそ

の声を出しづらいというような状況でございます

けども、そういった地域の声については、どう今

とらえられておるのか、お尋ねいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 地域の声ということであり

ますが、高速道路の開通、そういうような環境の

変化もございまして、今後なお検討を時節に応じ

て加えてまいらないといけないとは思っておりま

すが、先ほども述べましたように、本路線は地域

住民の皆様の意見を反映した新市の都市計画マス

タープランにも位置づけられておりまして、地域

の声は当然のこと、市域全体の広域行政基盤の整

備を進める上では、位置づけとしては重要な路線

であると考えております。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 重要な路線であるというご答弁

でございましたが、今後俵津から新市立病院への

アクセスあるいは高山から西予宇和インターチェ

ンジへのルートなどなど、地域の土地の有効活用

等々も含めまして非常に重要な状況となってくる

のじゃないかと思います。 

 そこで、もう少ししっかりと西予市の今言われ

た位置づけであるなり、重要性をしっかりと県と

連携して実現していく。そのためには、西予宇和
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インターチェンジから伊賀上バイパスの延長とし

て整備を要望することができないかということで

ございます。現在のままだと高速道路が宇和島ま

で延伸した現在では、バイパスの利用が非常に激

減しているというように見受けられます。現状の

ままでは、せっかくあのバイパスができたのに、

それを利点や有効活用ができていないのではない

か。そして西予のまちづくりの中においては、さ

らにしっかりと活用を図っていくことがこの町の

発展にもつながるのではないかと考えるわけでご

ざいますけども、理事者の考えをお伺いいたしま

す。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまの宇和インターチ

ェンジから伊賀上バイパスの延長として要望をし

ていくことができないかということでございます

が、市としましては、平成１７年ころから愛媛県

へ伊賀上野田バイパスの県道新設整備これを要望

いたしておりまして、今後とも現在のバイパスの

さらなる有効な活用を行うべく路線の重要性をか

んがみて引き続き要望していきたいと考えており

ます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 最後にお尋ねするんですけど

も、これまでの長い間この問題議論されてきまし

たが、県としてのとらまえ方がまだまだ低いので

はないかというふうに私は感じております。平成

１７年に要望したというご答弁でございました

が、県のほうに行って、その点どうとらえている

んですかということを聞いたところ、そういう要

望が西予市にはあるんですかというようなお答え

でございました。それはやっぱり私たちはもうず

っと長年にわたってこの問題を何とか実現したい

というふうに思っておるわけですけども、今部長

が答えた要望しているのだがというのは、要望し

たままほったらかしになっとるいうように私は解

釈されるわけでございます。ぜひともこれを実現

しようという気持ちをもう一回高めて県のほうに

も要望していただきたい、そう思うわけですけど

も、市長の考えをお尋ねしたいんですけど。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 県に対する要望活動でございますけ

ども、今ほど部長が答えましたとおり、平成１７

年ごろからずっと西予市としては自民党県連主催

の知事陳情に常に出しておるところでございまし

て、それを県の土木の担当の方々がわかってない

っちゅうのは、それは大変なことです。出てると

いうことだけは、これは知事陳情に私どもは出し

て受けておられるわけですから、それはその発言

は恐らく大変な問題になります。そうやなしに、

私どもは常にこういう問題を、今はまた民主党の

ほうにもそのような時にも出しておりますが、ぜ

ひそういうこともご理解をいただいて活動は続け

ていくということであります。 

 以上です。 

 

○議長 松山清君。 

 

○９番松山清君 いろいろとご質問したり要望し

たりしたわけでございますけども、やはり西予市

の町を今後活性化していくあるいは発展させてい

くためには、伊賀上のバイパスというのは基幹道

路といいますか、三瓶や明浜にもつながる重要な

道路となると思います。ぜひともこれの実現に向

けてのともしびといいますか、その心意気は絶や

すことなく実現に向けて理事者も一緒に頑張って

いただきたい、それを申し上げまして、私の一般

質問を終わります。どうもありがとうございまし

た。 

 

○議長 次に、１番源正樹君。 

 

○１番源正樹君 皆様、改めましてこんにちは。

議席番号１番源正樹です。 

 まず初めに、私ごとですが、一言ごあいさつを

申し上げます。 

 ことし４月２２日の市議会議員選挙におきまし

て、市民の皆様方から本当に大きなご支援を賜り

ましてきょうこの場に立たせていただいておりま

す。初心を忘れることなく市民のこの皆様の声を

生かして、私たちが住む西予市が、みんなが誇れ

る、そして住みたくなる町になりますよう全力を

尽くしてまいります。三好市長を初めとする理事

者の皆様方、そして後ろにお座りいただいており
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ます諸先輩議員の皆様、そしてきょう傍聴に来て

いただいている市民を代表とする皆様、まだまだ

経験の浅い、そして若い新人議員でございます。

本日の質問でも至らぬ点あるかと思いますが、今

後ともご指導そしてご鞭撻をいただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議長より発言の許可をいただきまし

たので、通告書に従いまして４つの施策について

質問をさせていただきます。 

 最初に、西予市の未来ら担う世代への支援につ

いて質問をいたします。 

 ここ西予市も急速に高齢化が進んでおり、限界

集落対策や介護問題など超高齢化社会への対応は

本当にいろいろな議論がなされ、またさまざまな

施策が実行されております。そうした高齢者の方

への対応は大切なのは当然です。 

 しかし、この先将来を考えるとき、１０年先、

２０年先この西予市の未来を担うのは今の子供た

ちであり、またその子供たちを育てている世代で

ございます。結婚を支援し、安心して子供を産む

ことができ、安心して子育てができる持続力のあ

る、そしてさらに活力のある町になるためにも、

子育てや結婚策などへの支援を強化し、西予市と

してこの世代を応援する必要があると考えます。

６月１１日付の愛媛新聞記事に、アンケート記事

として、他の地域に比較すると南予地方の未婚の

方は大変結婚に消極的であるという記事が載って

おりました。出会いの場やきっかけが限られる

中、行政が主導権を持ち、いろいろな策を講じる

必要があると思います。西予市ではせいよクロー

バークラブを通じてさまざまな結婚支援をされて

おると思います。これまでの活動実績とそれに基

づくこれからの方針について、まずお尋ね申し上

げます。 

 また、これは具体的な数字になりますが、西予

市の成人特に３０代、これの未婚率は今いかほど

でしょうか、お尋ね申し上げます。 

 また、愛媛県では、昨年７月より愛媛県結婚支

援センターが愛結びと名づけて新たな制度を始め

ており、南予地方では宇和島市と大洲市に連絡所

が設置されております。このような県単位の事業

との連携も大切ではないかと思いますが、これか

ら共同イベント等など実施してもよいのではと思

います。それについてお考えをお聞かせいただけ

ればと思います。 

 次に、子育て支援ですが、今年度より児童医療

費助成制度が導入され、小学生の入院費について

は全額助成が出ることになりました。乳幼児医療

費助成費からさらに一歩進んだ支援が実現できた

のは、本当に大きなことだと思います。ここに

７，５００万円予算が計上されておりましたが、

これは私の理解では、乳幼児分と合せての予算か

と思います。今年度から導入されました児童医療

費入院助成分の予算額はまず幾らでしょうか。 

 また、財政上予算に制約があることを承知で伺

いますが、これを通院まで、中学入学までのすべ

ての子供に通院まで無料にすると、そういった場

合にどの程度がさらに予算として必要となるでし

ょうか、もし試算等あるんでしたら教えていただ

ければと思います。 

 次に、ファミリーサポート制度について質問を

いたします。 

 平成１７年度より厚生労働省の事業として、次

世代育成支援対策推進法が導入され、全国的にこ

の制度に取り組む市町村がふえております。一昔

前なら自分の親や近所の人に頼めたようなちょっ

としたこと、保育園の迎えに間に合わないから迎

えにいってほしい、熱が出て病院へ連れていきた

が、下の子は元気だから連れていきたくないな

ど、地域の子育てを地域全体で応援しようという

のがファミリーサポート制度でございます。核家

族化や少子化が進んだ現在では、ここ西予市でも

家庭が孤立しやすい環境で子育てをしているとそ

ういった声を同じ世代から聞いております。現在

平成２３年度で全国６６９の市町村で導入され、

愛媛県内では９の市町村で既にこの制度が導入さ

れておりますが、西予市としてこの制度を導入す

るお考えがあるかどうか、それについて総合的な

ご意見を賜ればと思います。 

 次に、新病院計画についてご質問しますが、こ

の建設計画の中に婦人科を入れるという一文項目

がございました。全国的に医師不足が叫ばれる

中、特に小児科医、産婦人科医に関してはどこの

行政、そして自治体でも足りていないのが現状で

ございます。ここ南予地方でも大洲病院に始ま

り、野村病院そして八幡浜市立病院とすべて産婦

人科がないのが現状でございますが、この計画に

入れていらっしゃいます婦人科につきまして、産

科まで対応する予定はありますでしょうか、お尋

ね申し上げます。 
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 次に、市長が取り組まれております楠本イネを

生かしたまちづくりについて質問いたします。 

 ４月から東温市の坊っちゃん劇場でミュージカ

ル「幕末ガール」が始まり、先週６月１２日は文

化会館で市民の皆さんが参加されました「幕末の

町医者」が上演され、今年度から西予市おイネ賞

事業もスタートをしております。日本初の産科女

医として幕末の激動の時代を生きた楠本イネ、町

ゆかりの偉人の歴史を知り、そしてその足跡を知

ることは、子供の教育にもそしてまちづくりにも

本当に大切なことと思います。 

 また、対外的に西予市そして卯之町をアピール

するためにも、積極かつ継続的な取り組みが必要

かと思いますが、楠本イネをどのように今後まち

づくりに生かしていくのか、理事者のお考えをお

聞かせいただければと思います。 

 次に、市政情報のあり方について質問をいたし

ます。 

 行政情報を広く公開することは時代の要請であ

り、市民の皆様の信頼を得るために、そして災害

時の緊急情報伝達など常に行政として情報を発信

しなければなりません。その方法として市報を中

心とする紙媒体、防災無線、そしてきょうも入っ

ておりますがケーブルテレビ、そしてインターネ

ット、広報せいよにつきましては、３月号より紙

面構成が大幅に変わり、今月号の紙面でも女性と

男性の写真が来たりと、大変おもしろくなったと

市民の皆様からも好評を得ておりますが、その中

で特にホームページについておくれをとっている

ように私には思われます。先日行われました市長

並びに市議会議員選挙でもなかなかその情報がな

かったというのが実情ではないかと思います。こ

れから観光やこういったまちづくりを若い世代に

ＰＲしていくためにも、ホームページはもっとも

っと力を入れるべきではないかと私は考えます

が、西予市ホームページの情報更新、現在どのよ

うに運用されているでしょうか。また、今後具体

的にホームページを改善される予定はありますで

しょうか、お尋ね申し上げます。 

 また、情報発信に関してもう一つ、現在佐賀県

武雄市に代表されるように、ホームページにかわ

る手段、情報伝達手段としてフェイスブックやツ

イッターといったソーシャルネットワークサービ

スを積極的に導入する基礎自治体がふえておりま

す。武雄市では昨年７月に市ホームページをフェ

イスブックページに完全移行しまして、ホームペ

ージの月平均アクセス数５万件から２００万件、

４０倍になっておるということです。アクセス数

の増加だけでなく、こういった新しいサービスを

導入することで、住民の皆様と直接意見のやりと

りができる、そして災害時の情報発信にも大きく

貢献できると言われており、導入に大きなメリッ

トがあるのでは、私は考えます。県内では、まず

愛媛県中予地方局、そしてお隣の八幡浜市が八幡

浜市みかん課という名前で試験導入をされており

ます。西予市としてソーシャルネットワークサー

ビスを導入する予定はありますでしょうか、お尋

ね申し上げます。 

 次に、西予ジオパーク構想について質問をいた

します。 

 海抜ゼロメートルから１，４００メートルまで

大変自然豊かな西予市、ジオパークは大地の成り

立ちや地質をメーンテーマにした自然そして地質

公園であると理解しております。城川町に広がり

ます黒瀬川構造帯を中心に明浜町と三瓶町の海、

穀倉地帯でもある宇和町、そして野村町と城川町

に広がる山林、この大きな町を有機的に結びつけ

るためにも、そして市民の皆様が町をもっと深く

知るためにも、平成２６年度の日本ジオパーク認

定をぜひなし遂げたいと私自身も思います。 

 しかし、先ほど二宮議員の質問にもあったかと

思いますが、現状ではまだまだ市民の皆様へ理解

が浸透しているとは言いがたい状況だと思いま

す。今年度よりジオパーク推進室も設置され、今

後のどのように行動されていくのか注目しており

ます。 

 そこでご質問ですが、日本ジオパーク認定を目

指す上で必要なことは何でしょうか。 

 また、高知県室戸市、同じ四国の中で世界ジオ

パークにまで認定されております。四国・室戸市

におきましては、どのような形で取り組まれたの

か、また世界ジオパークに認定された後に具体的

にどのような経済効果があったのか、具体的な事

例をご存じでしたら教えていただければと思いま

す。 

 済みません、駆け足で。最後の質問になります

が、再生可能エネルギーへの取り組みについて質

問をいたします。 

 福島原発事故から始まり、現在国の電力事情は

大変逼急をしておるにもかかわらず、大飯原発は
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再稼働し、１８日は中村愛媛県知事も厳しい条件

つきながら伊方原発は必要であると一歩踏み込ん

だ発言をされております。 

 しかし、三好市長におかれましては、私の聞い

たところ、４月２８日開催されました脱原発を目

指す市長会議に愛媛県の市長の中でただ一人参加

されたと聞いております。このことは実に大きな

市長の決断であると思いますし、深く私も共感い

たします。具体的に再生可能エネルギーの取り組

みといたしまして、西予市では今年度より太陽光

発電システムの設置補助金が支給されるようにな

っております。具体的に現状で４月から現在まで

何件ほどの申請があったか教えてください。 

 また、これは新聞記事からの引用でございます

のであれなんですが、城川町にあります城川ロッ

ジに小型発電所、小型水力発電所を設置され、こ

れを導入されるということを朝日新聞だったと思

うんですが、拝見させていただきました。そのた

めの城川ロッジ水力発電所設置のための予算額に

ついてまずお尋ねいたしたいと思います。 

 以上、４点につきお伺いいたしまして一般質問

とさせていただきます。お願いいたします。 

 

○議長 宇都宮教育長。 

 

○宇都宮教育長 最初に、西予市の結婚支援に関

して３点ほどご質問があったかと思います。ご質

問について順次お答え申し上げたいと思います。 

 １番目の西予市の３０歳以上の方の未婚率とい

うご質問ですが、直近の２２年の国勢調査により

ますと、３０歳代で未婚の方、結婚されてない方

は１，２６１人西予市におられます。率で３２．

２％となります。なお、これを男女別で見ます

と、３０代男性では未婚率３９．５％、女性では

２４．６％というデータでございます。 

 続きまして、２点目のせいよクローバークラブ

についての活動実績と今後の取り組みをどうする

のかという質問でございます。 

 クラブでは例年２回のイベントを実施いたして

おります。平成２３年度の１回目は、市内の喫茶

店で開催いたしましたが、男女２９人が参加され

まして、２組のカップルが誕生いたしました。２

回目は市内の結婚式場で３１人が参加し、４名の

カップルが誕生いたしております。このほか宇和

地区の協議会とか公民館での婚活イベント等も行

われているところでございます。西予市では推進

委員さん５３名委嘱しておりますが、この委員さ

んの地道な活動により、２３年度においては３名

の結婚が成婚に至ったということでございまし

て、活動を始めた１７年度から合わせると１６組

が結婚されたという実績でございます。今後のク

ラブの活動の方向ですけども、独自の活動、イベ

ント計画は継続的に開催するのと同時に、えひめ

結婚支援センターのメールマガジンへの無料登録

の呼びかけとか愛結び、これ有料なんですが、愛

媛県のやっておる愛結びの紹介等を進めいって連

携して結婚活動、相談活動を進めていきたいと思

います。 

 あわせて本年度２４年度からは、西予市が結婚

支援センターの応援企業登録を行いまして、セン

ターとの連携を一層図っていきたいという考えに

あります。 

 続きまして、３点目の愛媛県の婚活プロジェク

ト愛結びを利用している西予市の方、西予市在住

の方について、人数についてお問い合わせがあり

ましたのでご説明いたします。 

 県下の愛結び登録者数は、本年２４年５月末で

全県で１，７２１人いらっしゃいますけども、う

ち南予の登録者が２２０人で、西予市は３７人と

若干少のうございます。３７人が登録されており

まして、男性２２名、女性１５名という内訳でご

ざいます。若干今数字は少ないんですが、今後と

もえひめ結婚支援センターの連携、それから民間

企業との共同等あらゆる活動を通しまして結婚問

題の解決に取り組んでまいりたいという所存でご

ざいますので、ご指導、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。答弁といたします。よろしくお願

いいたします。 

 

○議長 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 それでは、ただいまの源議

員からの子育て支援対策についての４点のうち３

点につきまして、それぞれ私のほうから答弁させ

ていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございますが、今年度より児童

医療費助成制度が導入されたが、それに伴う予算

規模はというふうなことでございますが、児童医

療費助成制度の導入に伴う予算規模は、平成２２

年度国保世帯の小学生入院を参考にさせていただ
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きまして国保以外の金額を算出し、歳出予算は入

院件数１１２件、入院日数８１７日を想定いたし

まして、医療費扶助費として４５６万３，０００

円を計上させていただいております。 

 次に、２点目の質問でございますが、この制度

を通院にまで拡大した場合にどの程度の歳出が必

要になるかというふうな質問でございますが、制

度を通院まで拡大した場合の必要経費を試算いた

しますと、通院部に伴う歳出予算では、印刷製本

費４万円、それから通信運搬費９万円、手数料７

３万円、委託料１２０万円、医療費扶助費２，８

４３万円の合計３，０４９万円の予算措置が必要

になると推定いたしております。 

 また、通院に係る医療費を市の単独事業で助成

することになりますと、国民保険事業の国庫補助

金が約１１０万円の減額となり、合わせまして

３，１５９万円の一般財源が必要となります。 

 次に、最後のファミリーサポート制度の西予市

の導入の予定というようなことでございますが、

ファミリーサポート制度は、次世代育成支援対策

推進法第７条第１項の規定に基づきまして行動計

画策定指針が定められております。市にあって

は、原則といたしまして１カ所以上のファミリ

ー・サポート・センターの設置を平成２９年度目

標事業として設定をされております。現在は議員

ご指摘ありましたように、県下ではこれは松山

市、中核市ですけども、松山市を含めまして８市

２町がファミリー・サポート・センターを設置し

ております。西予市におきましては、平成２１年

度に西予市次世代育成支援行動計画後期計画を策

定いたしまして諸事業を進めています。この計画

策定時におきまして、利用者への各事業の利用意

向を実施いたしております。その内容といたしま

しては、就学前児童の保護者の回答は、ファミリ

ー・サポート・センターを利用を希望する、これ

が２９．１％、それから逆に利用しない、これが

６７．９％、それから小学校保護者の回答では、

希望するが１７．２％、利用を希望しないという

のが８０．１％といった低率であったため、行動

計画の中では目標数値には入っておりません。 

 しかしながら、共働き家庭や核家族家庭の増加

など社会情勢の変化等もありまして、平成２３年

度におきまして設置の検討を開始いたしておりま

す。現在は行動計画最終年度でございます平成２

６年度を目標といたして取り組んでいるところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 それでは、源議員の子育て

支援策についてのご質問のうち、新市立病院に小

児科と産婦人科を導入する予定はについてお答え

をさせていただきます。 

 新病院の診療科につきましては、平成２２年６

月から１２月にかけまして、宇和・野村両病院の

各部門担当者が策定しました基本計画の中では、

おおむね内科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔

科、放射線科、婦人科の７科を基本としまして、

婦人科については医師の確保ができた場合として

います。 

 また、新病院建設に関する市民アンケート調査

におきましても、診療科目の充実とともに市内に

産婦人科を専門とする診療所がないことから設置

を望む声がありました。 

 しかし、市としましては、次の３つの理由から

当面の間は新病院に産科を設置しない方針です。 

 １つ目の理由は、全国的な医師不足の中、他の

診療科に比べ過酷な労働を強いられる上、医療訴

訟も多いため産科医を希望する医学生・研修医が

減少しており産科医の確保が難しく、産科を設置

する場合、産科医を最低２名から３名、一応これ

は２４時間対応となる関係上でございますが、確

保しなければ運営できない点でございます。 

 ２つ目の理由は、医師不足のみならず看護師不

足の現状で、産科に必要な助産師等のスタッフを

確保し、産科を設置した場合は必然的に小児科を

設置する必要があることから、小児科の医師及び

スタッフを確保することが難しい点でございま

す。 

 そして、３つ目の理由は、当病院の規模では大

学医局から産科医及び小児科医数名の配置が困難

なことであります。ただし、年々増加しています

女性特有の病気に対応するためには、検診等によ

る早期発見に努め適切な措置を講じることが重要

と考えておりまして、新病院に婦人科を新設する

ことを検討しております。小児科につきまして

も、小児科勤務医が過疎地のみならず大都市にお

いても不足・偏在傾向にあり、また勤務医の過重

労働が深刻化しています。そして女性小児科医の
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割合が増加しており、ワークバランスがとれない

ことから休業する医師も多くなっております。こ

れに少子化が拍車をかける形で不採算による病

院、小児科病棟の閉鎖のみならず、また外来を含

めた小児科診療そのものの廃止が相次いでます。

このような状況の中、当市において小児科医を確

保することは難しく、産科同様当面の間は新病院

に小児科を設置しない方針です。 

 なお、将来医師が確保できた場合に備え、新病

院において予備の診察室を設け対応する予定で

す。今後とも地域で担うべき医療を将来にわたり

安定的かつ継続的に提供できる新市立病院建設に

向けて取り組んでまいりますので、今後ともどう

かよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 私のほうからは、楠本イネ

についてとそれから情報公開についてご説明をさ

せていただきます。 

 まず最初に、楠本イネについてでございますけ

れども、西予市おイネ賞事業の応募状況につきま

しては、現在の応募件数は３件でございます。内

訳は愛媛県内の医師１名、愛媛大学生１名、秋田

県の医師１名であります。周知活動につきまして

は、新聞社、テレビ放送局等のマスコミへの情報

発信、県下公共施設へのチラシの掲示、県外にお

ける愛媛県人会等への周知を初め、募集対象とな

る全国の医科大学や医学部及び女性医師勤務の病

院へ募集対象となるメール発信及び約５００通の

郵送による呼びかけをいたしております。 

 また、医師会関係よりの依頼により、今月開催

されます栃木県での日本医師学会や愛媛県医師会

女性医師部会の席で事業案内について協力承諾を

得ているところでございます。対象が限定された

懸賞作文ではございますけれども、各種団体機関

からの賛同の声も多数いただいておりますので、

応募締め切りの８月末に向けて、さらに西予市に

縁のある医学会や大学関係者等の協力を通じ効果

的な募集に努めてまいりたいと思っております。 

 おイネさんを生かしてどのようにまちづくりに

生かしていくのかにつきましては、この町では医

学の基礎を学び、さまざまな苦難を乗り越え、日

本初の産科女医となった楠本イネの功績は、本市

の貴重な文化遺産でございます。それを顕彰し次

世代へ継承していく必要があると考えておりま

す。顕彰することにより市民がイネの人生や偉業

を理解し、イネが少女時代を過ごした本市への愛

着や誇りを持ち、その生き方が未来を担う子供た

ちの夢や希望をはぐくむことへとつながるものと

思っております。今年度はおイネによるまちづく

り元年と位置づけ、西予市おイネ賞事業を創設い

たしました。今後誇れる西予市づくりへ向け、イ

ネにちなんだ特色のあるまちづくりを推進し、文

化・教育・観光面での取り組みに生かしたいと考

えております。 

 さらには、イネを通した交流の輪が市内から全

国・世界へと広がることを期待しながらイネが過

ごした卯之町・中町を中心に、市民と協働しなが

ら継続的に取り組んでまいります。 

 「幕末ガール」についての積極的な支援の状況

につきましては、６月１２日に宇和文化会館にお

きまして、イネと二宮敬作の師弟愛をメーンとし

た「幕末の町医者～二宮敬作の生涯～」が劇団完

熟一期座の皆さんにより上演され、２回公演で

２，０００名の方々に観劇をいただきました。こ

の公演は坊っちゃん劇場での開催中のミュージカ

ル「幕末ガール」のＰＲも兼ねて上演したもので

ございます。 

 また、坊っちゃん劇場での観劇につきまして

は、今議会において市内小学５年生から中学生全

員１，８６９名に見ていただくためのバス借り上

げ料及び入場料補助金を予算計上いたしておりま

す。 

 さらには、市民の皆様にも坊っちゃん劇場まで

見に行っていただきたくポスター掲示やチラシの

配布等にも努めているところでございますが、今

後はさらに各種団体への働きかけや市の広報紙、

放送、ポスター、チラシ等のＰＲ活動を強化して

まいりたいと思っているところでございます。 

 加えて、観光面では５月２５日に「幕末ガー

ル」を制作上演しております坊っちゃん劇場を西

予市の観光大使に委嘱をさせていただきました。

主演女優の方に来年３月末まで本市の観光ＰＲに

活躍をしていただきます。そのほかにイネと町並

みを紹介するパネル展、文化の里まつりには俳優

さんによるトークショーやパネル展を開催するよ

う準備を進めております。 

 また、７月２日から４日には、「幕末ガール」

でおイネ役を演じられている五十嵐可絵さんと坊
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っちゃん劇場があります東温市の高須賀市長とと

もにおイネさんが生まれ育った長崎に参りまして

観光ＰＲと交流を行う予定にしております。この

ように各方面での取り組みを活発化させることに

より、おイネさんにちなんだまちづくりのムード

をますます盛り上げていきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、情報公開についてのご質問にお答

えをいたします。 

 現在の情報化社会におきまして、自治体におい

ても正確かつスピード感のある情報発信は必要不

可欠なものであります。総務省が平成２３年度に

実施した調査によりますと、スマートフォン等を

含めたインターネットの利用普及率は７９．１％

となっておりまして、今や情報の取得源は、紙な

どの媒体からインターネットを介した電子媒体へ

と変化をいたしております。 

 さて、西予市のホームページについてでござい

ますが、平成１６年の合併時に開設されて以来ほ

とんど改修されていないため、ホームページの内

容や画面構成についても使いづらいものとなって

おり、県下の他市町村と比較いたしましても、見

劣りをしているとの認識は持っているところでご

ざいます。現在のホームページの記事は、各課よ

り提出された記事の情報を情報推進課において速

やかにホームページに掲載いたしております。先

ほど言われました選挙についても１月２３日から

４月２１日まで情報を公開をいたしておりまし

た。ここ直近の２カ月間の西予市ホームページへ

のアクセス件数は１１万７，２１６件でございま

すけれども、アクセスいただいた約半数の方が、

ホームページの中身を見ずに、別のホームページ

に飛んでるというような残念な結果が出ておりま

す。原因といたしまして、平成１６年のホームペ

ージの開設時の画面構成に、年数がたつにつれ増

加していった掲載情報の量とのバランスがとれ

ず、必要な情報が検索しにくく、魅力のないホー

ムページになっていることが考えられます。西予

市といたしましても、昨年度来この問題は早急に

解決すべき課題としてとらえておりまして、西予

市の魅力を全国発信するためにも、今年度は市の

ホームページを戦略的な情報発信ツールととら

え、情報の探しやすさ、画面の見やすさ、高齢者

や子供、障害のある方など、だれにでも使いやす

い操作性、以上の３点を中心として改修を進めて

いきたいと考えております。改修については庁内

のプロジェクトチームで検討を重ね、今年度中の

早い時期になるべく低コストで短期間で改修がで

きるような計画をしたいと考えております。 

 次に、ソーシャルネットワークサービスの導入

について説明をさせていただきます。 

 フェイスブックやツイッターといったソーシャ

ルネットワークサービスは、近年急速に普及して

いるところでありますが、市では現在そのような

サービスは導入をいたしておりません。その理由

といたしまして、匿名の可能性のあるツイッター

やフェイスブックでの発信は、情報の正確性に欠

けること、高齢化の進む当市では、ソーシャルネ

ットワークサービスの利用者が少ないことが上げ

られます。 

 しかしながら、さきの大震災時のように、市が

ホームページで公共情報を発信できなくなるよう

な事態に陥った場合や日常の自由な情報交換の場

としてソーシャルネットワークの活用は有効であ

ると考えております。そのためには、ソーシャル

ネットワークサービスの活用を含め、情報活用能

力の向上が庁内だけではなく、一般住民の方にも

必要とされてまいります。市といたしましては、

情勢を見ながら適当な時期にソーシャルネットワ

ークの導入も含め随時検討していきたいと考えて

おります。 

 以上、説明といたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ジオパーク構想につきまし

て５点ほどご質問があったと思いますが、私のほ

うから一括してお答え申し上げます。 

 まず初めに、これから認定を受けるまでの流れ

につきまして、イメージをつかむために簡単に説

明させていただきますが、今後ジオパークの活動

実績をある程度蓄積することができ、パンフレッ

ト、基本的な紹介看板等のＰＲ準備等できた段階

で、来年の３月末までに申請書を提出、続いて５

月末に開催される全国ジオパーク研究大会で申請

のプレゼンテーションを行います。７月から８月

にかけて実施される日本ジオパーク委員の現地審

査を経まして秋に認定結果が出るという流れで、

あくまでも予定でございますが、予定をいたして

おります。ですから、この１年間は非常に大事な
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時間ということになろうかと思います。 

 まず、認定を受けるために今後必要なことであ

りますが、認定される評価のポイントは、ジオパ

ーク活動が一過性のものではなく、持続可能なも

のとなるような仕組みづくりができているかどう

かということでございます。 

 １点目としまして、ジオパークに取り組む推進

体制づくりです。具体的には、できるだけ多くの

市民の皆さんが参加できる体制をつくるため、ジ

オパーク推進協議会を立ち上げる必要がありま

す。 

 ２点目が、人的な要素です。自然遺産や文化遺

産などのすばらしさを確認し、みずから来訪者に

伝えることができる人材養成を目的とした各種学

習会やジオガイド講座を開かなければなりませ

ん。 

 ３点目が、周知・アピールです。つまり情報発

信と情報の共有ということになろうかと思います

が、自然遺産や文化遺産などの地域遺産を紹介す

るガイドマップや紹介看板などの整備も必要でご

ざいまして、本市ではこの７月に推進協議会を立

ち上げ、先ほど申しましたそれぞれの取り組みを

進めてまいる予定でございますが、これらのこと

が総合的に評価されて初めて認定という運びとな

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、住民への周知の取り組みですが、昨年度

来市民の皆様への周知は、ジオパークに関する出

前講座を中心に、広報紙やホームページ、リーフ

レットなどで行っております。出前講座の現在ま

での実績は、３３カ所延べ８２５人でございま

す。これからも引き続き上部機関等との専門家の

招聘も行いながら、市民の皆さんへの周知を加速

させていきたいと考えておりまして、来る７月７

日にジオパーク認定を行う日本ジオパーク委員会

事務局の渡辺真人先生と室戸ジオパーク推進協議

会の柚洞一央先生をお招きして、市民を対象とし

た講演会を開催する予定でございますので、よろ

しくお願いします。 

 次に、認定の効果より具体的事例でございます

が、ジオパークは認定されてからが本当のスター

トだと言われております。日本には現在２０カ所

のジオパークがございますが、日本初の認定が２

００８年でございますので、ジオパークとしての

歴史はまだまだ浅く、どの認定地もジオパークを

活用してこれからいかに地域活性化や経済効果を

進めていくかということを模索している状況のよ

うでございます。逆に有珠山洞爺湖ジオパークや

阿蘇ジオパークのように、認定を受ける前から有

名な観光地だったところも多く、それがゆえにジ

オパークの経済効果が見えにくいところというの

が実情と聞いております。 

 しかし、地域が変わってきたという声が聞か

れ、例えば住民が地域の誇りを取り戻したとか、

実質的な市民場外での参加で、新たな観光が始ま

り地域が活性化したという事例は多くの地域に見

られます。室戸の事例でありますが、ご案内のと

おり、ここは昨年９月世界ジオパークに認定され

た地域でございますが、認定後は観光客も順調に

増加していると伺っております。 

 また、地域づくりの観点からも変化が起こって

いるようでございますので、先ほどの答弁の中で

も申しましたとおり、近く７月７日でございます

が、室戸ジオパーク推進協議会から講師をお招き

して講演会を計画しているところでございます。 

 以上、ジオパーク構想につきましての答弁とい

たします。 

 

○議長 三好生活福祉部長。 

 

○三好生活福祉部長 それでは、議員からの再生

エネルギーについてのうち太陽光発電システムの

補助金の現在での状況について私のほうからお答

えいたします。 

 太陽光発電システムの補助事業についてでござ

いますけども、本市では再生可能エネルギーの挑

戦として、利用を積極的に支援することにより市

民の環境保全意識の高揚を図るとともに、環境に

優しいまちづくりを推進するため、今年度より西

予市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要

綱を定め、住宅用太陽光発電システムを設置した

個人に対しまして補助金を交付いたしておりま

す。現在の状況は、業者からの問い合わせは結構

多いわけなんですけれども、補助金交付件数につ

きましては、４月から２件で、金額にいたしまし

て３６万８，０００円を交付しているというよう

な状況にとどまっております。こうしたことか

ら、利用の促進を図るために現在環境衛生課で

は、市内の１９カ所におきまして環境委員会を開

催いたしております。このような機会やあるいは

その他の機会を利用いたしましてこの制度の利用
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促進をあるいはＰＲについて進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 それでは、私のほうからは

最後の小型水力発電システムについて、城川ロッ

ジで導入予定のことだが必要となる予算と事業費

の償却年数はということについてお答えをいたし

ます。 

 城川自然ロッジでの小型水力発電システムの導

入につきましては、地元の地域づくり組織が愛媛

県の地域課題解決活動創出事業に企画提案をして

採択となったことから今年度取り組むことになっ

ております。 

 この事業は、地域住民による城川自然ロッジ再

生に向けた取り組みの足がかりとして、老朽化に

より稼働していない水車を再利用するものでござ

います。ご質問の予算と事業費償却年数につきま

しては、今後専門家等を加えた協議を重ねながら

具体的な事業計画を決定していくこととなってお

りまして、いまだ予算には計上してない状況でご

ざいます。市といたしましても、地域と協働で事

業が円滑に推進できるよう取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 １番源君。 

 

○１番源正樹君 それでは、済みません。私のほ

うも質問が多岐にわたりまして、ちょっと議論が

ばらついた感もありますので、最後に総合的に１

点だけ再質問をさせていただければと思います。 

 先ほどのジオパークのアピールですとか、二宮

議員に言われた笠置峠のこと、今回のホームペー

ジのこと、また太陽光発電システムの補助金が導

入されても２件しか応募が来てない。実際予算書

をちょっと見てましたら、９００万円ほどの予算

がついてあったと思うんで、金額的にいうと５０

件ほど見込まれているんじゃないかと思いまして

見ておったんですが、２件のみにとどまっておる

というのは、ちょっと寂しい話だと思います。先

ほど河野総務企画部長のほうからもホームページ

改革というお話がありましたが、私たちの世代も

そうですし、現在太陽光発電システムを設置され

た方というのは、ほぼ１００％まずインターネッ

トで情報を調べております。選挙情報、確かに先

ほど言われたとおり、１月から４月２３日選挙終

わるまで丸々、４月２２日に選挙がありますとい

うのは載っておりましたが、最初にトップページ

を見たときに、その情報がないということは、そ

こまで探して見ることはないというのが私の実感

でございます。今後これからいろんな機関を通じ

ていろんなところで話してホームページ改革を進

められていくと思いますが、ぜひよい形でホーム

ページ改革を進めていただいて、私たちの世代も

もっともっと市政行政、そしてこういった議会活

動に興味を持てるように私も頑張ってまいりたい

と思います。これは私の個人的な感想でございま

すので、再答弁は構いませんので、以上で私の再

質問とさせていただきます。 

 

○議長 暫時休憩といたします。（休憩 午後０

時０４分） 

○議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開き

ます。（再開 午後１時１５分） 

 次に、２番井関陽一君の発言を許可します。 

 ２番井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 議席№２番井関陽一でござい

ます。何分新人でありますし、また初めての質問

ですので、失礼な点や幼い点があろうかと思いま

すが、育てるつもりでお答えいただいたらと思い

ます。 

 質問は農業の振興について７問、危機管理につ

いて１問、計８問させていただいたらと思いま

す。 

 まず初めに、既にもう何度も答弁されていると

思いますが、現在のＴＰＰの問題は膠着状態にあ

ると思われます。今回のＧ２０におきましても、

野田首相のほうも参加の表明は避けられたようで

すが、この問題は農業者にとって本当に死活問題

でございますので、市長の現在のＴＰＰに対する

お考えをお伺いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまのＴＰＰの問題に
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ついて私のほうからお答えをさせていただきま

す。 

 ご質問のＴＰＰ問題についてでありますけど

も、日本がＴＰＰに参加した場合、農業のみでな

く医療を初めとするさまざまな分野に多大な影響

を与えることが懸念されております。地方の中山

間地域に位置し、第１次産業を基幹産業とする西

予市におきましては、水稲、果樹、野菜、畜産等

の生産に壊滅的な打撃を受けた場合、農家は激減

し、耕作放棄地の増加から農村環境が荒廃するこ

とが予想されます。現在のところ、国内において

は社会保障と税の一体改革や原子力発電所再稼働

の議論でＴＰＰ参加の是非をめぐる協議が停滞し

ており、またアメリカにおいても自動車業界が日

本の交渉参加に強く反対していることを受け、日

本の交渉参加をめぐる判断は、１１月の大統領選

挙後まで進まない可能性もあり、西予市としては

今後の国内外の動向を注視しているところです。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 今福原部長のお答えの中にも

ありましたが、確かに本当に１次産業のダメージ

が大きくなりますと、西予市は本当に大きいダメ

ージを受けると思います。そういった中で今回の

Ｇ２０の後にメキシコが参加表明をされておりま

すし、またけさの新聞を見ますと、カナダもこれ

に参加するという表明をされております。こうい

った中で、そういうことを受けた中で今度は市長

さんのＴＰＰに対するお考えを述べていただいた

らと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、再度私のほうに振られま

したのでお答えをさせていただきますけども、今

ほど福原部長のほうが答えたとおりでありまし

て、私どもの西予市というところを限定的に考え

ますと、このＴＰＰに対する影響っていうのは非

常に強い地域であります。したがって、私どもは

このＴＰＰについては、この議場についても何度

となく反対表明をしておりますし、地元の農協関

係者の方々も反対を表明されておるところでござ

います。私どもがこの影響としては、農産物価格

低下で恐らくもしなった場合は、離農者あるいは

耕作放棄者が増大して、農村環境が取り返しのつ

かないことになると、そういう思いもしておりま

して、ＴＰＰに対しては反対という立場を堅持し

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 今市長のＴＰＰに対する反対

のご意見を聞きまして、本当に心強く思っている

ところでございます。今後とも私どもも一緒にな

ってこのＴＰＰに対しては反対の運動を起こして

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは次に、大野ヶ原育成牧場のことについ

てお伺いしたいと思います。 

 私が東宇和酪農経営者協議会の会長のときに、

大野ヶ原育成牧場の存続問題が起こりました。そ

のとき三好市長を初め担当職員の方も一生懸命に

取り組んでいただきまして、ＪＡのひがしうわに

経営委託することができました。酪農に携わって

きました私といたしましても本当にお礼を申し上

げたいと思います。あれから２年ちょっと過ぎに

なりますが、経営内容もよいと聞いてはおりま

す。酪農にとって基礎となる育成牛の確保にはな

くてはならない施設だと思っております。 

 また、大野ケ原の景観をも維持していくために

も、不可欠な施設ではないかと考えております。

今後ともこの育成牧場の存続に対しまして変わら

ぬ支援をしていただけるのかどうか、お伺いをい

たします。よろしくお願いします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 大野ケ原の育成牧場の今後

つきましてお答えをいたします。 

 大野ヶ原育成牧場は、生乳生産の基礎となる育

成段階の牛を約２０カ月程度飼養し、種つけを行

った後、酪農家へ返還するという機能を持ってお

ります。酪農家の生産コストを低減し、足腰が強

く生涯生産乳量の多い乳用牛を育成することを目

的とした施設です。諸案検討の結果、平成２２年

度からＪＡひがしうわに指定管理者として運営を

いただいており、この二、三年は国の緊急雇用制

度を活用し、人的支援も行っているところでござ
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います。当市は四国最大の畜産産地であり、酪農

は市の基幹産業であることから、健全な育成牛の

確保に欠かせない当施設の役割を顧みたとき、今

後の西予市酪農業の進退に大きなウエートを占め

ていると認識いたしているところです。 

 また、当地固有の景観形成にも欠かせない重要

な施設であることからも、今ほど井関議員が申さ

れましたとおり、今後も連携を図りつつ必要可能

な支援をしてまいりたいと考えております。 

 

○議長 井関陽一議員。 

 

○２番井関陽一君 ありがとうございます。 

 本当に酪農家にとっては大切な施設であります

し、また西予市の観光資源としても大切なところ

だと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願

いしたらと思います。 

 そこでもう一問、大野ケ原に関して質問させて

いただいたらと思います。 

 朝の質問で二宮議員も申されましたが、風力発

電について質問させてもらったらと思います。 

 再生エネルギーが叫ばれる中、大野ケ原は二宮

議員も言われましたが、風は本当に強くて風力発

電には適していると思います。そういった質問の

中、三好市長もお答えになりましたが、自然公園

になっているのでなかなかその辺が難しいという

答弁もございました。そういった中も十分承知は

しておるわけなんですが、そういった中、何年か

前になると思いますが、もう七、八年前になると

思いますが、台風のときに大野ケ原への送電線が

切断されまして、地域全体が停電になったことが

あります。大野ケ原は言わずと知れた酪農地帯で

す。それで停電になりますと、牛乳をためている

タンク、これがもう電気が来なくなりますと冷や

すことができません。それでもう牛乳は全部廃棄

処分を余儀なくされ、また電気がないことにより

ますと、もう搾乳ができないという状態になりま

す。そのために搾乳ができない牛は乳房炎とな

り、またひどいものに関しては廃用というような

経緯をとったことがあります。こういった問題の

中、地元での発電があればこういった事態にも対

処できるのではないかと考えます。 

 そこで、大野ケ原の風力発電の可能性について

もう一度お伺いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまの大野ケ原の風力

発電の設置計画についてでございますが、風力発

電施設につきましては、この地では太平洋から瀬

戸内海に至る海の風、陸の風を利用したＣＯ２を

出さないクリーンエネルギーの活用として、また

地球温暖化対策とともに緊急時の電力供給、地域

の孤立化防止、地域産業に貢献できる有効な事業

であると考えます。 

 しかしながら、大野ケ原地域は、県内にあるす

ぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利

用の増進を図ることにより県民の保健・休養及び

強化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄

与することを目的とした愛媛県立自然公園条例に

より四国カルスト県立自然公園として指定されて

おりまして、自然環境保全地域や鳥獣保護区も隣

接しております。県担当課の見解も、過去の話で

今ほども申されましたが、自然環境保護、景観保

護の面から風力発電施設の設置については、否定

的な立場にあるようです。 

 また、本年１０月１日からは、風力発電所の設

置または変更の事業が環境影響評価法の対象事業

に追加されることから、施設の設置についてはさ

らにハードルが高くなり、国、県等との慎重な協

議検討を必要とします。市におきましても、環境

への影響、事業実施主体、計画の実現性などなど

精査するべき事項も多いことから、今後企業など

から計画が上がった段階で地域の方々や各種団体

などいろいろな方面からご意見をお聞きしながら

慎重に判断したいと考えているところでございま

す。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 県の自然公園になっていると

いうことで条例的にもなかなか難しいんではない

かなというご答弁だと思いますが、また１０月１

日からはハードルが高くなるということも言われ

ました中ですが、もし風力発電がだめであれば、

何かその対策としてあそこ自体でできる、地元で

発電できるシステムを構築できないかどうか、そ

の辺についてはどう考えられますか、お答えをお

願いしたいと思います。 

 

○議長 福原産業建設部長。 
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○福原産業建設部長 これはなかなか正直なとこ

ろ難しいと思いますが、先ほど言われましたよう

に過去に現実に停電になった事実がございます、

台風で停電して酪農家の方に大変痛手を受けた

と。その後、一昨年度大野ケ原において緊急時に

ついての検討会を開催して検討しましたが、なか

なか妙案がなくて、再度地元のほうで協議いただ

くように今はお願いしているところでございます

が、今決定的にこうしたらいいという案を持ち合

わせていないというのが正直なところでございま

す。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 急なことを申しましたんでな

かなか即答はできないとは思いますが、本当に大

野ケ原地区、今１日７トン５００ぐらいの乳量が

出とるわけなんですが、それが１日破棄になりま

すとそれではやざっと計算ですが７５万円、そし

てそれで搾乳ができなければ乳房炎の治療あるい

はその牛が廃用になったりということで、恐らく

１日に１００万円以上の損失が出るんじゃないか

なと考えております。ほんでまた、ここの地区が

夏場だったんで、全然それほどの人に対する被害

はなかったわけなんですが、これがもし冬場地震

等で送電線が切れたというような事態が起こりま

すと、これはまたちょっと質問の内容が変わるか

もしれないんですが、人的被害も出る可能性がご

ざいますので、その辺はまた今後の課題で構いま

せんので、十二分に考えられて、大野ケ原自体で

の自家発電という方向性についてお考えをしても

らっておいたらと思います。これについては答弁

は構いません。 

 それでは次に、ブランド牛についてお伺いした

いと思います。 

 今県の畜産センターにおきまして、中村知事肝

入りの愛媛ブランド牛の研究が行われておりま

す。西予市の畜産農家もこれに協力する体制づく

りを行っているところでございます。酪農家では

仮払いによる子牛の生産、中間肥育育成、肥育農

家での仕上げという体制ができつつあります。今

後ブランド牛は西予市の畜産業におきましてかな

りのウエートを占めるように努力していかなけれ

ばならないと考えております。この肥育試験で

は、飼料用の稲、これをサイレージにしたものを

使用すると聞いております。耕畜連携をしていく

上でも本当に重要な試験であると思われます。こ

の確立に向けて西予市としての宣伝あるいは推進

をどのように進めていかれるおつもりか、お伺い

いたします。よろしくお願いします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 県が進めておりますブラン

ド牛についての西予市の取り組みということでご

ざいますが、愛媛県のほうでは、これまで媛っこ

地鶏とか甘とろ豚そういった畜産物のブランド食

材を開発していきましたが、今回愛媛ブランド牛

の開発に着手をしました。愛媛ブランド牛は健康

志向の高まりによって脂肪交雑重視からやわらか

くうまみ成分が豊かな赤身肉と脂肪のバランスが

調和した和牛肉ブランドを開発し、県内牛肉生産

の振興を図ることを目的とされておりまして、西

予市としましても、この趣旨に全く賛同でありま

して、地元農家への導入支援について無利子貸付

事業を創設しております。あわせまして、県及び

関係機関と連携を図りながら今後の畜産振興の振

興を図っていきたいと考えております。 

 また、耕畜連携につきましても、地域資源の有

効活用、そういうものにつきまして普及を図るよ

うに今後努力してまいりたいと思っております。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 西予市としても一緒に取り組

んでいっていただけるということで非常にご努力

を認めるわけなんですが、耕畜連携にいたしまし

ても、もう今はなかなか西予市自体の中でも行っ

ていってもらってるんですが、なかなか予算的な

ものもつかない状態にあると思います。そういっ

た中で、この事業を通じた中で、また耕畜連携と

いうことに関しましても進めていくことができる

んじゃないかなと考えますので、その辺をまた含

めてお考え願ったらと思います。 

 続きまして、認定農業者のことについてお伺い

したらと思います。 

 西予市は認定農業者の数が多いと聞いています

が、近年減少の傾向に歯どめがかからない状態だ

と聞いております。スーパーＬ資金など資金の調

達以外余りメリットがなく、認定農業者に対する
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市単独の助成事業は考えられないかということで

お尋ねしたいと思います。 

 まだ西予市の中では法人化されている団体が少

なく、今後法人化に向けた研究あるいは成立に対

する助成、そういうものが考えられるんじゃない

かなと思いますが、そういったことについてお願

いしたらと思います。 

 そしてもう一点、新規就農支援事業、青年就農

給付金というのがありますが、参加希望人数がわ

かっていれば教えていただいたら、西予市内の参

加人数がわかっていれば教えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ちょっとお伺いします、済

みません。何事業と言われましたか。 

  （２番井関陽一君「新規就農事業で、７年間 

  １５０万円の助成が出ると言うのが」と呼 

  ぶ） 

 先にお答えします。 

 手元にちょっと資料がございませんので、後ほ

どでよろしいでしょうか。 

 市長のほうからありました。まずはゼロという

こと、申しわけありません。 

 認定農業者に対する市の単独の助成事業が考え

られないかということでございますが、西予市の

認定農業者２２年度末で６０５人、２３年度末で

５８２人というふうに減少の傾向にございます。

この要因として考えられますのは、高齢化による

いわゆる自然経営規模縮小やりの、もう一つは制

度に身近なメリットがないというものが主な理由

となっていると考えます。 

 認定農業者の制度上、現在のメリットは、国の

経営育成支援事業、愛媛県の認定農業者経営改善

支援事業等の補助対象者となれますけれども、い

ずれも要件が厳しく、だれもが簡単に申請できる

ものではなくて、とりあえず農業経営基盤強化資

金いわゆるスーパーＬ資金の借り入れができるこ

とが唯一のメリットとなっております。そういう

ことで、西予市の農業生産力を維持向上させるた

めには、まさに農業の中核的な牽引者でございま

す認定農業者の皆さんが、将来性に希望を持って

経営に携わることができる仕組みを構築する必要

があります。今後認定農業者の皆さんの声に耳を

傾け、県などの関係機関とも連携し、中山間地で

も適合した市単独でのいわゆる西予市バージョン

的な支援制度につきましても確立してまいりたい

と思っております。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 ぜひとも西予市バーションと

いうものを本当に確立していただきまして、また

認定農業者の方が本当に西予市の中で残っていた

だきまして後継者につなげていただけるようにお

願いしたらと思います。 

 ほで、先ほど申しました青年就農給付金につき

ましては、今希望者はゼロということを伺ったわ

けなんですが、全国的には８，５００の枠のとこ

ろを１万４，０００を超えるような希望者が出て

いるということで、西予市におきましても、農業

が一番の産業ではないかなと考える中、ゼロとい

うのは余りにも少ないんじゃないかなと思います

ので、またそういう取り組みといいますか、普及

をしていただけるようにお願いしたらと思いま

す。 

 続きまして、地産地消に関することなんですけ

ども、新しく今度病院が建設がされているところ

ですが、当然のことながら地産地消で食事あるい

は自動販売機での販売等を考えてもらっているこ

ととは思いますが、食事における野菜、肉、米は

もちろんのこと、自動販売機におきましてもオレ

ンジジュースとか牛乳とか、そういったものを地

産地消で進めていただけるのか、お伺いしたいと

思います。 

 また、現在の野村病院、宇和病院での取り扱い

がわかれば、一緒にお答えお願いいたします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 現在宇和病院、野村病院で

も給食の食材としまして、米、野菜、牛乳などに

おいて地場産品を使用しており、業者についても

できるだけ地元の業者を利用しているところでご

ざいます。新病院におきましても、コスト面を十

分に検討した上で引き続き患者様が安心・安全で

おいしく食事ができるよう地産地消に努めてまい

ります。そして、今現在どれくらい地元産を使っ

ているかということでございますが、宇和病院に
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おきましては、市内・県内産を４５．６％、野村

病院におきましては４０％であります。これは一

応平成２３年度でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 現在の野村病院、宇和病院に

おきましても４０％強のものを地元のものを使っ

てもらっているということですが、今後ますます

その数字をふやしてもらいますとともに、新しい

病院でも予算の限りでき得る限り地産地消のほど

お願いしとったらと思います。 

 続きまして、ししの里せいよについてお願いし

たいなと思います。 

 これは農業問題での最後の問題になりますが、

県内外において有害鳥獣の問題に対する対策が行

われています。言うに及ばず西予市でもいろいろ

な取り組みを行ってもらっていますが、何か自分

たちが感じるのには、一向に数が減っているよう

に思われません。木材価格の低迷で山里が荒廃

し、イノシシの繁殖環境が整っているということ

も一つの原因だとは思われますが、今現在行われ

ている箱わなでとられたイノシシの有効利用目的

でつくられましたししの里せいよの経営内容はど

うであるか、また今持ち込まれている頭数等がわ

かれば教えていただきたいと思います。お願いし

ます。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ししの里の経営内容でござ

いますけれども、西予市が平成２２年度に整備

し、２３年４月から稼働しております。ここは指

定管理者制度に基づきまして株式会社エフ・ビ

ー・シーと協定を締結して管理運営をいたしてお

ります。昨年度の処理実績でありますが、年間処

理頭数、この施設の目標ですが１２０頭に対しま

して受け入れが８１頭うち７２頭を処理しており

ます。ちなみに西予市内で昨年度捕獲したイノシ

シの頭数は１，１４６頭プラス狩猟期間が５００

頭程度ということになっております。販売実績と

しましては、市内産直施設、飲食店のほか、県議

会議事堂内の食堂や県外のホテル等へも納入をい

たしております。販路も徐々に広がっておるわけ

ですけども、まだまだ販売規模が小さいため、処

理頭数や販売状況を改善していく必要があると考

えております。今後地産地消として地元消費を拡

大し、イベントや給食等への提供を推進するほ

か、この１年間で得た諸課題などを反省しながら

経営内容の充実を図っていきたいと考えておりま

す。ちなみに、シシ肉の消費拡大活動であります

が、昨年８月からことし５月まで試食会などを５

回、大体これに３４０人程度、あと野村の文化祭

とか乙亥相撲でのシシなべ販売、そういうような

ものを行っておりまして、昨年１２月１６日、西

予市産獣肉ブランド名「里のあばれん坊」として

商標登録を行って販売促進に向けて取り組んでい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 ししの里せいよは、地元にで

きておるわけなんですが、実際余りシシを積んだ

車が来たりとか、そういうのは余り見かけること

がございません。そういった中で目標１２０頭の

うち８１頭、そのうち７２頭が処理されたという

ことですが、もっともっとアピールできるよう

に、対外的には物すごく関心のある施設というこ

とで、よう新聞等にも載りますし、よそからの視

察も見えていると聞いております。そういった

中、今後ますますこの肉を使うた料理がだがいっ

ていうんか、ちょっとジビエか何かというていう

んだと思いますが、そういったとこの中も今関心

が高まりつつある施設だと思いますので、今後こ

ういうところをますます宣伝していただきまし

て、もっともっとここの経営内容がよくなり、ま

たその中で利益が出るようになりましたら、ます

ます鳥獣害の問題に対する資金として使っていっ

ていただけるようにお願いをしとったらと思いま

す。 

 最後の質問になりますが、農業問題から離れま

して、１点だけ消防団のことについてお伺いいた

します。 

 農業問題から外れて消防団活動についてなんで

すが、西予市の団員の数はよそと比べてもたくさ

んおると思います。そういった中で、予防消防に

日ごろより取り組んでいただいておりますことを

心から感謝いたしたいと思います。 
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 また、先日の西予市操法大会ではダブル優勝さ

れました野村方面隊の皆様にお祝いを申し上げま

すとともに、県大会のご活躍をお祈りしたいと思

います。 

 団員の方々は仕事中でも災害の折には出動して

これに対処していただいております。これは協力

くださる事業所があってからだと思っておりま

す。団員の活動環境をさらによくするためにも、

協力事業者に対して広報せいよとかそういうやつ

に掲載するとか、あるいは松山市で行われており

ます認定事業、ここは協力的な事業所ですよとい

う認定のあかしみたいなやつを掲げることがやら

れておるみたいです。そういったことがこの西予

市においても行われたらいいんじゃないかなと思

いますので、その可能性についてお伺いいたしま

す。 

 

○議長 清水消防本部消防長。 

 

○清水消防本部消防長 消防団活動協力につい

て、松山市が行っている協力事業所認定のような

ことはできないかとの井関議員のご質問について

お答えします。 

 西予市消防団では、全団員のうち約７３％が被

雇用者、つまりサラリーマン団員で構成されてお

ります。このような状況の中、消防団員がより活

動しやすく、かつ入団しやすい環境を整備するた

めには、事業所の消防団活動への理解と協力が不

可欠であると認識しております。ご質問の消防団

協力事業所表示制度は、勤務時間中の消防団活動

に対しての便宜や従業員の消防団への入団促進な

ど、事業所としての消防団への協力に対して、地

域への社会貢献を果たしているあかしとして協力

事業所という表示証を交付する制度でございま

す。平成２３年１０月１日現在、県内の制度導入

市町数は１２市町で、登録事業所数は５９事業所

となっており、そのうち南予では５市町が制度を

導入していますが、登録事業者数はわずか１事業

所のみとなっております。これは事業所の理解が

得られないこと、表示による事業所側のメリット

が見出せないことなどが要因であると考え、当市

では現時点ではこの制度を導入しておりません。

今後は消防団員の活動促進という目的を達成する

ために、当該制度の問題点を調査し、西予市の土

壌に合った取り組みを検討していく所存でありま

すので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 井関陽一君。 

 

○２番井関陽一君 西予市におきましては、まだ

団員数も多いですし、なかなかそう松山市のよう

な状態ではないとは思いますが、今後やっぱり消

防団員が活動しやすい場所というのは、どうして

も提供していかなければならないことですので、

南予では５市町村が入っていて、その業者は１と

いうことを今答弁していただきましたが、こうい

うことにおじることなく、西予市としてはそれに

先駆けてこういう制度を活用していき、また認定

のあかしというものを掲げるだけではなく、本当

先ほど言いましたように、広報紙への掲載だけで

も違うんじゃないかなと考えますので、そういっ

たとこも含めて今後検討をしていただいたらと思

います。 

 まだ質問時間は残っとりますが、以上つたない

質問でしたが、私の質問を終わらさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

○議長 ここで先ほど井関議員から質問がありま

した農業振興についての中で、５番認定農業者に

対する市単独の助成事業は考えられないかという

質問の中で質問が２件ありまして、１問について

は後ほど答弁をいたしますということで保留にな

っておりました。その件につきまして福原産業建

設部長のほうから答弁をいただきたいと思いま

す。 

 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 大変失礼をいたしました。 

 先ほどの認定農業者のところで、青年就農給付

金についてご質問がございまして、ゼロっていう

ふうにお答えしたと思います。訂正をさせていた

だきます。 

 現在のところ、要望件数が１５件ございます。

そして現在市内全域に回覧文書を配布いたしてお

ります。７月３日にはこの事業の説明会を実施す

る予定ですので、したがいまして、今後申込件数

はふえてくるというふうに思います。大変失礼を

いたしました。よろしくお願いします。 

○議長 再質問があれば許可したいと思います
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が、いかがですか。 

 井関陽一議員。 

 

○２番井関陽一君 ご答弁ありがとうございま

す。 

 本当に説明会が７月３日から行われるというこ

とですが、本当にこの西予市農業を進めていかな

ければならない地域だと考えておりますので、十

二分に説明を行っていただいたらと思います。あ

りがとうございました。 

 

○議長 次に、１８番酒井宇之吉君。 

 

○１８番酒井宇之吉君 通告しておりました３点

につきまして、私のほうは分割質問という形式で

質問をさせていただきます。 

 質問に移るまでに、私先ほどお二方の新人議員

の本当真摯な気持ちを忘れずに、そして初心忘れ

るべからずという言葉が出てまいりました。私町

議会から通じまして７期目になるんですけども、

いまもって初心を忘れるべからずという気持ちを

肝に銘じて活動いたしておりますけれども、知ら

ぬ間にわくわく感だとか、そういう緊張感を忘れ

てくる、このようなことを戒めながら本日は一般

質問をしたいと、かように思っております。 

 まずもって今回の選挙で私もこうして負託を受

けましたことを皆さんに、市民に向けてお礼を申

し上げます。そして、ここで７期目になりますけ

ども、一般質問ができることを殊のほか喜びと感

じまして、市民の代表として一般質問を行うもの

でございます。 

 今回の選挙、本当に私街宣をいたしておりまし

て、選挙っていうのは、私なりで思って、選挙期

間中に選挙民の意見を聞く、話を聞くいいチャン

スであったと、かように思っております。非常に

地元の明浜町の意見は結構ふだんからつき合って

おりますので意見を聞く機会はあるわけでござい

ますけれども、城川町や野村町、三瓶町の方々と

じかに接してそしていろんな足をとめて話を聞く

チャンスがありましたことが、政治に携わってる

人間として本当に感謝の意を申したいと、かよう

に思っております。その中で今回非常に感じたこ

とがございます。４年前と比べまして非常にお年

寄りが多くなったなというのが実感でございま

す。もちろん街宣いたしますのが月曜日から金曜

日、土曜日ぐらいで昼中でございましたので、６

０歳以上の方が家をご夫婦でやりながら、そして

酒井さん、私らが死んだらこの農地、このあさじ

り、家はどうなるんじゃろうなと、あと帰ってく

れる当てはないのよというような意見が非常に出

てまいりました。先祖より預かっている農地をど

う守っていくか、そして自分の健康を感じながら

不安を持ちながらこれからの老後をどう生きる

か、そういう不安を私に示していただきました。

そして思ったのは、１次産業、農地の管理はどう

いうようになるんだろう、これから。労働力がい

なくなる、そのような不安を感じながらの選挙戦

でございました。その中からきょうの質問の過疎

対策について質問をささせていただきます。 

 質問項目につきましては、空き家対策条例の設

置についてということで上げておりますけれど

も、西予市の空き家の現状調査はなされているの

かということをご質問をいたしたいと思います。 

 先般の朝日新聞に載っておりましたのが、総務

省住宅・土地統計調査によりますと、６５９万戸

だった全国の空き家は５年間で９７万戸増加、総

戸数に占める空き家率も１２．２％から１３．

１％に上昇したとあります。私選挙戦の中でこれ

見ますと１０軒に１軒強、回ってみますと、過疎

の進んでいるところは５軒に１軒が空き家になっ

ているんじゃないかなというようなとこもござい

ました。このような中で西予市の中の空き家の現

状調査はされておるのか。 

 また、空き家と言いましてもいろいろな空き家

がございます。もう崩壊寸前、新品同然でこんな

立派な家が空き家かというような家もございまし

た。このあたりの現状をどのように分析したらい

いのかなということをまずもってお尋ねさせてい

ただきます。 

 そして、空き家の利用計案、これにつきまして

は、グリーンツーリズムだとかいろんな形が県の

ほうからも出されまして、空き家を利用したグリ

ーンツーリズムとか観光に利用できないか、特に

南予地区は東予から滞在型の観光にできないかと

いうような問題提起が県のほうからされたことも

あるように記憶いたしております。そして、この

空き家につきましては、本当に３・１１の震災以

降、土地価格が下がり、そして海岸地区の空き家

については、本当に商いがない、住む人がいなく

なってるという現状をかいま見たときに、空き家
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の利用計画、今後どのようにしていったらいいの

か、このあたりを理事者側が考えておられるかど

うかをお尋ねをいたします。 

 そこで、空き家の所有者に管理を求めたり、撤

去を命令したりする空き家対策条例というものを

制定しているのは全国で３１自治体に及んでおり

ます。全国の空き家は２００８年で７５７万戸、

先ほど申し上げましたけど、１０年間で１８０万

戸増加、過疎地だけでなく住民の高齢化が進む土

地下でも目立っております。崩壊や放火などの問

題が各地で起きており、条例化の動きが加速化し

ております。このような中、空き家がどのように

して今後震災とか災害とかにどのような影響を与

えるのか、そのような問題を含みながらこの空き

家対策条例を設置すべき時期に来てるんじゃない

かなと、考える時期に来てるんじゃないかなと、

これにつきましては、撤去だとか、そして解体だ

とか、除去費の助成だとか、そのような問題も絡

んでまいります。非常に今の空き家は除去したく

ても、解体したくても非常に坪当たり２万５，０

００円から３万円かかるんよと。そしてこれが生

活廃棄物じゃなしに今は産業廃棄物という扱いに

なってるというような建物撤去を促してみても、

本当に空き家が今後ますますふえていくんじゃな

いかなという現状にかんがみまして空き家対策条

例の設置を西予市でもそろそろ考える必要がある

んではないかと、かのように思いますが、ひとつ

過疎対策の一環として前向きな考え方のほうと、

それから災害的な考え方も含めてご答弁を願った

らと思います。 

 過疎対策につきましてもう一点、西予市管内５

減駐在所の存廃についてでございますが、先般の

西予市管内５つの駐在所がなくなるという記事が

出ておりました。西予市は現在１６駐在所を来年

４月に１１とする案が提示されております。廃止

は西山田、東多田、中筋、遊子川、土居の５つの

駐在所でございます。廃止に関しては、やはりあ

るものがなくなるのは、そこに住んでる住民にと

っては本当大変なことでございます。明治維新に

過疎、日本全国を活性化するために駐在所と郵便

局と小学校と３点セットで明治維新には政策とし

て積極的に流布して日本全国の活性化に努めまし

た。今過疎化が進んでいるところについては、ま

ず郵便局がなくなった。中学校がなくなった。そ

して今小学校が再編の目に遭ってる。過疎化にだ

んだん進んでいるところは人が住めなくなるのか

というような感じがいたしております。駐在所の

存続につきましてもこれから防犯の面、いろいろ

ありますけれども、過疎の進む中で心のよりどこ

ろである防災、そして犯罪、このようなもんにつ

いての市の対応、考え方についてお尋ねをいたし

まして、質問施策区分についての過疎対策につい

ての一時質問を中断させていただきます。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 私のほうからは、過疎対策

についての中の空き家対策条例の設置について、

その中の３点の質問についてお答えをいたしま

す。 

 まず、空き家の現状調査はということと、空き

家の利用計画案はということでございますが、人

口の都市部への流出による過疎化の進展及び核家

族化、高齢化による独居老人世帯の増加などによ

り市内各所において空き家が増加しつつありま

す。また、長引く不況と後継者不足により商店街

においては空き家店舗の増加も一途となっており

ます。これらの状況により各地域において環境衛

生上や防犯上、あるいは老朽化等による倒壊の危

険性など、さまざまな問題が生じていることは承

知いたしておりますし、その対応に苦慮をしてい

るところでございます。一部の地域の自主的な取

り組みとして、地域の安全確保のため、老朽建物

の居住の有無及び災害時の避難路上の空き家の状

況などの調査を実施していただいておりますが、

市といたしましては、現段階においては各地区の

空き家の現状調査は実施しておりません。また、

市としての利用計画も今のところ策定していない

が実情でございます。 

 続きまして、条例設置の必要性についてでござ

いますが、空き家対策の条例制定設置の必要性に

ついては、他県においては強制撤去などの行政代

執行も盛り込んだ条例の制定や、県内においても

撤去に係る経費の補助制度などを設けている自治

体もございますけれども、個人の財産権への侵害

のおそれや個人財産に対する補助の妥当性など、

慎重な判断が要されるところでございまして、当

面はそれらについて十分に検証・研究を進めてま

いりたいと考えております。 

 空き家対策は、まず一義的には所有者自身によ
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る建物の適正管理が原則であります。市としては

できるだけ行政代執行や補助制度によらない方向

で取り扱いたく、市民の皆様のご協力とご理解を

お願いしたいと思っているところでございます。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 それでは、最後にありました駐在

所の統廃合の関係でございますけども、愛媛県警

の取り組みでありますので、私のほうからお答え

をさせていただきます。 

 先ほど酒井議員さんがおっしゃいましたように

５カ所が統廃合になるんではないかということで

地元説明会が行われたというようなことをお聞き

いたしております。５月に行われました各地区の

住民説明会におきましては、駐在所の存続を求め

る意見が多く聞かれたと聞いております。廃止に

伴う地域の防犯力の低下や住民の不安感の増大を

懸念しているところであります。当然駐在所の存

続が望ましいところでありますが、一方では多様

化・凶悪化する犯罪の対応として初動態勢の充実

や警察署自体の機能の向上も求められているとい

う実情も理解できるところであります。市といた

しましては、今後県警本部から再編方針が今年１

１月ごろだというふうにお聞きしておりますが、

示された段階におきまして、再編の趣旨や住民説

明会での意見等を分析・検証いたしまして地域住

民の皆さんのご意見等が十分反映できるように関

係機関とも十分に協議をしていきたいというふう

に考えております。よろしくお願いします。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１８番酒井宇之吉君 空き家対策についてある

事例を申し述べさせていただきます。 

 これは通学路に、ＰＴＡや地区区長さんのほう

から、国道のほうに向かって倒れそうだと。だか

らこれを本人に伝えてほしいという話がございま

した。そして本人には区の代表者のほうから伝え

ましたけども、経済的に取り壊すだけの負担能力

はない。といって、実際は今にも壊れそうという

実情に合わせてどうしたらいいかということで、

先ほどお話がありましたように、あくまでも個人

所有、所有権の問題がございますので、個人所有

なので個人の管理下、それはわかります、もちろ

ん。ただそのために３１の自治体が空き家条例を

こしらえて何とかしなければだめだということで

３１の自治体がつくってあるんです。現状それを

文書で本人に出す、そのときに、まず注意事項で

申し込んどったときには法的に、通行人に被害が

あったときには管理者に所有者に責任がある。た

だしそれを地区の人たちが文書なりで申し入れな

かった場合には偶然の事故として扱われるという

判例を私は聞き及んでおります。これで市のほう

に、総合支所のほうです、当時。申し込みました

ところ、文書もつくりました。そしてできれば市

長の名前で、そして代表区長の名前で出すという

ような話まで出ましたけども、最終的にそれは待

ってくれという行政側からの話があった記憶がご

ざいます。こういう問題が出つつでき始めている

事態のときに、万が一事故があったとき、通学路

で子供が――崩壊して、台風のときに崩壊した事

例があります、通学路で。実を言いましたら、俵

津小学校へ行くときに壁ごと落ちました。朝の８

時半だったんです。あと１０分早ければ子供が下

敷きになるようなところでした。そういう事例も

あります。そういう危険箇所があったところに対

しての行政側からは所有権の問題であるからとい

うことで慎重に扱うのはいかがかと、そういう事

態に来てるではないかということを私は認識して

おります。先ほどの部長の答弁では、まだまだ構

んわいと。何とかそれ様子を見てからという話の

ような状態でございます。調査もまだする予定が

ないという返事ととらえてよろしいかどうかも確

認をさせていただきます。実際のところ、もうほ

とんどがよそへ出ていってしまって、所有権者が

地元におられる方だったら問題ないんです、ある

程度話もできます。こういう問題の実態調査をあ

る程度して、それから今のような答弁になって、

こういう状態だからこう、だからこうしますよと

いうような答弁でしたら私も納得いくんですけれ

ども、なかなかほったらかしのような答弁を、構

んぞ、もう少し様子見ましょうというような答弁

では、私はちょっと納得しかねません。今現実に

選挙のときにあれだけ空き家の問題が、これから

空き家が出ていく、多くなっていく、この問題を

つかの間に見まして、そして現状国の中でも１０

０軒のうちの１３軒が今空き家だというデータが

出ておる。西予市はもっと多いでしょう。そうい

う問題の中でこの問題を提起して、市政的にはや
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はり今後調べてみて対応すると、前向きに検討し

てみて調査しますと、こういう答弁だったら私納

得するんですけれども、そして全国的には１１自

治体ですからまだまだ少ないです。これは秋田県

の事例ですけれども、秋田県なんかは危ないとこ

ろは、もう山の上の雪深いところですから、市が

住宅を建てて独居老人とか老人なんかを集合住宅

へ集める施策さえ出ているところがあるわけで

す。そういう状態の中で、今言ったもう少し前向

きな答弁が欲しいなというような気がいたしま

す。 

 そして駐在所の問題でございますが、石城公民

館であったときには３０人出ているようです。そ

れから、５月１５日に土居であったときには１５

人、５月２３日に東多田であったときには１６人

の住民が出て駐在所の話をしております。前もっ

て県警からこういう相談があって話があったの

か、それとも先ほど言いました１１月にそれまで

は待たれるという形であるのか、非常にこれは県

のほうで進めていることですから、いや応なしに

進むかもしれません。ただし、やはり認識はしっ

かりしていただくような努力をしていただきたい

なと。生命・財産を守るのが、やはり市政の一番

役目だという市長の先ほどのあいさつにありまし

たように、この点につきましては、ひとつやはり

聞きたいのですが、最終的に他の自治体を見なが

らでも空き家基本条例を強くするか、弱くする

か、厳しくするか、行政代執行まで入れるのか。

例えば解体費用も入れるのか、助成も入れるの

か、そして市の本当に危険になってるそういう問

題も考えるのか、その点についてもう少し具体的

に聞かせていただいたらと。今すぐ壊れそうでそ

こが通学路になってたときにどういう対処をする

か、その点についてお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 私の説明不足でちょっと食

い違いがあるようでございますけれども、やらな

いというわけではございません。ただ苦慮をして

いるということが現状でございます。一番何を言

いましても、個人の財産権というのは相当なもの

がありまして、私も総務課長時代からその件につ

きましては、もうずっと新聞もとったりとか、ほ

かの市町、県の自治体の模様も聞いてみて条例制

定ができとるやないか、何とかやれんのかという

ような話もしますけれども、最終的にはできない

のは、空き家でまだ連絡をつけれる持ち主、親戚

の方そういうかたがおいでる方はまだやりやすい

んですけれども、その方が全然連絡がつかないと

いうときの行政代執行、そういうものはまだでき

る道はないようでございます。先ほど言われまし

た通学路、そういうところの道路に関するものに

つきましては、道路の管理者として相当な強い権

限で指導をできるようになっておりますので、そ

の辺については道路を管理する立場、それから学

校の通学路の関係の危険箇所、そういうとこで子

供たち、通行人に危害の及ばない対策、まだ行政

代執行までやれる道もあるわけですけれども、そ

こまでやるのがいいんかどうかというようなこと

が、先ほどちょっと説明させてもらったとこの中

身なんですけれども、最終的にはその道も考えな

ければならないというようなところでございまし

て、しないというわけではございません。やっぱ

り今議員さんが言われましたように、この問題は

過疎地だけではなくって、商店街でも後継者不足

のために危ないところがいっぱい出ております。

早急にその実情は調べて対応をしてまいりたいと

思いますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 駐在所の関係ですけども、もうご

案内、先ほども申しましたけれども、現在愛媛県

警のほうで候補の駐在所の地域の住民の皆さんの

意見をまずは聞いて、県警としての再編計画を正

式に決めたいというようなご意向で、市のほうに

は正式にといいますか、具体的にこうしたいとい

うようなお話は承っておりませんので、先ほども

も申しましたけれども、県警のほうからそういっ

た方針案が示された段階で地域の皆さんの声を聞

いてどうするべきかという検討を重ねてまいりた

いというように思っておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１８番酒井宇之吉君 行政代執行というような
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大げさな法的な措置ではなしに、行政代執行とい

うのは、極端に言って法のもとでやるわけですか

ら、そんなものは壊れてないような商店街で、ま

だ危なくないようなところはいいんです。ただ私

が言いますのは、行政代執行ではなくして、もう

今にでも危ない、区民が危ない、地区の区民がそ

ういう話が出たときに、まあ言えば、市長の名

前、その地区の代表区長の名前にでも、所有者に

対して危ないから個人管理ですから早目に撤去し

ていただけませんかというような文書でも出せま

すか出せませんかというところから始まっていく

と思います。このあたりができるかどうか、今は

前向きに検討するということの答弁がいただけま

したんで、これ以上は言いませんけれども、事故

があってからでは遅いです。これだけ申し述べて

おきますので、ひとつ善処をお願いしたいと思い

ます。 

 続きまして、質問施策の１次産業振興について

でございますが、これは市長のマニフェスト２０

１２の認定農業者の支援制度確立と農業法人の育

成という形のマニフェストにも出ております。目

標、目的、方法、期限、財源とか、こういうもの

が出ておりますが、そこでお尋ねをいたします。 

 私も農業法人の役員をやっている関係がござい

まして、農業生産法人の設立促進についての一助

をひとつお願いしたいなと思うつもりで現状をお

尋ねし、そして設立準備の相談、そして法人のネ

ットワーク化計画、そしてゼロメートルから１，

４００メートルでの時差的生産指導・品種はとい

う項目で質問をさせていただきます。 

 市内の法人設立の現状についてお尋ねをいたし

ますけれども、これにつきましては、会社法の中

であります生産法人、これ株式会社今は有限会社

はちょっとないですけども、資本金はもう緩くて

構わないんですけども、これにつきまして農業生

産法人の会社法による農業法人が幾らぐらい現状

あるのかなということと、そして集団営農法人が

幾らぐらいあって、そしてなのかなという２点の

お話は２カ所についての農業法人についての話を

したいと思います。 

 先ほどの井関議員さんの話の中にありました

が、法人化に向けた勉強会や設立に対する助成な

どは質問があったように記憶がありますけれど

も、その中で市内の法人設立の現状は今言いまし

た２つの方法論があるわけですが、どういうよう

になっているのか。これは農業生産法人の認定要

件というは非常に難しいです、今。会社をこしら

えるのはそうでもないんですけれども、難しいと

ころがあります。認定法人だとか認定農業者が入

ってなきゃだめだとか、資本系列が何人、農業者

でないといけないだとか、そして農業委員会の認

定が要るとか、いろいろあります。そういうもの

について設立準備の相談指導は現在どのようにさ

れているのか、お尋ねをいたします。これは就農

営農法人及び株式会社の会社法による農業生産法

人と両方についてどのような相談指導をしている

のかをお尋ね申し上げます。 

 そして現在、今後法人のネットワーク化、西予

市にあるゼロメートルから１，４００メートルあ

るわけでございますので、市長もこの条件が日本

の縮図のような、青森から本州の最端までの天候

の中でどのような商品を育てていって時差的な生

産指導をして１次産業振興につなげていくのか、

そういうものについてまずお尋ねをいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまの４点のご質問に

ついてお答えをいたします。 

 まず、市内の農業生産法人等の設立状況でござ

いますが、市内の法人は１６法人ございまして、

そのうち会社法人が１２社、農事組合法人が４団

体となっております。 

 また、年内には宇和において新たに集落営農に

よる農業生産法人が設立される見込みとなってお

ります。 

 ２点目の設立準備の相談指導ということです

が、西予市農業支援センターあるいは県農業指導

班は、現在そこらでかかわっておると思うんです

けども、いわゆる集落営農的なものについては、

支援センターのほうでもやっていると思います

が、それ以下については、積極的にやっていると

いうことはないというふうに考えておりまして、

そういうことです。 

 ３点目の法人のネットワーク化ということでご

ざいますけども、法人のネットワーク化の計画に

つきましては、農業生産法人は家族経営から集落

営農までいろいろさまざまな経営形態がございま

して、事業の内容もそれぞれに異なっておりま

す。経営力を相互に高めるために、さまざまな連
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携を深めるということにつきましては、非常に有

効な手段であると思われます。現在は具体的な市

としてのネットワーク化に対しての案は持ち合わ

せてはいないんですけども、ネットワーク化によ

りまして法人複合体としての共同生産あるいは連

携ある集出荷体制の具体化ができ、より多くのま

た情報の収集情報交換活用等が可能になることか

ら、対外的な対応力も向上するんではないかとい

うふうに思いますので、今後そのコーディネート

をする仕組みがあればいいのかなと、それをだれ

がどのようにするのかというところを含めて検討

する必要があると考えております。 

 次に、海抜ゼロメートルから１，４００メート

ルでの時差的生産指導・品種ということでござい

ますが、西予市は夏でも涼しい四国カルストから

冬でも温暖な宇和海の沿岸部まで高地が広がって

おりまして、その広がりゆえに県内では唯一その

標高差、季節の時間差、地形の違いを利用した露

地野菜等の、そのほか果樹でもそうであります

が、時差的な周年出荷がやれば可能な地域だと思

います。 

 また、震災以降、野菜類の生産拡大も求められ

ております。県農業指導班、農協等と連携して、

いわゆる西側の明浜・三瓶・宇和の平たん地、そ

れから果樹、野村・城川の準高冷地、大野ケ原の

高冷地、そういう標高ごとに生産モデルを分けた

り、品目や栽培方法を検証したりして出荷期間の

長期化、安定的な出荷体制づくりを構築すること

も非常に大事なことではなかろうかと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１８番酒井宇之吉君 市長が２０１２の中でう

たっておる農業法人の育成っていうのがあります

ので質問したわけでございますけども、まだまだ

株式会社会社法での農業法人の進展の指導のコー

ディネートがまだまだできるような体制になって

ないなというような感じがいたしております。と

いいますのは、私も農業法人の取締役をやりまし

て農業法人を立ち上げた一員でございます。今全

国からその農業法人の立ち上げの方法についてい

ろいろと視察が参ってきておりますので、今月２

５日も越智郡から来るようでございますが、その

ような会社法でやって、そしてどうして農業をこ

れからやっていくか。そして６５歳以上の人たち

がこれから自分の農地をどう守っていくか、だれ

も帰ってこない、こういう方法論をどこで求める

かという方法の中で農業法人というのが私は出て

るんだろうと思います。選挙中にも話しましたけ

ども、じかに座ってその方たちと話しましたの

は、農業法人をこしらえて、みんなが集まってそ

れをして、そこを法人こしらえて、採算が合うよ

うな形がなかなか難しい。難しいけれども、そこ

で行政の手入れとか国の手入れとか、そういう補

助金を出してやっていけれるようなシステムにし

て、そこへ後継者なり従業員を雇用していく、そ

のようなシステムにしたらどうかなというような

話をしたもんですから、このような質問をいたし

ました。 

 野村町の中筋のキュウリを２，０００平米、７

７歳のお二人がやっております。ここへ私は選挙

中にも３度、この間も行かせていただいてお話を

聞かせていただきましたけれども、朝の６時から

晩の７時まで暑い４０度のハウスの中でおると。

そして７月には大体１回目のハウスが終わるん

で、もう露地の畑を今苗の作付してると。そして

９月にやると。ほで１１月にはまたハウスに返る

というような、７７歳のあのエネルギーがどこか

ら出てくるんかなという感じがいたしましてお話

に行かせていただいたことが何度かあります。実

を言いましたら、このあたりの楽しみがあって農

業をやっていけるような形の一助となれるよう

に、先ほども認定農家が減ってるという話があり

ましたけども、やはり魅力ある形にするためにど

ういうような１次産業の振興をしていくか、これ

についてのやはり知恵と工夫をもっと考えていた

だきたいなと思います。私なりで資料をたくさん

寄せてきました。今の話では、農業の米、かんき

つ以外に果菜類、それから葉菜類とか根菜類、芋

類、豆類、それから作付類、そしてＪＡひがしう

わの売り上げ、どこへ出荷しているか、そしてど

ういうものが今生産額が多くて経営ができている

か、全部の分析を、資料を農協からも取り寄せて

いただきまして部長からもいただきました。見さ

せていただいて、この中からどの作物だったら西

予市が大野ケ原から三瓶・明浜まで、ゼロメート

ルから１，４００メーターまで供給できるところ

があって販売先を責任を持って探せる、こういう

方法をどうやって探していくか、そういうような
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１次産業振興につなげていただきたいと思いま

す。これにつきましては、非常にゼロメートルか

ら１，４００メートル、これがギャップにならな

いで逆手にとれるような農業生産の品目なんかを

やはり考えていただきたい。そして我々も法人化

した中でネットワークをこしらて少しずつでもそ

ういうものを挑戦していって、そしてそこの法人

が経営ができる一助を行政側に少しでも担ってい

ただきたい、こういうようなつもりでこの１次産

業振興についてのお話をさせていただきました。

これにつきましては、今後いろんな形で会社法人

にしないと利益追求、私が経験した中では、利益

追求をしないと、やはり永続性がないと思ってお

ります。集団営農はその地区の後継者が今いなく

なってるわけですから、後継者が来る、そこで飯

が食える、そういうシステムをつくるためには農

業法人ということで、市長のマニフェストにも書

いてあるんだろうと思いますので、その点につき

ましては、今後一層のご努力を賜りたいと、かよ

うに思います。私のこういう話ばかりしてもいけ

ませんので、一つだけお尋ねしますが、会社設立

のほうのコーディネートを今後どのようにして立

ち上げていくかだけお尋ねをいたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 会社法人の設立支援という

お話と思います。 

 この件につきましては、今後は制度的なものが

あるとしましたら、そういうものも踏まえながら

ある程度支援・助言のできる職員の資質も磨いて

いかなければいけないのじゃないかなと考えま

す。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１８番酒井宇之吉君 生産法人の場合は、やは

り産業部の中で農業委員会さんが許可をやはりし

ないと農業生産法人の認定がとれませんので、や

はり農業委員さん、農業委員会とはやはりタイア

ップして、窓口が農業委員会になるんです。その

あたりもしっかりとらえていただきたいと思いま

す。 

 そして、今もう少し話ししますと、分析、今生

産している分の市場に出ている率、そして毎年の

単価、そういうものを追っかけていきながら何が

いいかの研究をやはりしっかりと見届けていただ

きたいなということをご要望しておきます。 

 続きまして、３番目の防災対策についての質問

に移りたいと思います。 

 橋梁の安全対策についてでございますが、震災

が非常に出てから国のほうでも橋の寿命、橋梁の

寿命について安全かどうかというようなことを今

問われております。これが国道、県道、市道、そ

してコンクリート製とかとかいろいろあります。

これについても先ほどありましたコンクリートは

５０年だとかというような話も出でおりましたけ

れども、このあたりにつきまして、橋梁の安全性

の現状はどうか、確認はされているのか、国道、

県道、市道いろいろありますので、非常に多岐に

わたるだろうと思いますけれども、概略で結構で

ございますのでご答弁を願ったらと思います。 

 そして、この点につきまして、３・１１から津

波ばっかしの防災とかと言いますけども、橋梁に

ついては、山のほうで橋梁が、橋が崩れると孤立

化します、集落が。そして山津波がありますと、

これも孤立します。橋梁については、海岸部の津

波対策ということだけではなしに、やはり地震の

やはり崩壊によって孤立化したり渡れない、車は

使えない、こういう問題が出てまいることも想定

された中での橋梁の安全性の確認、現状について

お尋ねをいたします。 

 そして、今言いましたように予想される南海地

震での安全対策はどうであるか、そのようにお尋

ねします。 

 まず、例を挙げますと、明浜中学校そして俵津

小学校の集落から宮崎川を渡る橋については、も

う橋げたの骨も出てます。鉄骨も出て見えており

ます。これを何とかしてほしいということで一時

補強しましたけれども、このあたりについての補

強策、安全であるかどうかというような形のもん

も、やはり今後橋梁については国同様市のほうも

細部にわたって神経をとがらせていないといけな

いんじゃないかと思いますので、お尋ねをいたし

ます。 

 そして、２番目でございますが、過疎対策につ

いてもちょっと話しましたけれども、地震による

空き家崩壊に対する対策について、やはり地震に

ついて空き家が倒壊しますと、避難路も変わりま

す。橋が崩れても避難路も変わります。今俵津地
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区は防災訓練を結構やっておりますので、２次避

難経路、例えば家が道びらへ倒れた、そして橋が

倒壊したというような形で２次避難路の訓練まで

防災の中で出てきて始めております。このあたり

の問題についてもちょっと答弁していただいたら

と思います。 

 それから、またもとへ戻るわけですが、そのと

きにこの家は地震になったら危ないからのけても

らえんかなというのを、地区の隣の家の方が言う

のか、そこの地区の区長さんが言うのか、代表区

長さんが文書で言うのか、それとも支所長の名前

で言うのか、それとも市の責任者である市長の名

前で、こういう場合に危ないですからもう少し管

理していただけませんかというようなお願い文書

でするのか、そのあたりの答弁をひとつ方法論に

ついてひとつ答弁を願ったらと、かように思いま

す。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまの橋梁の安全対策

について、安全性の現状はということ、地震での

対応における安全対策含めてお答えいたします。 

 現在の西予市が管理する市道橋６８３橋ござい

まして、これは２メーター以上の橋ということに

なりますが、そのうち橋長が５メーター以上の分

が４０６ございます。平成１９年度から２５年度

をめどにしまして橋梁の長寿命化を目的としまし

た愛媛県橋梁定期点検マニュアルというのがござ

いますが、それに基づきまして順次点検を実施し

ておりまして、この結果をもとに西予市橋梁維持

管理水準というものを設けまして橋梁の各部材ご

とに評価を行いまして安全性の確認確保に努めて

いるところでございます。現在まで１３７橋の点

検業務が完了しております。先ほど壊れた橋のお

話もございましたが、この１３７の状況でござい

ますけども、その調査結果によりますと、当面修

繕が必要のない橋が７４、予防的な計画的修繕が

必要な橋６３、早期に修繕が必要である橋梁はゼ

ロという現在これまでの調査でありますが、結果

になっております。今年度におきましても、２２

７橋の点検業務を実施予定しておりまして、来年

度以降も引き続き点検・修繕計画策定業務を実施

いたす予定です。今後この結果に基づく対策につ

きましてですが、早期に修繕が必要である橋梁が

発見された場合、速やかに対処するとともに、そ

れ以外の橋梁につきましても、緊急性の高いもの

から順次対処してまいりたいと思います。 

 また、地震に向けての安全対策ということです

けども、１９９５年の阪神・淡路大地震後、平成

８年に道路橋の示方書が改正されまして、西予市

におきましても、それ以降に建設された３５の橋

につきましては、落橋防止を初めとする耐震設計

が施された橋になっておりますが、大半のそれま

での橋はそうではございません。現在西予市では

先ほど申しました調査計画を行っておりまして、

今後交通量の多い路線とか、主要施設、孤立地域

を有するような路線に位置する橋梁から順次修繕

に向けて取りかかって、橋梁の延命化を図りたい

と思っております。ただ東日本大震災で見られた

ような大規模な津波のそういうものに対する安全

対策は、残念ながら今のところないのが現状でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。今後

とも防災対策、防災意識の拡充・安全・安心なま

ちづくりに努めてまいりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 私のほうからは、地震によ

る空き家崩壊に対する対策についてをご回答いた

したいと思います。 

 まず、避難路の設定についてでございますけれ

ども、避難路の設定は、地元住民の方が非常時に

活用するものでございまして、選定は地元にお願

いをしているところでございます。当然のことな

がら、できるだけ早く安全な場所へ避難するため

のもので、急峻であったり、十分に整備されてい

ないところもあり、現在できる限りの整備に努め

ているところでございます。このことにつきまし

ては、今回避難路の県の補助も受けながら２，０

００万円の予算を要望しているところでございま

す。 

 放置されたままの空き家の取り扱いについて

は、先ほどの質問にもありましたように、全国的

に地震時のみならず問題になっております。この

ことにつきましては、デリケートな部分も含んで

いるため、慎重な対応が必要な問題でございま

す。時間はかかりますけれども、繰り返し所有者

に対して対応をお願いするというこの基本を持っ
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てお願いしたらと考えております。 

 災害責任につきましては、当然持ち主が普通で

あれば責任があるとは思いますけれども、災害時

の責任については、どう問うていくかということ

は、研究をしたいと思っておりますし、ほんで先

ほど言われましたその修繕なり、家を壊すお願い

の文書につきましては、避難路の関係につきまし

ては自主防災組織や行政の組長さんの名前、また

その連絡協議会の会長さんとか、今度自主防災組

織につきましても横の連絡会議を開く予定にして

おりますが、その代表者名とか、市長名とか、そ

れはケース・バイ・ケースで対応をさせていただ

いたらと思います。市長の名前を出すのは何もや

ぶさかではないと考えております。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１８番酒井宇之吉君 ありがとうございまし

た。やっとある人のところへ文書を出す手だてが

できたように思います。ほっといたしておりま

す。ただこれから多くなるでありましょう空き家

対策については、やはり消極的な考え方ばかりじ

ゃなしに、グリーンツーリズムだとか観光だと

か、そういう形にでも、また長期滞在的なＵター

ン、ふるさと恋しいという形の中での接点のつな

ぎだとか、そういう積極的な形の空き家対策のこ

とも考えていただきますことをお願い申し上げま

して、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

○議長 以上で本日の一般質問を終結いたしま

す。 

 あすは午前１０時より引き続き一般質問を行い

ます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後２時４４分 
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       平成２４年第２回西予市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２４年６月２２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２４年６月２２日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２４年６月２２日 

          午前１１時１６分 

１．出 席 議 員        

    １番  源   正 樹 

    ２番  井 関 陽 一 

    ３番  菊 池 純 一 

    ４番  田 中 徳 博 

    ５番  中 村 敬 治 

    ６番  二 宮 一 朗 

    ７番  兵 頭   学 

    ８番  小 野 正 昭 

    ９番  松 山   清 

   １０番  宇都宮 明 宏 

   １１番  松 島 義 幸 

   １２番  元 親 孝 志 

   １３番  沖 野 健 三 

   １４番  森 川 一 義 

   １５番  藤 井 朝 廣 

   １６番  浅 野 忠 昭 

   １７番  岡 山 清 秋 

   １８番  酒 井 宇之吉 

   １９番  兵 頭   勇 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  井 上 謙 二 

   総務企画部長  河 野 敏 雅 

   産業建設部長  福 原 純 一 

   生活福祉部長  三 好 幸 二 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

    

城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

１ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

 

      開議 午前１０時００分 

 

○議長 皆さん改めましておはようございます。 

 昨日に引き続きまして一般質問をとり行いま

す。 

 傍聴席には、早朝よりお越しいただきまして、

まことにありがとうございます。 

 それでは、ただいまから会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行

います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

をしてください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、７番兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 それでは、議長より許可をいた

だきましたので、一般質問をさせていただきま

す。 
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 ちょうど４年前、私も６月の定例会に新人とし

ていきなり質問をさせていただきましたが、今

回、新人の方が３人も一般質問に手を挙げていた

だきまして、ますます西予市議会もいろんな議論

がこれから生まれてくるんではないかと、私もそ

の気持ち、初心に返ってまた１期生と同じような

気持ちでやりたいと思います。どうかよろしくお

願いいたします。 

 それではまず、総合型スポーツクラブについて

お伺いします。 

 昨年、スポーツ基本法が成立しました。その中

で、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ

とはすべての人々の権利であり、すべての国民が

その自発性のもとにそれぞれの関心、適性に応じ

て安全かつ公正な環境のもとで日常的にスポーツ

に親しみ、スポーツを楽しみ、またスポーツを支

える活動に参画することができる機会が確保され

なければならないという前文にのっとりますが、

そういった中で西予市でも総合型スポーツクラブ

が立ち上がりました。 

 今、５町のうち３町、宇和、三瓶、野村のスポ

ーツクラブが活動しておりますが、活動状況の会

員数と会費はどうなっているのか、まずお伺いし

ます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ご質問の宇和、三瓶、野村の総

合型地域スポーツクラブの会員数、会費、活動状

況等についてお答えをいたします。 

 平成２３年度の実績による会員数でございます

が、宇和文化の里スポーツクラブが１７３名、三

瓶スポーツクラブが２０６名、のむらスポーツク

ラブが７４１名でございます。 

 次に、会費でございますが、宇和文化の里スポ

ーツクラブですが、ジュニアが１，０００円、一

般が２，４００円、シニアが２，０００円となっ

ております。三瓶スポーツクラブは、会費が１，

０００円でございます。のむらスポーツクラブ

は、ジュニアが１，０００円、一般が２，０００

円で、どのクラブとも別途保険料が必要になって

おります。 

 次に、活動状況でございますが、宇和文化の里

スポーツクラブでは、健康づくり教室といたしま

して、シャフルボード、グラウンドゴルフ、健康

体操など７種類の教室を行っております。そのほ

か、ジュニアのバドミントン教室やサークル活動

としてのソフトバレー、ミニバレー、主催事業と

しての各種大会を行っているところでございま

す。 

 三瓶スポーツクラブにつきましては、ソフトテ

ニス、ヨガ、バレーボールなど１３の教室を行っ

ており、昨年度はトップアスリート事業として、

三瓶町出身の元卓球世界チャンピオン、小野氏に

よる卓球教室も行っております。 

 のむらスポーツクラブでは、ジュニアの活動と

してソフトボールやミニバスなど６種目、一般の

活動として陸上やフットサルの４種目のほか、ナ

イターソフトリーグも全員加入をしております。

健康づくり活動といたしましては、ノルディック

ウオークやヨガなど１０団体が活動を行っており

ます。昨年度は、プロ野球選手を迎えての野球教

室や、松山市の潮見スポーツクラブとの交流事業

を行っています。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 ただいまの説明で、それぞれ３

町の会員数、全く、のむらの場合は７４１名です

か、宇和の場合が１７３、三瓶が２０６と、それ

ぞれ会員数が違うわけですが、これは各町によっ

て集め方も違いますし、いろんな事情がありまし

てこうなってると思います。そういった中で各町

の、これはもともと西予市自体が立ち上げを絡ん

でいるわけですから、それぞれの地区の総合型ス

ポーツクラブの中で交流事業、こういう計画は最

近あったのか、これからやろうとしているのか、

その辺の説明をお願いします。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 質問の、各クラブ間の交流はと

いうところでございますが、西予市では、初めて

の試みでございましたが、先月、市内の３クラブ

の代表者が集まって連絡会議を開催いたし、それ

ぞれのクラブの活動状況や問題点などを話し合

い、有意義な会議となり、今後も続けていくこと

を確認していただいたところでございます。ま

た、県内の各クラブ間の交流といたしましては、
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昨年度より愛媛大学が主体となって、県内の総合

型地域スポーツクラブや行政の社会体育担当者な

どの関係者を集めて研究会が発足し、それぞれ各

クラブで参加いただいて交流を図っていただいて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学議員。 

 

○７番兵頭学君 各町で今回から連絡会議を開く

ということで、こういう情報、横のつながり、こ

れがないとそれぞれの地域によって事情は違いま

すが、その共有する問題もあろうかと思います。

ぜひそういう協議会、発展的に継続をしていただ

いたらと思います。 

 次に、以前のある定例会の質疑の中に、野村が

総合型スポーツクラブが立ち上がる前に、残る城

川、明浜はつくるのかという質疑がありました

が、その答弁は、必ずつくりますという答弁があ

ったと思います。実際のところ今、城川、明浜は

どういう取り組みをしているのか、その辺を伺い

たいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ご質問の城川、明浜の取り組み

についてでございますが、城川、明浜での総合型

地域スポーツクラブの立ち上げの取り組みといた

しましては、地域の状況を確認しまして、また西

予市体育協会との連携が重要であることから、体

育協会、城川、明浜各支部の役員の方々と協議を

進め、本年度から地元の意向を確認しながら設立

の可能性について検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 城川、明浜さん、はっきり言い

ますと、人口的に総合型スポーツクラブが立ち上

がっても、非常に厳しい経営内容になるのではな

いかと思いますが、そこら辺も兼ね合いもありま

すので慎重な審議をしていただき、早急に総合型

スポーツクラブが立ち上がることをお願いしてお

いたらと思います。 

 次に、ｔｏｔｏの補助が切れた場合、これはも

うご存じのように５年間という期限がついており

ますけど、野村は去年でしたのでまだ４年近くあ

りますが、ｔｏｔｏの補助が切れた場合の行政の

所見を、どういう対処を検討されるのか、ぜひお

伺いしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ご質問のｔｏｔｏの補助が切れ

た場合の運営等の質問でございますけども、総合

型地域スポーツクラブは、地域の皆さんによる、

地域の皆さんのためのクラブでありますので、ｔ

ｏｔｏの助成がある期間内に自主運営ができるよ

う、これまで以上に魅力ある活動やクラブ内での

自主運営に対する意識づくり、またスポーツクラ

ブの目指すべき姿、クラブの理念など多くの地域

の皆さんに理解を得る努力を通して、ｔｏｔｏの

助成が終わった後も自主運営が可能となるよう行

政といたしましても協力、支援をしてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 今ほどの説明の中で、例えば今

先ほどお聞きしました会費、ジュニアが１，００

０円とか、野村の場合は一般が２，０００円、そ

れから宇和の場合は一般が２，４００円とシニア

が２，０００円ですか、例えばこれだけの人数

で、これだけの会費でやっていけるかというと、

まずこれは物理的に無理ではないかと思っており

ます。また、先ほど申しましたが、スポーツ基本

法の中にも、国や地方公共団体は住民が自主的に

運営する地域スポーツクラブが行う事業への支

援、指導者の配置、施設の整備などに努めると明

記してありますが、運営が立ち行かなくなった場

合の行政のサポートはどの範囲程度の考えでいら

っしゃるのかお伺いします。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 行政のサポートについてのご質

問でございますが、当面はｔｏｔｏの５カ年計画

に沿ってｔｏｔｏの補助期間中、事業費の補助残
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に対する助成や施設及び備品等のサポートを行っ

ているところでございます。 

 総合型地域スポーツクラブは、地域の皆さんが

主体となって運営していくことが本来の姿であり

ますが、今後、地域性や人口の構成、各クラブの

活動状況など総合的に判断いたしまして、だれも

が気軽にスポーツを楽しめる生涯スポーツ社会の

実現のために、総合型地域スポーツクラブに対し

てどのようにサポートしていくか、今後検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 この総合型スポーツクラブ、一

般の方にまだ周知徹底がなされてない面もたくさ

んあろうかと思います。会員の増強、これが一番

だと思いますけど、そういうサポートは行政とし

てもお手伝いできる面があろうかと思います。会

員の増強、それから一般市民への周知、その辺の

サポートをぜひお願いしたいと思います。 

 続きまして、２点目の安全・安心のまちづくり

についてお伺いします。 

 昨日、酒井議員も質問されましたが、橋の安全

性についてお伺いします。 

 ちょうど１９５０年から７０年代に高度成長期

に建設された、耐用年数約５０年を超える橋がか

けかえ、大規模の修繕の時期に来ているというこ

とですが、こういった厳しい財政事情の中では、

全部かけかえるというのはまず不可能に近いとい

うことで、国や県も修繕をできるものは修繕を優

先的にということでやられております。そういっ

た中で、市の橋に関する件で耐用年数５０年と言

われますが、市道にかかる橋の建設後５０年を超

える橋、そして１０年後、２０年後に５０年を超

える橋の数量をまずお聞かせしていただいたらと

思います。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 橋梁の耐用年数につきまし

て、築後５０年を超える橋梁の数でございますけ

ども、現在西予市が、昨日も申し述べましたが、

管理する市道橋、２メーター以上としております

が、６８３橋ございます。そのうち建設後５０年

を超える橋梁数は、本年４月１日時点で８２橋、

全管理橋梁数の１２％ございます。 

 また、将来の見通しですけども、１０年後に５

０年を超えるものが１５９橋２３％、２０年後で

２２８橋３３％となっております。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 今ほどの説明で、この１０年

後、あと２０年後どんどん橋が、５０年を超える

橋がふえていく、こういう数字が出ております。

当然、市としても長期修繕化計画があろうかと思

いますが、その予定及びその計画を説明を願った

らと思います。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 長寿命化の修繕計画でござ

いますが、物はつくれば古くなるということで、

使えるものは使っていくのが原則だというふうに

考えております。 

 西予市におきましては、平成１９年度より２５

年度をめどにいたしまして橋梁長寿命化修繕計画

策定に着手をしておりまして、その計画進捗率で

ございますが、平成２３年度末の時点で、点検の

業務におきましては１３７橋、全橋梁数の２

０％、修繕計画の策定業務におきましては８０

橋、同１２％となっております。また、今年度に

おきまして点検業務を２２７橋、平成２５年度に

おきましては、点検業務４２橋と修繕の計画です

が策定業務３２６橋を予定いたしているところで

して、その後平成２６年度よりこの結果をもとに

緊急性の高いものから順次修繕工事に取りかかっ

ていく予定でございますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 昨日の酒井議員にもその答弁が

あったように、今の答弁の中で、２６年度より随

時修繕、早急に必要な箇所から修繕をしていくと

言われましたけど、放置すれば損傷が進みまし

て、最悪の場合、橋の落下ということも考えられ

ます。しかし、予算的な措置も必要かと思います

ので、今後の市の財政事情を見ていただきなが
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ら、早急に直せるものは直していくという考え

で、これから中・長期的にも１０年、２０年先の

めどを立ててやっていただいたらと思います。 

 次に、防災行政無線の設置によって、野村町に

も今年度設計をしていただきまして、来年２５年

までには防災行政無線ラジオも設置していただく

ように今なっております。野村の町民の方も、非

常にそのことに対しては市のほうに感謝してると

思いますし、大変喜ばしいと思いますが、１点気

になりますのが、その防災行政無線ラジオ、これ

は基本があくまでも防災のほうですので、今のア

ナログ放送では各公民館なり、いろんな地域の行

事等もそのアナログの放送を使ってやられており

ます。これがデジタル化になると、そういう応用

ができるのか、その点をまずお伺いします。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 今の防災行政ラジオは地域

限定ができるのかというようなご質問でございま

すが、このラジオはアナログ対応のラジオでござ

いまして、持ち出しができたりするメリットはあ

りますけれども、地域限定の操作はできないもの

でございます。今度、野村地区の防災行政無線を

やる計画は、これは国が指導しておりますデジタ

ル化を進めてまいるという、西予市としては第１

号の、全体をやる予定ではありますけれども、一

番老朽化が進んでおります野村地区を第１号とし

てやろうとしよるところでございますが、今度は

防災行政ラジオではなくて、戸別受信機をつける

予定でございます。これは地域限定ができる無線

機になっておりますので、今、宇和、明浜、城川

に対応しております、これはアナログ対応の戸別

受信機でございますが、それと同じような機能が

あるものでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 ありがとうございました。 

 これは、以前地元の方が、そういう心配がある

がということで問い合わせがありましたので、一

度お聞きしたらなと思って。ということは、戸別

受信機、地域限定放送可能ということで理解でき

たと思います。 

 続きまして、今度は防犯についてでございます

が、昨日も酒井議員が質問されて、また同じよう

にかぶるわけですけど、その中で、昨日は副市長

が答弁されました。１１月ごろには県警から再編

計画の答申があるとのことでしたが、駐在所の職

員が減員されましても駐在所は残りますので、駐

在所の有効利用を地域の方と協議する必要がある

かと思いますが、市のほうとしてはそういう考え

はあるのかないのか、まずお伺いします。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 それでは、ただいまのご質問にお

答えしたいと思いますけども、基本的な駐在所の

統廃合に関する市の考え方は昨日、酒井議員にお

答えをいたしました。その後の利活用ということ

でありますけれども、今我々が聞いているところ

では、駐在所の建物はそのまま残されて、赤い赤

色灯も残し、またパトロール中の警察官がそこへ

一時的には立ち寄って活用をするし、さらに警察

電話というんですか、駐在所から直通で警察署へ

つながる電話は、当分の間はそのまま置いておく

というようなお話を聞いておりますし、さらにそ

の駐在所を地域の防犯協会ですとか、それぞれの

会合なんかにも利活用できるように、しばらくの

間はそのまま利用したいというふうなお話を聞い

ておるというところでございます。正式なお話で

はありませんけれども。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学議員。 

 

○７番兵頭学君 私も、警察の方にその辺をお伺

いしましたら、できたら、当然駐在所は残るの

で、その間の地元の方が有効利用される例えば防

犯協会、今言われましたけど、そういう方たちに

もそういう施設、建物があるだけでも防犯上には

なると思いますし、ぜひそういうことをやってい

ただいたらと思いますけど、１１月ごろに答申が

出まして、来年もし４月から統廃合になるとしま

すと、約５カ月近くですが、その間に地元の方と

協議できるのか、その辺時間的に余裕があるの

か、その辺だけちょっと確認をしたいと思います

が。 
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○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 どこまで結論を出すかということ

でありますけれども、当然昨日もお答えいたしま

したけれども、再編計画が具体的な提示があった

段階で地域の皆さんとご相談をするような機会は

あると思いますし、その後の活用等については、

なおのこと強く警察のほうにも市としましても地

域の皆さんの声を届けたいというふうに思いま

す。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 これは国、県の方針ですので、

変えるわけにもいきませんし、ぜひ地元の強い不

安感を払拭するためにも、ぜひ市のほうも県警と

の協力を推進していただいたらと思います。 

 次に、これも県警とのつながりになろうかと思

いますが、３月１０日に開通しました高速道路、

これ以降また南予いやし博、４月２２日から１１

月４日まで開催され、そういった影響であります

か、昨日の新聞にも西予宇和間の交通量が約１．

３倍にふえたと報じられていましたが、南予の活

性化のためにも大変喜ばしいことだと思います

が、１点心配なことがありまして、宇和野村線、

ちょうど国道５６号線に出ます信号、高速が宇和

島まで延びたおかげであそこの信号待ちが今まで

より倍以上、ひどいときには３回ぐらい待たんと

いけんという、今状態になっております。この朝

晩特に渋滞しとるんですが、これの解消策、この

辺は市としてはどういう検討をされているのかお

伺いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、兵頭議員の今までのご質

問についてお答えさせていただきます。 

 平成１６年４月１７日に開通しました四国横断

自動車宇和大洲間の開通に合わせまして、主要地

方道宇和野村線が整備されまして、また翌年、宇

和明浜線、いわゆる伊賀上バイパスが供用開始さ

れ現在に至っておりますが、議員のご指摘のとお

り、本年３月１０日に宇和島北西予宇和間の開通

によりまして、また宇和大洲間が有料区間のた

め、国道５６号線を経由するために車両の渋滞が

発生している状況であります。これはご指摘のと

おりでございますが。 

 現在、西予土木事務所での整備予定はないよう

ですが、開通後３カ月が経過したところであり、

今後、交通量の状況を調査するとともに、当面は

国道及び県道鳥坂宇和線の２カ所ある信号の連

動、時間調整で混雑が解消できるよう、西予土木

事務所等と協議してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 確かに、警察の方にも右折の信

号を少し長くしとるという話は伺っております

が、なかなかそれだけでは対処できないとこもあ

ろうかと思います。これは無料化によりまして、

宇和島から乗られた方がなぜ西予におりるかと申

しますと、当然ご存じのように大洲のところに料

金所がある、そのために特に目立つのが、大型ト

ラックが右折レーンに占領されとるような現況が

多々見られます。これは、早い話が今の運送業も

大変厳しい情勢になっておりますし、当然無料の

とこは高速は通るけど、有料のとこは少しでも一

般道をという考えで西予におりられて後は国道を

走られるというような現状じゃないかと思ってお

ります。そういった面でも、大洲にあります有料

区間をぜひ廃止していただくか削減していただく

ような働きかけができないか、その点をお伺いし

たいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、兵頭議員の大洲宇和間の

高速道路の高速料金の廃止か減額についてお答え

させていただきますが、本区間は１５．７キロあ

ると思いますけども、平成５年１１月１９日付で

当時の建設大臣から有料道路としての施行命令を

受け、当時の日本道路公団が整備をした有料区間

でありました。大洲へ行くと、高速自動車国道の

整備に先駆けて、昭和５５年から大洲市市街部の

渋滞解消を目的としまして、一般自動車専用道を

国が整備した大洲道路の無料区間が接続する形態

となっております。また、宇和島北西予宇和間１

６．３キロが施行命令が出まして、今開通をして
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おるところでありますが、当時の日本道路公団が

施行主体であった有料道路方式であったところで

ありまして、施行主体を国土交通大臣となって新

直轄方式となったことによって、その結果当区間

が無料区間となったというような流れになりまし

た。 

 以上の結果、議員のご指摘のとおり、四国縦貫

自動車道の大洲より南では、大洲北只から西予宇

和間のみが有料区間となる特異な形態となってお

りまして、当区間利用者の割高感が避けられない

状態でなっておるということは、私たちも認識し

ております。 

 愛媛県でも、この点については国への改善策を

要望されておりますが、解決には時間を要すると

思っております。ご質問にもありますように、当

区間の料金の廃止、減額につきましては、当区間

が道路整備特別措置法等の規定に基づきまして当

時の日本道路公団により有料の高速自動車国道の

新設事業が整備されたため、法の改正がなされな

い限り廃止、減額は現段階では困難となっており

ます。 

 なお、高速料金の廃止、減額については、さま

ざまな影響が想定されると思っております。特に

国道５６号線沿線で商業活動をされておられる

方々への配慮も私は必要であろうと、このように

思っておりまして、これについては、廃止、減額

については西予市としては慎重に判断をして対応

していきたいと考えております。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 確かに、市長さんがおっしゃる

ように、今吉田町すごい交通量が減って、全く商

店、あそこの国道の営業されとる方が悲鳴を上げ

られとるというのが実情があろうかと思います。

ただ、あそこの国道へ出る交差点、あれが言うた

ら交通事故の原因になる可能性もありますので、

スムーズな円滑ができるようなあそこの対象、ぜ

ひ県警と打ち合わせをされて進めていただいたら

と思います。 

 次に、昨日井関陽一さんも質問されましたが、

学校給食、病院給食、これは地産地消についてで

ありますが、井関議員は病院だけでしたので、病

院の件は昨日聞きましたが、学校の自給率、この

辺を先にお伺いしたいと思います。 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ご質問の学校給食の自給率につ

いてお答えをいたします。 

 市内小・中学校での地元産品の自給率といたし

ましては、ことしの１月に県の調査に合わせて行

いました。市内給食センター及び給食調理場のう

ち、６カ所の調理場において品目数ベースで５日

間調査をした結果の自給率をご報告いたします。 

 自給率は、県内産品４３．５％でございまし

て、そのうち市産品が全体で１７．５％となって

おります。 

 西予市学校給食では、ＰＴＡのご理解もありま

して、主食の米、パン用の小麦を１００％地元産

材で賄うことができております。ただし、パン用

の小麦は、昨年度不作であったため、外国産小麦

を使用しておりましたが、ことしは西予市産小麦

１００％のパンを学校給食で供給できる見込みで

ございます。また、その他野菜、かんきつ、魚介

類についても今後可能な限り西予市産で賄うこと

ができるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 それでは、今ほどの説明の中で

県産材が４３．５、市の自給率が１７．５という

ことでしたけど、これを病院も一緒ですけど自給

率を上げる方法、いろいろあろうかと思いますけ

ど、例えば学校給食の場合であれば栄養士さん、

そして野菜をつくられている生産者の方、そうい

った方たちで長期的な、１カ月、２カ月の給食の

献立、そういうやつを打ち合わせをしていただ

き、当然栄養士さんも地元で使える食材、それを

たくさん使えるような献立にする。当然、生産者

も今までのようにただ自分がつくりたいものをつ

くるだけではなしに、栄養士さんから要求された

ような野菜を挑戦できるような、そういう協議会

なり打ち合わせができるような場が設置できれば

と思いますが、そういうお考えがないかお伺いし

たいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 
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○兵頭教育部長 学校給食における自給率の向上

についての考え方のご質問でございますが、市内

の学校給食では、一時的ではございますが、旬の

時期に近隣の生産者等から野菜等直接搬入してい

ただいたり、自分たちで収穫した米等を学校給食

で使用したりするなど、各学校の特色を生かしな

がら地産地消、食育の推進を図り、子供たちが地

域農業と農産物等への理解を含め、郷土に誇りを

持ち、郷土愛をはぐくむための教育を現在推進し

ているところでございます。 

 地元産の食材の通年供給には、価格、規格、そ

のほか地場農産物が学校給食に安定供給できる体

制の整備とか、また献立の問題とか、地場産品を

確保できない場合の対応など多くの現在課題を抱

えておりますが、それを一つ一つ整理しながら自

給率の向上に向けて努力をしてまいりたいと、そ

のように考えております。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 そしたら次に病院のほうです

が、病院のほうの給食、昨日の自給率はお伺いし

ましたけど、病院の場合には給食は委託で行って

いるのか、まずその点を確かめたいと思います

が。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 現在のとこ、両病院とも、

雇用は病院で雇用してそして給食をつくっており

ます。そして、食材につきましても地元の業者を

利用してつくっておるところでございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 病院は、それぞれ病気を治すと

こでございますので、その給食自体も非常に神経

を配らないといけない、栄養とかあろうかと思い

ます。特にこれは全体的に言えることですが地産

地消、この目的のために今回質問させていただき

ますが、今のこの景気の中で何ができるかと言え

ば、地元でできたものを地元で消費する、それだ

けではいけないので、実際は外にも売っていかな

ければならないところがありますけど、とりあえ

ず地元で消費できる、そういうものはぜひ地元の

生産者と給食をつくられる方の、病院も一緒です

が協議会をつくられるなり、計画的に地元の野

菜、米、何でも利用できるような体制づくりをぜ

ひお願いしたらと思います。 

 次に、また地産地消で、地元産材についてお伺

いします。 

 今週の新聞に出ておりましたが、県産の原木価

格、これが落ち込みがひどいという新聞を見られ

た方も多いと思います。５月の平均価格がヒノキ

が立米当たり１万３９３円、それから杉のほうが

７，４９７円。これではやっていけないという森

林関係の方、たくさん耳にいたしますが、現在の

価格を上げる特効薬というのは、これはもう国、

県に需要を促していただくような施策が必要かと

思っておりますけど、西予市の場合には木造住宅

建設促進補助金という制度があります。この補助

金の制度、有効利用されている方がたくさんいら

っしゃいますけど、今地産地消の目的からいって

もこの補助金の額が上げれないか、まずその点を

質問させていただきます。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 木造住宅建設促進補助金の

増額ということでございます。木造住宅建設促進

事業につきましては、市産材の利用促進のため、

広く市民の方に利用をしていただくことを目的と

しております。補助金の額はですが、使用された

西予市産材１立方メートル当たり１万２，０００

円を乗じた金額としまして、５０万円を上限とし

て補助をすることとしております。 

 この補助金の増額についてでありますけども、

この制度につきましては県内ではかなり西予市は

早いうちに実施を始めたと思っておるんでござい

ますが、県内市町の現状を見ますところ、補助金

実績ベースで比較しますと、２２年度ですが、西

予市が１軒平均３１万８，０００円、県内平均が

やや上回る３７万８，０００円。面積要件であり

ますけども、西予市は１軒５０平方メートル以

上、約１５坪ということです。県内の平均が６６

平方メートル以上となっておりまして、補助の要

件としては遜色ないのではないかと思っておりま

す。市内全体の補助実績となりますと、２３年度

の西予市実績は３９軒、補助金総額で１，２４０

万円であります。県内平均が１市町当たりですが
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９軒の３４０万円となっておりまして、西予市は

群を抜いている状況でございます。 

 これからも市内林業の現状を認識しまして、さ

まざまな角度からこの振興に取り組んでまいりた

いと思います。市民の皆様には本事業の趣旨をご

理解いただきまして、今後も西予市木造住宅促進

補助金、さらには愛媛県木造住宅補助もございま

すので、ご活用いただきたいと存じます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 それでは、今ほどの補助金の金

額、これは上げれないということで理解しておき

ますが、確かに今の西予市の場合、３９軒で１，

２４０万円、すごい金額でありますが、今地域の

建築状況を見ますと、全然家が建ってないという

のが現状であります。どうか促進を図るためにも

またさらなる検討を願っておきたいと思います。 

 次に、その補助金の内容に係りますが、この補

助金の対象者は一応市内在住者という規則がある

と伺っております。例えば子供さんが松山でいら

っしゃって、地元の親のために家を建てるといっ

た場合、相談がありましたら、基本的には市内在

住の施主さんじゃないといけんという原則、規則

がありますので、その辺の規則、変更ができない

か、まず理事者のほうの考えをお伺いしたいと思

います。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 ただいまの規則の変更の可

能性についてのご質問でございますが、西予市木

造住宅建設促進事業費補助金交付要綱というもの

がございますが、これは対象者がみずから居住す

るために西予市内に対象住宅を建設する市民とな

っております。このことは、近隣の市町におきま

しても同様の基準となっているところでございま

す。 

 この補助は、住宅を建築いただいた施主の方に

対して補助を行うこととなっておりまして、市外

の住民に補助するということは、やや市のお金と

いうことで不公平感が出ることも想定されますの

で、今後この取り扱いについて慎重に検討させて

いただきたいと思います。 

 なお、林業需要が低迷が続く中で今の制度にと

らわれない新たな林業振興施策を検討する時期に

来ていると感じておりまして、今後具体的に検討

を進めながら取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 今ほどの部長さんの答弁に林業

政策、これからほかの件も検討していくというこ

とですので、今現状では待ったなしの状態になっ

ております。ぜひ急いで検討していただいたらと

思います。 

 次に、公共事業削減によりまして、市内の建設

業者廃業や倒産による業者の数が減っています

が、合併８年間の建設業者の廃業、倒産の件数を

まずお知らせ願ったらと思います。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 今のご質問でございますけ

れども、平成１６年度の合併以来、８年間の建設

業者の廃業、倒産件数でございますが、自主廃業

件数は１２件、倒産件数は８件となっておりま

す。これは、指名願の出ております業者が届け等

を出した数でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 自主と倒産を合わせて約２０

件。８年間に２０件ということですが、これが多

いか少ないか判断する方によってはそれぞれ違う

と思います。何でこの業者が減っていくか、これ

はもう公共工事の削減、これが一番の原因であり

ますし、また業者間の中でも自主体力がある業者

等によって変わってきております。しかし、今の

公共工事、これをふやすということはまず不可能

に近い現状かと思いますが、そういった中でも今

入札の業者を選定するのに、これは当然理事者の

範囲に入ろうかと思いますけど、地元優先の工事

発注ができないのか、これは切実な問題ですの

で、この辺の答弁をよろしくお願いいたします。 

 

○議長 河野総務企画部長。 
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○河野総務企画部長 今の地元優先の工事発注が

できないかというご質問でございますけれども、

入札指名業者の選定につきましては、まず監理用

地課のほうで指名基準に基づいて選定をし、あと

市長の決定をもらっておるところでございます

が、これは選定基準としましては、毎月調査する

業者の手持ち工事一覧等も参考にしながら、そし

てこういう工事には何社以上というような規定が

ございますが、この規定の中で地元を優先して、

そしてそれからだんだん拡大していくというよう

な手法もとっております。できる事業につきまし

ては市内業者優先という、先ほどの地産地消の考

えと同じでございますけれども、そういうことで

努力をいたしております。 

 ちなみに、これはもうちょっと参考でございま

すけれども、平成２２年度の全国都市の公共工事

の普通建設事業の実施状況、その決算に対する割

合のランキングでございますけれども、全国で７

８２都市がありますが、そのうちの１３位、四国

で３８都市がありますが、そのうちの２位、県下

では１１都市、そのうちの１位、こういう状況を

ずっと続けているような状態でございます。これ

も地元の企業優先のためにやっているところでご

ざいますが、これにも限度がありまして、国、県

に対しても公共工事をふやしていただくような手

だてをまた要望をしてまいりたいと思っておりま

すので、皆さんのご協力もまたよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 西予市としてもいろんな公共工

事、地元優先にやっていただいとるという解釈に

のっとって、今、学校、それから庁舎、今後建設

予定があろうかと思います。特に学校などは低層

でこれからできるのではないかと思っておりま

す。そういった低層の公共施設、これをぜひ木造

建築を頭に当然検討されていると思いますが、そ

の点をぜひご理解いただいて木造建築の公共施設

を優先的にやっていただくようにお願いしたいと

思います。 

 最後に、これは市長さんにぜひ答弁をお願いし

たいと思いますが、今ほど地産地消の中で、木材

価格それから建設業の廃業、倒産を含めて近々に

対処しなければならないと私は考えておりますけ

ど、市長のこれからの早急にどういう対処ができ

るのか、ぜひその思いを語っていただいたらと思

います。よろしくお願いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、たっての質問要請でござ

いますので、答えさせていただきます。 

 今ほど、総論的なところから入らせていただき

ますけれども、木材価格が本当に大変な状況にな

っているというのは、私ども危惧をしておりま

す。これを何とか、これは相場ですからなかなか

難しいところがあって、その原因というのは私ど

もちらっと大きな原因ていうのは聞くところがあ

ります。 

 この中四国でこんだけ下がってきとる大きな原

因は、恐らく大きな岡山の木材の業者の倒産とい

うのが大きな影響があっておるというのも私は聞

いておりますが、そこで需要と供給がアンバラン

スになってきたというのが恐らく暴落の大きな原

因だと思います。それが恐らくこの２年ぐらいす

ると少し変わってくる可能性があるんじゃないか

なという、これは客観的な判断、今はなかなかな

らんとこでありますが想定判断でございました。 

 そういうことを期待しておりますが、ただ西予

市としては、それをこまねいておるわけにはいき

ませんので今から森林組合、エフシー等々と含め

てその新たな流れをつくっていく必要がありまし

ょうし、それは山側であります。今度出口側につ

いては、先ほどから答弁を繰り返してまいりまし

たけれども、やはり木造の建築等々を促進すると

いう、公共の建物については促進するということ

も大事になりましょうし、西予市が愛媛県で一番

最初につくらせていただきました木造住宅建築促

進についてももう一歩踏み込んだ形を何らかでき

ればいいのかなと、このような思いをしておると

ころでもあります。 

 それとあわせまして、東京都のみなとプランに

賛同して今締結をしておるところでございます

が、それに合わせてヒノキを圧縮をする検討に入

ってまいりました。これが成功するということに

なりますと、状況が恐らくガラッと変わってくる

可能性を秘めておりますので、そういうことにも

前を向いて進んでいきたいと、そのように思いま
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す。 

 以上です。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○７番兵頭学君 最後に、市長さんのほうから木

材価格に対しての思い、そういう思いを確かに私

もそういう、例えば圧縮材の開発、製材だけでは

これからは難しいのかなと私も思っております

し、そういう分野での開発に対しての予算も何か

ついておりますんで、ぜひ推進していただいたら

と思います。 

 以上で私の今回の定例会の質問を終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

 

○議長 ここで１点傍聴者にお願いをしておきた

いと思います。 

 議会ではことし、今期からすべての会議室に携

帯電話の持ち込みを禁止いたしております。当

然、傍聴席の皆さんにも大変ご不自由をかけるわ

けでございますが、ご協力をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、４番田中徳博君。 

 

○４番田中徳博君 議員番号４番、田中徳博で

す。今回、新人にもかかわりませず、こういった

質問の場を与えていただいてありがたく思ってお

ります。２日間にわたる一般質問で、皆さんお疲

れだろうと思いますので、今回皆様の貴重な時間

ということで、前置きはできるだけ省いて、簡潔

な一括質問をさせていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

 それでは、第１に市長にお伺いします。経費削

減についてです。 

 先日、新聞等で特別職の職員等の給与の減額を

発表されていましたが、厳しい経済情勢の中で上

に立つ者のあるべき姿だと思われました。ただ、

これからの西予市の厳しい財政状況を考えるに当

たり、さらなる努力、削減が必要だと思われま

す。今後、特別職以外の削減計画について、市長

のお考えをお伺いしたいと思います。 

 また、関連ですが、先日、ある会議を傍聴させ

ていただきました。そこで女性の方から、私たち

はボランティアで活動しているので、手当等は不

要なので経費から除いていただいて結構ですとい

った意見がありました。西予市もまだまだ捨てた

ものではなく、苦しいときはみんなで我慢する、

この考えが広がっていけば、厳しい状況をも乗り

切っていける、ここにも経費削減の糸口を見つけ

出しました。私自身も、また議員としても削減に

協力していきたいと思います。 

 第２に、ジオパークについてお伺いします。 

 矛盾するようですが、将来に対する投資、市長

お勧めのジオパークについてですが、まだまだ素

材不足だと思われます。素材の一つとして、例え

ば明浜町の大早津オートキャンプ場奥の埋設され

た鍾乳洞の再発掘、またそれに伴う地下水の利

用、近くに起立する奇岩を観光に利用したパワー

スポットの開発等、また人的素材の育成等これか

らの展開を教えていただきたいと思います。 

 大早津については、過去にもいろいろ試された

ようですが、今回、別の観点から試みとして提案

をいたします。 

 第３に、有害鳥獣駆除についてお伺いします。 

 イノシシなどの大型有害獣の駆除については、

技術や危険を伴います。そのため、タヌキやハク

ビシン等の小型獣に的を絞り、わなの資格者、所

有者または猟友会に協力を要請し、捕獲数を上げ

るため各地区に無料で小型の箱わなを貸し出して

はどうでしょうか。蛇足になりますが、私も３年

ほど前に市の補助をいただいて狩猟、わなの免許

を取得しました。こちらが市長発行の許可証であ

ります。３年間の実績として、数少ないですが、

こういったイノシシのきばなんですが、こういっ

たとがってかなり鋭利なものになっております。

ということで、一般の方たちがイノシシに接する

とかなり危険を伴います。今回、そういう危険な

分は猟友会とかそういうなれた方にお任せして、

小型のタヌキ、ハクビシンを捕獲する箱わな、最

終的にはこういった形で普通の方でも取り扱いは

できます。そういった分を無償で配布することに

よって捕獲数を上げる、あとの処理については猟

友会とかの方の協力を得て処分していただきたい

といった分です。 

 以上、３点ですが、こちらについてお伺いをい

たします。 

 

○議長 河野総務企画部長。 

 

○河野総務企画部長 私のほうからは、田中議員
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の質問の中の１番目の削減計画についてお答えを

いたします。 

 人件費につきましては、行政改革大綱における

定員適正化計画に基づき、合併後１０年で１５０

人を削減するという目標を掲げまして、退職者の

２分の１採用や早期退職制度の実施により、平成

１７年度から平成２３年度で実質１５７名の削減

となっております。合わせて各種手当の見直しも

行っております。また、市議会議員定数におかれ

ましては、さきの市議会議員選挙から２４名から

３名減、１２・５％の減をされております。 

 人件費削減についての今後の具体的な計画とい

たしましては、引き続き退職者の２分の１採用を

続けてまいりたいと思っております。その他全般

的な経費削減も必要でございますので、これまで

行政評価システムにより事務事業全般について見

直しを行っております。引き続き、この制度も続

けながら経費削減を行ってまいりたいと思ってお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 福原産業建設部長。 

 

○福原産業建設部長 一括質問ということで、こ

ちらからお答えをさせていただきます。 

 ２番目のジオパークの件でございます。 

 ジオパークの素材が不足しているのではないか

と、人的素材の育成についてと、こういうことで

ございますが、ジオパークの素材というものは、

地質や地形だけではなく、歴史、生活、食材など

その地域の大地に関連するあらゆるものがテーマ

となります。今後は７月に推進協議会を立ち上

げ、市民の皆様方のご協力をいただきながら一つ

一つの素材を確認し、ジオパーク構想の認定及び

実践に向けて具体化していきたいと思っておりま

す。 

 市内各地には地域の宝が数多く残され、私たち

の祖先の営みや海、里山の多様な文化、食、暮ら

しを感じることができます。ジオガイド講座など

各種の研修を交えながら、大地とつながりのある

地域の宝を発見し、整理する作業を積み重ねるこ

とで、ジオパークの素材がふえていき、それらの

活動を通じて人材もまた育成できるものと思いま

す。 

 議員が例示されました、明浜町での提案でござ

いますが、ジオパークの原点は、地域みずからが

地域の資源を生かして行う地域振興です。行政と

しましても、地域の皆様と連携して地域資源の調

査や学習会に取り組み、特徴あるものはジオパー

クの素材として紹介したいと考えております。た

だし、多額の経費がかかるものにつきましては、

全体計画の中での必要性や、補助事業などの活用

を考慮しながら、コスト負担の面もある程度考慮

しつつ実施することも必要だと考えておりまし

て、埋設された鍾乳洞の再発掘につきましても、

慎重に検討していきたいと存じます。地下水の利

用あるいはさまざまな奇岩等につきましても、関

心のある市民の方々、専門家の方々を交えて、ジ

オパークは認定されてからが勝負と昨日も申しま

したが、認定されて終わりというわけではなく

て、継続的な活動ができるように、やれるものか

ら徐々に取り組んでまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、有害鳥獣駆除について、小型獣に的を絞

った箱わなの無料貸し出しというご提案でござい

ますが、最初に、現在の西予市の有害鳥獣対策の

状況につきまして少し概要を説明させていただき

ます。 

 平成２３年度から西予市有害鳥獣捕獲隊を結成

しまして、現在先ほど申されましたように、約２

８０名程度会員がいらっしゃいますが、狩猟期以

外、ほぼ通年的に捕獲を実施しております。捕獲

隊への支援としまして、捕獲免許取得支援、先ほ

ど見せていただきましたが、２３年度で６５名、

箱わなの貸与が５４基、箱わなの助成が１１基、

そのほか捕獲そのものに対する補助金、ほか地元

への国、県、市補助の侵入防止さく等が１４２キ

ロメートルなど、実施をしているところでござい

ます。 

 被害の状況ですが、こちらで統計的に把握して

いるものだけで、面積は１８ヘクタール、金額で

約３，０００万円。その被害額の８０％はイノシ

シの被害となっております。 

 引き続きまして、被害の防止対策には強力に推

進してまいりたいと思いますが、最近はシカとか

猿とかの被害情報が頻繁に入るようになりまし

た。この提案の小動物につきましては、捕獲した

場合の補助金は出しておりますが、わなまではな

かなか対応し切れない部分もあるのではないかと

思いますので、当面は現行の制度を活用しなが
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ら、一緒に対処していただきたいというふうに思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

○議長 田中徳博君。 

 

○４番田中徳博君 先ほどの答弁の１については

了承いたしました。 

 ２番のジオパーク推進のことですが、現在２名

で担当されているように思われますが、これから

の事業量の拡大と、また事務量の増大が考えられ

ますが、ここの補強とかはお考えでしょうか。 

 また、３番小型箱わなの貸し出しの件ですが、

農業振興費、鳥獣被害防止総合対策事業補助金

４，８００万円の現状に応じた使い方を希望しま

す。 

 ２番のジオパークの推進室のこれからだけ、お

返事をいただいたらと思います。よろしくお願い

します。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、田中議員の再質問につい

てお答えさせていただきます。 

 今、ジオパーク推進室をことしの４月から設置

をいたして、今ご指摘のとおり２名を配置してお

るところであります。最初の質問にもございまし

たとおり、それに答えましたとおりであります

が、１５７名今この８年間に職員を削減しており

ます。こうなりますと、なかなか一つのところに

人員をふやすというのは非常に難しい状態になっ

ております。また減るわけです。そうなると、少

数精鋭でやっていただかなくてはいけないという

のが現実であります。ただ、ジオパーク推進室だ

けこれもやるもんではありません。ほかの関連の

各課と連携をしながら推進していくわけでありま

すから、２名が多いか少ないかというのはその

時々に判断をしなくてはいけませんけれども、そ

のときとても将来において大変な状況ならふやす

可能性はゼロとは言いませんが、ただ今の現時点

では難しい、その判断をしておるところでござい

ます。 

 以上です。 

 

○議長 田中徳博君。 

 

○４番田中徳博君 先ほどの答弁で、なかなか人

材的にも難しい、一方で減らして一方でふやす、

難しいと思います、そのバランスは。市長にお任

せをしたいと思います。 

 あと、私個人としてはフィールドワークを中心

とした議員活動を目指しておりますので、ぜひご

指導、ご協力のほうよろしくお願いします。 

 以上で私のつたない質問を終了させていただき

ます。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月２８日は午後２時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時１６分 
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改正する条例制定につい

て 

   議案第 ８８号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ８９号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９０号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広

域連合規約の変更につい

て 

   議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２４年度西予市授産
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場特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第 ９４号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第 ９５号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９６号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第 ９７号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第 ９８号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９９号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１００号 平成２４年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

１号） 

   議案第１０１号 平成２４年度西予市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

   議案第１０２号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

   陳情第  １号 伊方原発の再稼動を認め

ないことを求める陳情 

   陳情第  ２号 林道内場樽線における土

砂崩落箇所の早期災害復

旧と地元負担金の軽減に

ついて 

   陳情第  ３号 林道長谷～田之筋線建設

に係る受益者負担金軽減

の陳情 

   陳情第  ４号 城川帰楽苑「火葬場」の

改修と増築について 

   陳情第  ５号 西予市立宇和病院移転後

の跡地利用に関する陳情

書 

   意見書第 ８号 「緊急事態基本法」の早

期制定を求める意見書

（案） 

   意見書第 ９号 災害廃棄物の広域処理の

推 進 を求め る 意見 書

（案） 

   意見書第１０号 北朝鮮による拉致問題の

早期解決に向けた積極的

で強力な行動を求める意

見書（案） 

 ３ 発議第  ４号 西予市議会活性化特別委

員会の設置及び付託につ

いて 

   発議第  ５号 西予市新市立病院建設特

別委員会の設置及び付託

について 

   発議第  ６号 西予市環境衛生施設建設

特別委員会の設置及び付

託について 

   選任第  ３号 西予市議会活性化特別委

員会委員の選任について 

   選任第  ４号 西予市新市立病院建設特

別委員会委員の選任につ

いて 

   選任第  ５号 西予市環境衛生施設建設

特別委員会委員の選任に

ついて 

 ４ 各委員会における閉会中の継続審査につい

て 

追加 意見書案第２号 緊急事態基本法の早期制

定を求める意見書（案）

の提出について 

   意見書案第３号 災害廃棄物の広域処理の

推 進 を求め る 意見 書

（案）の提出について 

   意見書案第４号 北朝鮮による拉致問題の

早期解決に向けた積極的

で強力な行動を求める意

見書（案）の提出につい

て 

   議員派遣の件について 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 報告第  ９号 平成２３年度西予市一般

会計繰越明許費繰越計

算書の修正について 
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 ２ 議案第 ８５号 西予市おイネ賞事業基金

条例制定について 

   議案第 ８６号 西予市特別職等の職員の

給与の特例に関する条例

制定について 

   議案第 ８７号 西予市印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 ８８号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ８９号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９０号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広

域連合規約の変更につい

て 

   議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２４年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第 ９４号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第 ９５号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９６号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第 ９７号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第 ９８号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

   議案第 ９９号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１００号 平成２４年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

１号） 

   議案第１０１号 平成２４年度西予市病院

事業会計補正予算（第１

号） 

   議案第１０２号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

   陳情第  １号 伊方原発の再稼動を認め

ないことを求める陳情 

   陳情第  ２号 林道内場樽線における土

砂崩落箇所の早期災害復

旧と地元負担金の軽減に

ついて 

   陳情第  ３号 林道長谷～田之筋線建設

に係る受益者負担金軽減

の陳情 

   陳情第  ４号 城川帰楽苑「火葬場」の

改修と増築について 

   陳情第  ５号 西予市立宇和病院移転後

の跡地利用に関する陳情

書 

   意見書第 ８号 「緊急事態基本法」の早

期制定を求める意見書

（案） 

   意見書第 ９号 災害廃棄物の広域処理の

推 進 を求め る 意見 書

（案） 

   意見書第１０号 北朝鮮による拉致問題の

早期解決に向けた積極的

で強力な行動を求める意

見書（案） 

 ３ 発議第  ４号 西予市議会活性化特別委

員会の設置及び付託につ

いて 

   発議第  ５号 西予市新市立病院建設特

別委員会の設置及び付託

について 

   発議第  ６号 西予市環境衛生施設建設

特別委員会の設置及び付

託について 

   選任第  ３号 西予市議会活性化特別委

員会委員の選任について 

   選任第  ４号 西予市新市立病院建設特

別委員会委員の選任につ
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いて 

   選任第  ５号 西予市環境衛生施設建設

特別委員会委員の選任に

ついて 

 ４ 各委員会における閉会中の継続審査につい

て 

追加 意見書案第２号 緊急事態基本法の早期制

定を求める意見書（案）

の提出について 

   意見書案第３号 災害廃棄物の広域処理の

推 進 を求め る 意見 書

（案）の提出について 

   意見書案第４号 北朝鮮による拉致問題の

早期解決に向けた積極的

で強力な行動を求める意

見書（案）の提出につい

て 

   議員派遣の件について 

 

  開議 午後２時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は２１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、報告第９号「平成２３年度西

予市一般会計繰越明許費繰越計算書の修正につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 道山財政課長。 

 

○道山財政課長 報告第９号「平成２３年度西予

市一般会計繰越明許費繰越計算書の修正につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２４年６月１３日の本定例会に報告いたし

ました平成２３年度西予市一般会計繰越明許費繰

越計算書に誤りがありましたので、修正し報告す

るものであります。 

 なお、今回の修正に伴います繰越事業費総額の

変更はございません。 

 内容でございますが、８款土木費、２項道路橋

梁費のうち市道改良事業三瓶の財源内訳におい

て、既収入特定財源とすべきものを未収入特定財

源に含めていたため、既収入特定財源１５万８，

２０５円を３５５万８，２０５円とし、未収入特

定財源のうち市債７，７７０万円を７，４３０万

円に修正するものであります。 

 これに伴いまして、既収入特定財源の合計額２

６１万７，８３２円を６０１万７，８３２円と

し、未収入特定財源のうち市債合計額４億６，３

３０万円を４億５，９９０万円に修正し、ご報告

申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第９号「平成２３年度西予市一般会計繰越

明許費繰越計算書の修正について」はこれを承認

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第８５号「西予市おイネ

賞事業基金条例制定について」から議案第１０２

号「平成２４年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計補正予算（第１号）」までの１８件と陳情

５件、意見書３件の２６件を一括議題といたしま

す。 

 委員会における審査の経過と結果について各常

任委員長の報告を求めます。 

 まず、二宮総務常任委員会委員長の報告を求め

ます。 

 ６番二宮一朗君。 

 

○二宮一朗総務常任委員長 それでは、総務常任

委員会審査報告を申し上げます。 

 去る６月１５日の本会議において、当委員会に

付託をされました議案及び陳情１件、意見書３件

について、６月１８日と１９日に審査を行いまし

たのでご報告を申し上げます。 

 議案第８５号から議案第９２号までの６件につ

いては、お手元に配付のとおり原案可決決定をい

たしました。 

 陳情第１号「伊方原発の再稼動を認めないこと

を求める陳情」については不採択と決しました。 
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 意見書第８号「「緊急事態基本法」の早期制定

を求める意見書（案）」については採択と決しま

した。 

 意見書第９号「災害廃棄物の広域処理の推進を

求める意見書（案）」については採択と決しまし

た。 

 意見書第１０号「北朝鮮による拉致問題の早期

解決に向けた積極的で強力な行動を求める意見書

（案）」は採択と決しました。 

 次に、不採択の理由ですが、陳情第１号「伊方

原発の再稼動を認めないことを求める陳情」につ

いては、今後再生エネルギーへの転換などを含め

た国のエネルギー政策が協議、検討をされること

と、四国電力による計画停電が発表されている中

で市民生活を守れるのかといった動向を見守る必

要があることなど慎重に対応すべきとの意見が多

くあり、不採択に決定いたしました。 

 次に、審査過程において、委員より出された質

疑並びに理事者の答弁を抜粋してご報告申し上げ

ます。 

 議案第８５号「西予市おイネ賞事業基金条例制

定について」、基金を２，０００万円積み立てて

毎年約２００万円の事業を１０年程度予定してい

るとの説明に対し、どのような事業を計画してい

るのかとの質問があり、イネにちなんだまちづく

りの推進とイメージづくりのムードを盛り上げる

ため、女性医師と女子医学生を対象にした懸賞作

文の募集を継続して実施するとともに、例として

はイネと敬作の歴史シンポジウム等を計画したい

との答弁がありました。 

 議案第９２号「平成２４年度西予市一般会計補

正予算（第１号）」について、愛媛国体施設整備

事業７６２万３，０００円の内訳についての質疑

があり、ソフトボール会場の宇和球場、宇和運動

公園多目的広場の測量委託料に２６７万７，５０

０円と基本設計委託料４９４万５，５００円との

答弁がありました。 

 また、現在の利用者がいつまで使用できるかと

の質問に対して、平成２６年度から工事に入る予

定であり同時期から使えなくなるが、基本設計に

よっては変更もあるとの答弁がありました。 

 国体開催に関しては宿泊をどのように考えてい

るのかとの質問に対し、ソフトボールについては

西予市内の宿泊施設が２６施設７４８名あるので

対応できると考えている。相撲については４７都

道府県からの参加になるため、野村町を中心にし

た民泊を計画して地元の皆さんの協力をお願いし

たいと考えているとの答弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２４年６月２８日、総務常任委員会委員長

二宮一朗。 

 

○議長 次に、松山厚生常任委員会委員長の報告

を求めます。 

 ９番松山清君。 

 

○松山清厚生常任委員長 それでは、厚生常任委

員会の審査報告を申し上げます。 

 去る６月１５日の本会議において、当委員会に

付託されました議案及び陳情について、６月１９

日と２０日に審査を行いましたので報告いたしま

す。 

 議案第８７号から議案第１０２号までの１１件

については、お手元に配付のとおり原案可決決定

いたしました。 

 陳情第４号「城川帰楽苑「火葬場」の改修と増

築について」は、実際に現地を視察し審査を行っ

た結果、地域の事情や陳情の趣旨は理解できる

が、建物の主要構造部である耐震壁を撤去するこ

とはできないこと、増築をして斎場で葬儀を行う

ことについて他の地域との公平性から適当ではな

いと思われること、また客観的に実現可能な範囲

とするほうがよいなどの意見があり、不採択と決

定しました。なお、少数意見として、大きいスペ

ースは要らないが通路の部分を可能な範囲で広げ

てはどうかという意見がありました。 

 また、陳情第５号「西予市立宇和病院移転後の

跡地利用に関する陳情書」については、現段階で

その活用方法を決めることは次期尚早という意見

が多く、都市計画、防災計画も含めた上で総合的

に判断していく必要があることから、不採択と決

定いたしました。 

 次に、審査過程において、委員より出された質

疑並びに理事者の答弁を抜粋して報告いたしま

す。 

 初めに、議案第８７号「西予市印鑑の登録及び

証明に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」では、外国人の住民登録の期間及び該当者

数について質疑があり、中・長期の外国人が対象

で市内の該当者は２７０名、うち中国人が１９３
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名であり、研修生は約８割を占めるとの答弁があ

りました。 

 次に、議案第９２号「平成２４年度西予市一般

会計補正予算（第１号）」では、社会福祉課所管

分において、正職員・嘱託職員の雇用のあり方に

ついて質疑があり、関連する児童福祉施設民営化

基本方針（案）の策定とともに、今後検討してい

くとの答弁でした。また、環境衛生課所管分で

は、汚泥再生処理施設整備事業で５９７万５，０

００円の内容について質疑があり、衛生センター

予定地の４件の物件調査費等を計上しているとの

答弁がありました。 

 議案第９６号「平成２４年度西予市介護保険特

別会計補正予算（第１号）」における認定調査に

ついての質疑では、介護保険サービスの利用申請

書の提出により調査員を申請者の自宅または施設

等へ派遣し、所定の項目に従って本人の現在の状

態を調査するとの答弁がありました。 

 また、議案第１０１号「平成２４年度西予市病

院事業会計補正予算（第１号）」では、医師住宅

について、地産地消のため西予市産材をできるだ

け活用してほしいとの意見がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２４年６月２８日、厚生常任委員会委員長

松山清。 

 

○議長 次に、藤井産業建設常任委員会委員長の

報告を求めます。 

 １５番藤井朝廣君。 

 

○藤井朝廣産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会審査報告書。 

 去る６月１５日の本会議において、当委員会に

付託されました議案について、６月１８日と１９

日に審査を行いましたので報告を申し上げます。 

 議案第９２号から議案第９８号については、お

手元に配付のとおり原案可決決定をいたしまし

た。 

 その理由として、陳情第２号「林道内場樽線に

おける土砂崩落箇所の早期災害復旧と地元負担金

の軽減について」及び陳情第３号「林道長谷～田

之筋線建設に係る受益者負担金軽減の陳情」につ

いては、採択と決定をいたしました。 

 その理由として、陳情第２号「林道内場樽線に

おける土砂崩落箇所の早期災害復旧と地元負担金

の軽減について」は、市民が苦しんでいるときな

ので採択し、理事者側で早期に実行していただき

たいとのことから、慎重審査の結果、全会一致で

採択と決定いたしました。 

 また、陳情第３号「林道長谷～田之筋線建設に

係る受益者負担金軽減の陳情」については、本会

議においても受益者の負担金を下げることを検討

するとの説明もあったことから、慎重審査の結

果、全会一致で採択と決定といたしました。 

 以下、審査過程において、委員より出された質

疑並びに理事者の答弁を抜粋して報告を申し上げ

ます。 

 初めに、一般会計補正予算のうち建設課所管分

について、集落・避難路保全斜面地震対策事業費

県補助金の今後の見通しについて質疑があり、県

が２３年９月補正で予算計上し県内４０カ所へ配

分を行っているが、今後いつまで続くかは未定と

の答弁がありました。 

 次に、農業水産課所管分で、鳥獣被害防止予算

７，８００万円のうちイノシシさくの設置につい

て質疑があり、全体で３１カ所、総延長約１１５

キロの要望が出ているとの答弁がありました。 

 また、惣川のワサビ田について、どれくらいの

予算がかかっているのかとの質疑があり、昨年は

１，０８７万９，０００円、今年度は事業費１６

５万円のうち市からの補助金は８０万３，０００

円を予定しており、合計で１，２５２万９，００

０円の事業費となっている。ワサビは３月に植え

つけをし、現在は青々と順調に育っているとの答

弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２４年６月２８日、産業建設常任委員会委

員長藤井朝廣。 

 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 １７番岡山清秋君。 

 

○１７番岡山清秋君 私は、産業建設常任委員会

に属しておりますので産建のことは言いませんけ

れども、大綱のまず１点、厚生常任委員会、先ほ

ど委員長が報告された審査内容について若干お尋

ねをしたいと思います。 
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 といいますのは、今回厚生委員会のほうには、

陳情第４号と陳情第５号、いずれも地域の方の切

なる思いで陳情をされたことが出ておりますけれ

ども、今回は特に私城川町の出身でございまし

て、陳情の第４号については、これ城川町のこと

なんでございますが、したがって、ちょっと言い

にくい点もあるわけですけれども、反面内容がわ

かっているだけに詳しいことが言えるのかなと思

いますけれども、先ほどの皆さん方の審査、厚生

委員会の審査内容につきましては、これは不採

択、２つともに不採択をされております。 

 この件につきまして、私はこの地域の市民の皆

さんから出た陳情書の扱い方、我々は理事者では

ございませんから、議員でございますから、議員

の立場でこの陳情書というものは見ていかなけれ

ばいけない、まずこれが基本だと思います。 

 まず、私何を言わんかとしていることは、ちょ

うどついさきに我々は選挙で戦ってこの場に来さ

せていただきました。市民の皆様方に訴えたこと

は、これは私だけかもしれませんけれども、こう

いった市民の皆様方の声を、私は議員という立場

で皆さん方の声を議会の場に、行政の場に持って

いってパイプ役としてお話をしますよということ

も一つ入れておりました。 

 そういったことで、こういった陳情につきまし

ては、このような陳情第４号、陳情第５号につく

ような地域から、それぞれ西予市５町ありますけ

れども、５町内各町から出ていた市民が切なる思

いで陳情をしたこの陳情については基本的には、

私の考えですよ、基本的にはこれは市民サイドの

立場になって市民が我々議員に切なる思いを託し

ておるのが陳情書だと思っております。したがっ

て、これに不採択するということは、議会の段階

で、委員会の段階で不採択をされるというのはも

ってのほかではなかろうかと。皆さん方は市民の

皆さん方に何と言ってこの場に来ておられるのか

なと。我々は理事者ではございません。 

 今ほどの委員長の報告の中には、１点、城川町

の陳情第４号につきましては、それぞれ１つは構

造物の関係でこういうのを認めることはできな

い。もう一点は、公平性の問題、各地域に公平性

が保たれないんではないかという問題、２つの理

由を言われました。 

 まず１点目、構造物については、これは我々議

員が考えるべきではない。要は、我々は市民の切

なる思いを認めてあげて採択にしたならば、それ

から向こうで理事者が理事者の行政のほうでそれ

ぞれの現地に行かれて、それぞれの今後について

の予算をつけて、要望どおりにやってやるのかや

らないのかというのは、構造物を考えることは理

事者の立場ではなかろうかと思う。私は我々議員

の議員サイドで、こういう立場ではないと、その

ように思っておりますし、もう一点公平性、２番

目の報告の中で、公平性から適当ではない言われ

るおっしゃる意味がわからないんですけれども、

公平性とは何ぞやと。 

 確かに西予市は５つの町が合併いたしました。

１つになりました。しかし、それぞれ各地域とも

どもそれぞれの文化というものがあろうかと思い

ます。城川町は城川の文化、野村は野村の文化、

宇和、明浜、三瓶、それぞれ文化というものがあ

ろうかと思います。その中において、それぞれの

地域の事情でやっておることもあろうかと思いま

す。 

 特に今回出しておりますこの火葬場においての

葬儀場というのは、西予市５つ町の中で、火葬場

で葬儀をしているのはご案内のとおり城川町の火

葬場のみでございます。これは非常に城川町とし

ては貴重な施設でございます。したがって、今ど

んどん高齢化社会になりまして、お年寄りの方、

それぞれはいずれかは我々も行かなければいけな

い、通らなければならないところでありますけれ

ども、そこにおいて、最終的にはどなたもやはり

地元の自分が生まれたところで最終的なお見送り

だけはしてくれやというのは、皆さん方、住民皆

さん方、我々もそうですけれども、切なる思いで

はなかろうかと思います。そういった思いもあり

まして、城川町の場合は、今回は長寿会長、昔の

老人会ですけれども、城川町の老人会長さんが代

表、また地域の区長会長さん代表、そういったさ

まざまな団体の代表者の方が、城川町のそれぞれ

団体長として頑張っていられる方が連合で出され

ておる陳情でありますけれども、やはりそういっ

た地域の方々が切なる思いで出されております。

何とか少しでも広げてくれないか、構造物とか、

公平性とか、そういった問題ではないんですよと

言われて出しておられる陳情でございます。そう

いったこと踏まえた中で、私は我々委員会、先ほ

ど言ったように委員会が委員会の段階で、まだ行

政にまでいかない、理事者にまでいかないところ
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で、我々がこの陳情、切なる陳情をとめるという

ことはいかなるものかと疑いの目を持つわけであ

ります。 

 そういったこともありますし、また一つ委員長

に質問いたしますが、この陳情書について現地は

行かれたようであります。確かに現地は見ていた

だいた。それならば、この陳情書を出された提出

者とお話はされたんですか。１点聞かせていただ

きたい。 

 

○議長 松山清君。 

 

○松山清厚生常任委員長 ただいま岡山議員の質

問ですけども、現地は行かれたかということです

けども、現地は行きまして、そして陳情者に関し

てはご意見は聞いておりません。我々は現地を見

ました後に城川町の担当課のほうから現状と、そ

の先ほどありましたような構造的なものなどにつ

きまして聞いた後に、城川町の支所に参りまし

て、そこで討論をしたということでございます。 

 

○議長 １７番岡山清秋君。 

 

○１７番岡山清秋君 今ほどの委員長の答弁でご

ざいますが、皆様方はお忘れになっておられるん

じゃないかと思うんですけれども、さきの２月で

したか、ことしの２月、今、議長になられておら

れる元親議長が議会改革特別委員会の委員長をさ

れておりました。そして、今厚生委員長の松山議

員がこの特別改革委員会の副委員長をされており

ました。ご案内のとおりですけれども。その２人

が連日連夜にかけてＣＡテレビで議会基本条例の

設置について、概要等々を説明されました。あれ

だけ説明をされた中で、まず１点、あえて私申し

ますけれども、西予市議会基本条例第３章市民と

議会の関係、第５条、議会は市民が議会活動に参

加する議会の確保に努めなければならないと。そ

の中の３番として、議会は請願及び陳情を市民に

よる政策提案と位置づけるとともに、その審議に

おいてはこれら提案者の意見を聞く機会を設けな

ければならないと。こういう基本条例を委員長み

ずからが報告されとんですよ、テレビの前で。ど

のようにお考えですか。 

 

○議長 松山厚生常任委員長。 

○松山清厚生常任委員長 お答えいたします。 

 今回の陳情におきまして、委員の中で討論した

結果、その今言う陳情者の意見を聞くというよう

な必要性を認められなかった。そして、討論の中

におきましては、厚生常任委員会の中でほぼ一致

した意見でございましたので、陳情の中での陳情

者の意見を聞きませんでした。 

 

○議長 １７番岡山清秋君。 

 

○１７番岡山清秋君 質問３つまでですか。 

 

○議長 これで終わりです。 

 

○１７番岡山清秋君 わかりました。 

 それでは、今ほどの答弁でございますけれど

も、提案者の意見を聞く必要を認めなかったと言

われますけれども、提案者の質問を認めない、そ

れならば呼ばなくても構わないということ、どこ

に書いてありますか。これは意見を聞く機会を設

けなければならないと書いてるんですよ。設けな

ければならないということはどういうことです

か。 

 

○議長 松山厚生常任委員長。 

 

○松山清厚生常任委員長 それでは、お答えいた

します。 

 ただいまの岡山議員の指摘の、議会基本条例に

基づいた審査を今回は審査の中で討論をしており

ませんので、陳情者のご意見をお聞きいたしませ

んでした。我々の中で議論した中で一番先に言わ

れました、まず構造上これは実現が可能性として

非常に低いといいますか、実現の可能性が非常に

難しいということがまず念頭にありまして、そう

いう中において、やはり陳情者の出ている要望と

いうものを厳格に解釈いたしまして、一番広いス

ペースで実現本当に可能なのかということが、ま

ず最初の議論であったと思います。そういう中

で、少数意見として申し上げましたように、今の

スペースをやや広げるということで何とかならな

いかというようなご意見がありまして、それはそ

うだなというふうに感じたわけでございますけど

も、現在の陳情の状況におきますと、まず実現が

難しいわけでございますから、そういった段階で
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厚生常任委員会としては、今回の陳情においては

不採択とすべきものということを判断いたしたわ

けでございます。 

 

○議長 特別に認めますが、論点を明確にして簡

潔にお願いします。 

 １７番岡山清秋君。 

 

○１７番岡山清秋君 一生懸命簡潔に申しておる

つもりでございますが、はい、わかりました。 

 私が質問をしている内容の答弁ではございませ

ん。あくまでも、我々が基本条例を決めた内容に

ついて、委員長はそれを認めておられません。審

議においてはこれらの提案者の意見を聞くという

ことは決めておるわけでございますから、私はそ

れを聞かれてなかったということについては、素

直に言っていただきたい、素直に認めていただき

たい、そう思います。 

 それから、今回はこのような、議長にも申して

おきますけれども、さきの議会議運の中で、議長

から言われたと言われましたけれども、このよう

な陳情書につきましては、不採択か継続審査かと

いうようなあいまいなことは言わないでくれとい

うことを議会議運で言われたと。したがって、そ

の内容は、継続審査は原則しないと、原則しない

ということでございますから、原則ということは

１００％ではないと思います。ならば、このよう

な問題が生じたときには、やはり市民の方を思え

ば、継続審査なり趣旨採択なり、方法はあろうか

と思います。それを１つにまとめて採択か不採択

かということにとり決めをされること自体が、こ

のようなことが生じるのではなかろうかと思いま

す。そこら辺のことを今後においてでございます

けれども、議運のほうで十分に煮詰めていただい

て改革できるものは改革していかなければいけな

いんでなかろうかと思います。 

 そういうことも一つお願いいたしまして、これ

は陳情というものは、先ほどから言っております

ように、地域の方の切なる思いでございますな

ら、できることならば、何らかの形で実現に向か

って我々は押してあげなければいけないことでは

なかろうかと思います。これ以後については、理

事者のほうで考えていただければそれでいいんじ

ゃないかと思います。 

 以上です。 

○議長 松山厚生常任委員長。 

 

○松山清厚生常任委員長 ただいま岡山議員のほ

うからご指摘ありました機会を設けなかった点、

議会基本条例の中でそれがうたわれていながら設

けなかったという点については、私のほうも手落

ちがありまして、まことに申しわけありませんで

した。 

 陳情の審査におきまして、今回議会基本条例の

そういった条項が適用されるようなことは初めて

のことがありまして、そういった手順が違ったこ

とはあったかと思います。今後そういったことを

十分配慮しながら、また採択、不採択の結果以外

のそういったものも十分に考慮しながら判断して

まいりたいと思います。 

 

○議長 暫時休憩といたします。（休憩 午後２

時３５分） 

 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時４

０分） 

 ８番小野正昭君。 

 

○８番小野正昭君 先ほど岡山議員の、議会基本

条例の中の第５条３項の取り扱いについて、議会

は請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけ

るとともに、その審議においてはこれらの提案者

の意見を聞く機会を設けなければならないという

ことの条項のほうで、１００％これは委員会が聞

きなさいというふうな趣旨の発言でありましたけ

れども、委員会のほうで必要と認めた場合には聞

かなければならないと。１００％聞かなければな

らないというふうな条項ではないと解されており

ますし、特別委員会でもそのような方向で取り決

めをしておりますので、その点、解釈についてご

報告をさせていただいたらと思います。 

 以上です。 

 

○議長 関連質問はタイムオーバーになっており

ます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 １４番森川一義君。 

 

○１４番森川一義君 私も厚生委員長にお伺いす

るんですが、西予市立宇和病院移転後の跡地利用
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に関する陳情書についてですが、今ごろよく市民

の皆さんから、市立宇和病院移転後の跡地は何に

なるのかとよく聞かれます。宇和病院の近所の方

からも、もっと時間をかけて審議していただいた

らという意見がたくさんありました。建物が野良

猫や野良犬の巣になることも考えられます。厚生

委員会においてどのような意見が出たのか、詳し

くお聞かせください。 

 

○議長 松山厚生常任委員会委員長。 

 

○松山清厚生常任委員長 それでは、お答えいた

します。 

 厚生常任委員会の中で出た意見といたしまして

は、宇和病院が今度解体して更地になるのがまだ

再来年以降ということになりまして、解体する予

定がまだはっきりとされておりません。そういう

意味において、現段階において広いスペースを確

保するようにというような陳情の内容でございま

したけども、その具体的に実現するものがはっき

りしていない中で、現段階においてそれを採択す

るのは適当ではないのではないかという意見がご

ざいました。それ以外には、いろんな都市計画あ

るいは審議会などでもいろんな検討がされると思

いますので、そういったものの中で、そういう拘

束をしていくのはよくないのではないか、あるい

は防災計画の中で広いスペースを確保するという

ことは議論されていくべきであって、町なかの土

地で用途は多様であるということから考えると、

しっかりとした議論が必要なので、現段階の陳情

の中で広いスペースを確保するということに関し

て採択するのは適当ではないではないかと。すべ

てを含めた上での総合的な判断が必要であるとい

うような意見が、これは委員の中で多数といいま

すか、ほとんどそういうご意見でございました。 

 以上です。 

 

○議長 １７番岡山清秋君。 

 

○１７番岡山清秋君 規則でありますけれども、

お許しいただいて、もう一件だけ言わさせていた

だきますが、先ほどの副議長の発言といいます

か、言葉の中で１００％でないと言われました。

ならば、この意見を聞く機会を設けなければなら

ないというのは、設けなくてもいいということに

解釈するんですか。 

 それから、議運の中で取り決めをされた継続審

査は原則しない、原則しない、これは１００％じ

ゃないでしょ、原則ですから。原則、継続審査は

しない。たとえ一％でも継続審査はしてもいいで

すよという取り方ではないですか。その点、間違

えの解釈されとりませんか、副議長。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 私も厚生常任委員会のメン

バーでございますけれども、暫時休憩を求めたい

と思います。 

 

○議長 お諮りいたします。 

 暫時休憩の要望が出ておりますが、いかがいた

しましょうか。 

  （「反対」と呼ぶ者あり） 

 反対。ほかにございませんか。 

  （１７番岡山清秋君「開かれた議会が、何で 

  休憩しなきゃいけないんですか」と呼ぶ） 

 本人からの提案がありましたので、皆さんに意

見をお伺いしておる段階であります。 

 １５番藤井議員。 

 

○１５番藤井朝廣君 暫時休憩に賛成をいたしま

す。 

 

○議長 お諮りいたします。 

 暫時休憩を認められる方の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○議長 賛成多数でございます。 

 暫時休憩といたします。（休憩 午後２時４７

分） 

○議長 それでは、再開をいたします。（再開 

午後３時０５分） 

 その前に確認をさせていただきたいと思います

が、まず議案に対する質疑、質問は１人３回まで

の原則を厳守いただきたいと思います。 

 それから、もう一点、議会基本条例の解釈につ

いてでありますが、岡山議員が言われました、こ

れら提案者の意見を聞く機会を設けなければなら

ない、これは確かに基本条例に書いております。

ただし、聞く機会を設けなければならないのは、

本人が議会に対して意見陳述の場を確保してほし
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いという要請があった場合に関しては、議会は当

然その機会を設けなければいけないという解釈…

… 

  （１７番岡山清秋君「そんなことどこに書い 

  とんのじゃ。そういうことどこに明記しとる 

  ん」と呼ぶ） 

 それは、すべてのことをこの条例の中で書けま

すか。 

 ２０番山本議員。 

 

○２０番山本昭義君 ただいまの意見、両方とも

聞きましたが、私は一応報告なんで、ここで採決

取るべきじゃと思っております。 

 特にそれと委員会につきましては委員長の権限

で、私は聞く聞かんはそれまでほかのもんが介入

すべきではないと思っております。 

 それと、議長がここで採決するのが、僕はいろ

いろ言わんと、そうすべきじゃないかなと。また

いろいろと言うからこやに問題が起きるんで、議

長の権限でやってほしいと思います。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 それでは、以上で質疑を終結といたしま

す。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 まず、議案第８５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８５号「西予市おイネ賞事業基金条例制

定について」は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 起立全員であります。よって、議案第８

５号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８６号「西予市特別職等の職員の給与の

特例に関する条例制定について」は委員長報告の

とおり決定することに賛成議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 起立全員であります。よって、議案第８

６号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８７号から議案第９０号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号「西予市印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例制定について」か

ら議案第９０号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」までの４件は委員長報

告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第８

７号から議案第９０号までの４件は原案のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第９１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９１号「愛媛県後期高齢者医療広域連合

規約の変更について」は委員長報告のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

９１号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９２号「平成２４年度西予市一般会計補

正予算（第１号）」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９２号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９３号から議案第１０２号までの

１０件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９３号「平成２４年度西予市授産場特別

会計補正予算（第１号）」から議案第１０２号

「平成２４年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計補正予算（第１号）」までの１０件は委員長

報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９３号か

ら議案第１０２号までの１０件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、陳情第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 
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 陳情第１号「伊方原発の再稼動を認めないこと

を求める陳情」については委員長報告のとおり不

採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第１号は不

採択とすることに決定いたしました。 

 次に、陳情第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第２号「林道内場樽線における土砂崩落箇

所の早期災害復旧と地元負担金の軽減について」

は委員長報告のとおり採択することに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第２号は採

択することに決定いたしました。 

 次に、陳情第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第３号「林道長谷～田之筋線建設に係る受

益者負担金軽減の陳情」については委員長報告の

とおり採択することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第３号は採

択することに決定いたしました。 

 次に、陳情第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第４号「城川帰楽苑「火葬場」の改修と増

築について」については委員長報告のとおり不採

択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立少数であります。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時１４

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後３時１

５分） 

 よって、陳情第４号を不採択とする委員長報告

は否決されました。 

 それでは、改めて陳情第４号を採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 陳情第４号「城川帰楽苑「火葬場」の改修と増

築について」は原案を採択することに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第４号は採

択とすることに決定をいたしました。 

 次に、陳情第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第５号「西予市立宇和病院移転後の跡地利

用に関する陳情書」については委員長報告のとお

り不採択とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第５号は不

採択とすることに決定いたしました。 

 次に、意見書第８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第８号「「緊急事態基本法」の早期制定

を求める意見書（案）」については委員長報告の

とおり採択することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書第８号は

採択することに決定をいたしました。 

 次に、意見書第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第９号「災害廃棄物の広域処理の推進を

求める意見書（案）」については委員長報告のと

おり採択することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書第９号は

採択することに決定をいたしました。 

 次に、意見書第１０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第１０号「北朝鮮による拉致問題の早期

解決に向けた積極的で強力な行動を求める意見書

（案）」については委員長報告のとおり採択する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書第１０号
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は採択することに決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 日程第３、発議第４号「西予市議会活性

化特別委員会の設置及び付託について」から発議

第６号「西予市環境衛生施設建設特別委員会の設

置及び付託について」までの３件を一括議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 本件３件については、それぞれ７名の委員で構

成する西予市議会活性化特別委員会及び西予市新

市立病院建設特別委員会並びに西予市環境衛生施

設建設特別委員会を設置し、これに付託して審査

が終了するまで継続、存置することとし、閉会中

の継続審査とすることにしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本案３

件については、それぞれ７名の委員で構成する西

予市議会活性化特別委員会及び西予市新市立病院

建設特別委員会並びに西予市環境衛生施設建設特

別委員会を設置し、これに付託して審査が終了す

るまで継続、存置することとし、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。 

 次に、選任第３号「西予市議会活性化特別委員

会委員の選任について」から選任第５号「西予市

環境衛生施設建設特別委員会委員の選任につい

て」までの３件を一括議題といたします。 

 本案３件については、委員会条例第８条第１項

の規定により、西予市議会活性化特別委員会委員

に１番源正樹君、２番井関陽一君、３番菊池純一

君、４番田中徳博君、５番中村敬治君、１２番元

親孝志君、２１番梅川光俊君。西予市新市立病院

建設特別委員会委員に７番兵頭学君、９番松山清

君、１０番宇都宮明宏君、１３番沖野健三君、１

５番藤井朝廣君、１８番酒井宇之吉君、２０番山

本昭義君。西予市環境衛生施設建設特別委員会委

員に６番二宮一朗君、８番小野正昭君、１１番松

島義幸君、１４番森川一義君、１６番浅野忠昭

君、１７番岡山清秋君、１９番兵頭勇君をそれぞ

れ指名いたします。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名いたしました以上の諸君をそれぞれの特別

委員会委員に選任することに決定いたしました。 

 ただいま選任されました各特別委員会委員の諸

君は、直ちに委員会を開催の上、委員長、副委員

長を互選し、議長へ報告を願います。 

 暫時休憩といたします。（休憩 午後３時２２

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後３時３

７分） 

 ただいま各特別委員会から委員長、副委員長の

互選の結果について報告がありましたので、ご紹

介をいたします。 

 西予市議会活性化特別委員会委員長に５番中村

敬治君、副委員長に１番源正樹君、西予市新市立

病院建設特別委員会委員長に７番兵頭学君、副委

員長に１０番宇都宮明宏君、西予市環境衛生施設

建設特別委員会委員長に１１番松島義幸君、副委

員長に１６番浅野忠昭君、以上のとおり互選され

ましたので、報告いたします。 

  （日程４） 

○議長 日程第４、各委員会における閉会中の継

続審査についてを議題といたします。 

 各常任委員会委員長及び議会運営委員長より、

会議規則第１０３条の規定により、所管する事務

を閉会中の継続審査としたい旨の申し出がありま

した。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査

とすることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、各委員

長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とするこ

とに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時３９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時４０

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま総務常任委員長から提出されました意

見書案第２号及び意見書案第３号並びに意見書案

第４号の３件と議員派遣の件についてを本日の日

程に追加し、追加日程として議題にいたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、４件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 



－104－ 

○議長 追加日程第１、意見書案第２号「緊急事

態基本法の早期制定を求める意見書（案）の提出

について」から意見書案第４号「北朝鮮による拉

致問題の早期解決に向けた積極的で強力な行動を

求める意見書（案）の提出について」までの３件

を一括議題といたします。 

 総務常任委員会委員長に提案理由の説明を求め

ます。 

 総務常任委員会委員長二宮一朗君。 

 

○二宮一朗総務常任委員長 それでは、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 意見書案第２号「緊急事態基本法の早期制定を

求める意見書（案）の提出について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 緊急事態基本法の制定については、平成１６

年、自民、民主、公明３党により国と国民の安全

に重大な影響を及ぼす緊急事態に国として迅速か

つ適切に対処するため合意がなされたが、いまだ

制定の見通しは立っておりません。 

 さきの東日本大震災における震災、津波被害へ

の対応や福島第一原子力発電所の放射能汚染被害

等の国家的緊急事態への対応において、想定外と

いう言葉に代表されるように、緊急事態における

取り組みの甘さを国内外に知らしめる結果となり

ました。 

 このことから、我が国の安全保障体制を確立

し、国民の生命と財産を守るため、緊急事態基本

法を早期に制定するよう要望する意見書を地方自

治法第９９条の規定により提出するものでありま

す。 

 意見書案は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 引き続き、意見書案第３号「災害廃棄物の広域

処理の推進を求める意見書（案）の提出につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 東日本大震災における被災地には瓦れき等の災

害廃棄物が多く生じており、復旧、復興の妨げに

なっております。国は平成２６年３月末までの処

理完了をめどとした処理指針を策定し、災害廃棄

物の迅速な撤去、処理を行うため、２割程度を被

災地以外の自治体で広域処理することが必要とし

ておりますが、放射能物質による汚染に対する懸

念から受け入れに消極的であり、広域処理に係る

取り組みは進んでいません。 

 このことから、国においては、広域処理に対す

る国民の不安を払拭するとともに、地方が将来に

向け安心して災害廃棄物を受け入れられる環境整

備を行い、広域処理の推進を図るよう要望する意

見書を地方自治法第９９条の規定により提出する

ものであります。 

 意見書案は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 引き続きまして、意見書案第４号「北朝鮮によ

る拉致問題の早期解決に向けた積極的で強力な行

動を求める意見書（案）の提出について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 北朝鮮による日本人拉致事件の発生から３０年

以上が経過し、北朝鮮が拉致を認めてからも１０

年近くの歳月が流れています。この間、拉致被害

者５人とその家族が帰国した以外は、特別な進展

もないまま状況が続いており、金正日総書記の死

去による新体制になった今、新たな交渉の窓口を

見出せるのではないかと期待される一方、混乱状

態になった際の拉致被害者の身辺の安全が心配を

されております。 

 国は、すべての拉致被害者の早期帰国の実現の

ため、強固な国際連携により拉致問題の全面解決

に向け全力で取り組むよう要望する意見書を地方

自治法第９９条の規定により提出するものであり

ます。 

 意見書案は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 以上、提案の理由とさせていただきます。慎重

にご審議をどうかよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 以上で説明は終わりました。 

 これより本案３件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第２号から意見書案第４号までの３件

については、会議規則第３７条第２項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定をい
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たしました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結といたします。 

 これより意見書案ごとに採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、意見書案第２号「緊急事態基本法の早期

制定を求める意見書（案）の提出について」は原

案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第２号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、意見書案第３号「災害廃棄物の広域処理

の推進を求める意見書（案）の提出について」は

原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第３号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、意見書案第４号「北朝鮮による拉致問題

の早期解決に向けた積極的で強力な行動を求める

意見書（案）の提出について」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第４号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付しております本件を承認すること

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

きましては、諸般の事情により変更が生じる場合

には議長にご一任願いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定をい

たしました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会のあいさつがあります。 

 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、平成２４年第２回西予市

議会の定例会の閉会に当たりまして、一言ごあい

さつを申し上げます。 

 去る６月１３日に開会しました本定例会も、本

日が最終日となりました。１６日間の会期中、議

員各位には本議会及び各常任委員会におきまして

上程いたしました案件につきまして慎重なご審議

を賜り、まことにありがとうございました。おか

げをもちまして、補正予算を初め条例の改正など

の重要な案件は、いずれも原案のとおり可決また

はご承認いただきました。ここに衷心より厚くお

礼を申し上げる次第でございます。 

 また、一般質問におきましては、さまざまなご

意見やご提言をいただきましたが、答弁で申し上

げましたとおり、実施または実現可能なものから

進めてまいる所存でございますので、ご理解とご

協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、先週末に台風４号と５号が四国を直撃す

るのではと予想されておりましたが、幸いにも台

風４号による大きな被害がなく安堵をしておりま

したやさき、台風５号から変わった熱帯低気圧に

よる豪雨により、城川田穂地区の民家が土砂災害

の被害に見舞われました。被害に遭われましたご

家族の皆さんには衷心よりお見舞いを申し上げま

す。平年の梅雨明けは７月１８日ごろということ

でありますので、これ以上の災害が起こらないこ

とを心から願っているところでございます。 

 さて、ことしの夏は伊方原発の全機停止により

夏の電力不足が懸念されているところでございま

すが、伊方原発の再稼働についても国の動向を含

め注視する必要があると考えております。西予市

の一部は伊方原発から３０キロ圏内であることか

ら、発電所周辺の放射能の影響を把握するモニタ

リングポストの設置を市民の皆さんから強く要望

されておりましたが、今年度中に伊方原発から３

０キロ圏内に３基、３０キロ圏外に１基設置され

ることとなりました。設置場所は、西予市役所本

庁、三瓶地区のあらパーク、明浜地区の明浜シー
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サイドパーク、野村地区のシルク博物館の市内の

４カ所に設置され、平成２５年４月から測定する

予定となっております。このことによりまして、

市民の皆さんに放射能に対する安心感と、あって

はならないことでありますけれども、万が一とい

うときの素早い対応が大きく寄与できることを期

待するものでございます。 

 また先般、宇和文化会館で上演されました「幕

末の町医者二宮敬作の生涯」が昼夜の開演で２，

０００人以上の来演があり、大盛況でありまし

た。この上演は、イネにちなんだ特徴あるまちづ

くりを展開する本市として、シーボルトの娘イネ

と二宮敬作の顕彰元年になったのではないかと思

っております。これからさらに広く全国に発信

し、地域活性化につなげてまいりたいと存じます

ので、ご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 これからしばらく蒸し暑い日々が続くと思いま

すが、議員各位におかれましては、健康に十分ご

留意いただき、今後の市政運営になお一層のご尽

力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の

ごあいさつとさせていただきます。期間中、あり

がとうございました。 

○議長 これをもって平成２４年第２回西予市議

会定例会を閉会いたします。 

  閉会 午後３時５３分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成２４年第２回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ８５号 西予市おイネ賞事業基金条例制定について 24.６.28 原案可決 

議案第 ８６号 
西予市特別職等の職員の給与の特例に関する条例制

定について 
24.６.28 原案可決 

議案第 ８７号 
西予市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例制定について 
24.６.28 原案可決 

議案第 ８８号 
西予市社会体育施設条例の一部を改正する条例制定

について 
24.６.28 原案可決 

議案第 ８９号 
西予市乙亥の里条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９０号 
西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９１号 愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 24.６.28 原案可決 

議案第 ９２号 平成２４年度西予市一般会計補正予算（第１号） 24.６.28 原案可決 

議案第 ９３号 
平成２４年度西予市授産場特別会計補正予算（第１

号） 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９４号 
平成２４年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９５号 
平成２４年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９６号 
平成２４年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

１号） 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９７号 
平成２４年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号） 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９８号 
平成２４年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号） 
24.６.28 原案可決 

議案第 ９９号 
平成２４年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
24.６.28 原案可決 

議案第１００号 
平成２４年度西予市上水道事業会計補正予算（第１

号） 
24.６.28 原案可決 

議案第１０１号 
平成２４年度西予市病院事業会計補正予算（第１

号） 
24.６.28 原案可決 

議案第１０２号 
平成２４年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第１号） 
24.６.28 原案可決 

諮問第  １号 人権擁護委員候補者の推薦について 24.６.13 原案同意 

諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 24.６.13 原案同意 

諮問第  ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 24.６.13 原案同意 

諮問第  ４号 人権擁護委員候補者の推薦について 24.６.13 原案同意 

諮問第  ５号 人権擁護委員候補者の推薦について 24.６.13 原案同意 

報告第  １号 
平成２３年度西予市一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 
24.６.13 承  認 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

報告第  ２号 
平成２３年度西予市公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告について 
24.６.13 承  認 

報告第  ３号 
平成２３年度西予市公共下水道事業特別会計継続費

繰越計算書の報告について 
24.６.13 承  認 

報告第  ４号 
平成２３年度西予市簡易水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 
24.６.13 承  認 

報告第  ５号 
平成２３年度西予市上水道事業会計予算繰越計算書

の報告について 
24.６.13 承  認 

報告第  ６号 
平成２３年度西予市病院事業会計予算繰越計算書の

報告について 
24.６.13 承  認 

報告第  ７号 
平成２３年度西予市病院事業会計継続費繰越計算書

の報告について 
24.６.13 承  認 

報告第  ８号 専決処分事項の報告について 24.６.13 承  認 

報告第  ９号 
平成２３年度西予市一般会計繰越明許費繰越計算書

の修正について 
24.６.28 承  認 

陳情第  １号 伊方原発の再稼動を認めないことを求める陳情 24.６.28 不 採 択 

陳情第  ２号 
林道内場樽線における土砂崩落箇所の早期災害復旧

と地元負担金の軽減について 
24.６.28 採  択 

陳情第  ３号 
林道長谷～田之筋線建設に係る受益者負担金軽減の

陳情 
24.６.28 採  択 

陳情第  ４号 城川帰楽苑「火葬場」の改修と増築について 24.６.28 採  択 

陳情第  ５号 西予市立宇和病院移転後の跡地利用に関する陳情書 24.６.28 不 採 択 

意見書第 ８号 
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

（案） 
24.６.28 採  択 

意見書第 ９号 災害廃棄物の広域処理の推進を求める意見書（案） 24.６.28 採  択 

意見書第１０号 
北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた積極的で

強力な行動を求める意見書（案） 
24.６.28 採  択 

意見書案第２号 
緊急事態基本法の早期制定を求める意見書（案）の

提出について 
24.６.28 原案可決 

意見書案第３号 
災害廃棄物の広域処理の推進を求める意見書（案）

の提出について 
24.６.28 原案可決 

意見書案第４号 
北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた積極的で

強力な行動を求める意見書（案）の提出について 
24.６.28 原案可決 

発議第  ４号 
西予市議会活性化特別委員会の設置及び付託につい

て 
24.６.28 原案可決 

発議第  ５号 
西予市新市立病院建設特別委員会の設置及び付託に

ついて 
24.６.28 原案可決 

発議第  ６号 
西予市環境衛生施設建設特別委員会の設置及び付託

について 
24.６.28 原案可決 

選任第  ３号 西予市議会活性化特別委員会委員の選任について 24.６.28 議長指名 

選任第  ４号 
西予市新市立病院建設特別委員会委員の選任につい

て 
24.６.28 議長指名 

選任第  ５号 
西予市環境衛生施設建設特別委員会委員の選任につ

いて 
24.６.28 議長指名 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

 各委員会における閉会中の継続審査について 24.６.28 承  認 

 議員派遣の件について 24.６.28 承  認 

【特別委員会】 ◎委員長 ○副委員長 

 《西予市議会活性化特別委員会》 

  ◎中村 敬治 ○源  正樹  井関 陽一  菊池 純一 

   田中 徳博  元親 孝志  梅川 光俊 

 《西予市新市立病院建設特別委員会》 

  ◎兵頭  学 ○宇都宮明宏  松山  清  沖野 健三 

   藤井 朝廣  酒井宇之吉  山本 昭義 

 《西予市環境衛生施設建設特別委員会》 

  ◎松島 義幸 ○浅野 忠昭  二宮 一朗  小野 正昭 

   森川 一義  岡山 清秋  兵頭  勇 

 


